
烈祖成績（十一） 1

烈

祖

成

績

十
一



烈祖成績（十一） 2

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）

正
月
至

十
五
年
（
一
六
十
〇
）

十
二
月

烈
祖
成
績
巻
之
十

一

慶
長
六
年
辛
丑

正
月
、
神
祖
・
世
子
大
阪
西
城
に
在
り
、
天
下
の
政
令
を
綜
理
す
。
神
祖
臘
（

年

の

暮

れ

）

よ
り
罹
疾
す
。
故
に
賀
正
礼
を

慶
（
廃
）

す
。

十
五
日
、
疾
瘳い

え
牙
城
に
入
り
豊
臣
秀
頼
に
謁
す
。
元
正
を
賀
し
西
城
に
還
る
。
列
侯
皆
西
城

に
登
り
神
祖
・
世
子
に
謁
し
賀
正
す
。

是
月
上
野
那
波
城
主
松
平
家
乗
を
以
て
美
濃
巖
村
城
主
と
為
し
食
邑
一
万
石
を
増
す
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

旧

一

万

石

。

今

二

万

石

二
月
、
神
祖
大
い
に
元
従
功
臣
を
封
ず
。
上
野
箕
輪
城
主
井
伊
直
政
を
以
て
近
江
佐
和
山
城
主

と
為
し
六
万
石
を
増
封
す
。
旧

十

一

万

石

。

今

十

八

万

石

諭
し
て
曰
は
く
「
佐
和
山
城
賊
魁
石
田
三
成

の
居
た
る
所
、
今
之
を
汝
に
授
け
戦
功
超
群
た
る
を
賞
す
」
と
。
伊
勢
桑
名
城
を
本
多
忠
勝
に
、
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依

旧

十

二

万

石

。

按

ず

る

に

、

天

正

十

八

年

大

多

喜

十

万

石

を

封

ず

。

蓋

し

其

後

［

］

万

石

を

加

へ

賜

ふ

旧
封
上
總
大
多
喜

城
を
第
二
子
忠
朝
に
、
食

邑

五

万

石

。

長

子

忠

政

従

忠

勝

遷

于

桑

名

賜
ふ
。
美
濃
大
垣
城
を
石
川
康
通
に
。

三
万
石
を
増
す
。
旧

上

野

嶋

渡

二

万

石

。

今

五

万

石

参
河
岡
崎
城
を
本
多
康
重
に
。
三
万
石
を
増
す
。
旧

上

野

白

井

二

万

石

。

今

五

万

石

上
野
厩
橋
城
を
酒
井
重
忠
に
。
一
万
三
千
石
を
増
す
。
旧

武

州

河

越

一

万

石

。

今

二

万

三

千

石

常
陸
土
浦
城
を
松
平
信
一
に
。
三
万
石
を
増
す
。
旧

上

野

布

川

五

千

石

。

今

五

万

五

千

石

参
河

吉
田
城
を
松
平
家
清
に
。
三
万
石
を
増
す
。
旧

武

州

八

幡

山

一

万

石

。

今

五

万

石

美
濃
加
納
城
を
奥
平
信

昌
に
。
四
万
石
を
増
す
。
旧

上

野

宮

崎

二

万

石

。

今

六

万

石

。

松

栄

紀

事

云

食

邑

依

旧

。

今

従

家

忠

日

記

・

関

原

合

戦

誌

遠

江
懸
川
城
を
松
平
定
勝
に
。
二
万
七
千
石
を
増
す
。
旧

上

總

聴

南

三

千

石

。

今

三

万

石

常
陸
笠
間
城
を
松

平
康
重
に
。
一
万
石
を
増
す
。
旧

武

州

寄

西

二

万

石

。

今

三

万

石

参
河
吉
良
城
を
本
多
康
俊
に
。
食

邑

二

万

石

遠
江
横
須
賀
城
を
松
平
忠
政
に
。
三
万
石
を
増
す
。
旧

上

總

久

留

利

三

万

石

。

今

六

万

石

同
州
濱
松
城

を
松
平
忠
頼
に
。
三
万
石
を
増
す
。
旧

濃

州

金

山

二

万

石

。

今

五

万

石

駿
河
沼
津
城
を
大
久
保
忠
佐
に
。

上

総

地

二

万

石

如

故

駿
府
城
を
内
藤
信
成
に
。
二
万
石
を
増
す
。
旧

豆

州

韮

山

一

万

石

。

今

三

万

石

上
野
那
波
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城
を
酒
井
忠
世
に
。
五
千
石
を
増
す
。
旧

武

州

河

越

五

千

石

。

今

一

万

石

上
総
・
下
総
の
地
を
青
山
忠
成

に
。
旧

相

州

中

郡

五

千

石

。

今

一

万

石

参
河
深
溝
城
を
松
平
忠
利
に
。
下

総

小

美

川

一

万

石

如

故

駿
河
興
国
寺

城
一
万
石
を
天
野
康
景
に
。
尾
張
小
川
城
一
万
石
を
水
野
分
長
に
。
豊
後
の
地
一
万
七
千
石
を

久
留
島
右
衛
門
佐
康
親
に
。
伊

予

地

一

万

七

千

石

如

故

近
江
の
地
二
千
石
を
永
井
直
勝
に
増
す
。
旧

五

千

石

。
今

七

千

石

上
総
勝
浦
を
植
村

�

忠
に
賜
ひ
二
千
石
を
増
す
。
旧

三

千

石

。
今

五

千

石

。

家

忠

日

記

・

関

原

記

大

全

・

関

原

合

戦

誌

・

石

卵

餘

史

・

松

栄

紀

事

常
陸
下
館
五
万
石
を
水
谷
伊
勢
守
勝
隆
に
。
関

原

記

大

全

・

水

谷

系

図

、
勝

隆

左

京

大

夫

勝

俊

子

。
父

子

従

関

原

之

使
（

役

）
有

功

其
余
榊
原
康
政
等
の
関
原
の
役
に

与
あ
ず
か

ら
ざ
る
者
此

限
に
在
ら
ず
。

三
月
三
日
、
駿
河
田
中
城
を
酒
井
忠
利
に
賜
ひ
七
千
石
を
増
す
。
旧

河

越

三

千

石

。

今

一

万

石

。

家

忠

日

記

・

関

原

合

戦

誌

・

石

卵

餘

史

・

松

栄

紀

事

豊
臣
秀
頼
、
神
祖
を

享
も
て
な

す
。
千
畳

数
（
敷
カ
）

坐
を
分
け
四
と
為
す
。
第
一

坐
所
生
大
虞
院
、
第
二
坐
秀
頼
、
第
三
坐
神
祖
、
第
四
坐
世
子
。
申
楽
を
設
け
遊
宴
竟
日

き
ょ
う
じ
つ

（

終

日

）
。

既
に
し
て
秀
頼
西
城
に
至
り
神
祖
に
謁
す
。
鞍
馬
を
賜
ふ
。
片
桐
且
元
之
を
宰
す
。
榊
原
康
政
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之
に
接
す
。
秀
頼
又
第
二
城
に
至
り
世
子
に
謁
す
。
松

栄

紀

事

。

本

書

不

日

。

蓋

在

神

祖

未

還

伏

見

之

時

。

故

置

于

北

（

此

）

二
十
三
日
、
神
祖
大
坂
よ
り
徙 う

つ

り
伏
見
城
に
居 き

ょ

す
。
天
野
康
景
を
以
て
西
城
を
留
守
せ
し
む
。

二
十
四
日
、
世
子
伏
見
城
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

期

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
七
日
、
世
子
及
び
権
中
納
言
豊
臣
秀
頼
、
並
び
権
大
納
言
と
為
る
。
年

譜

・

創

業

記

世

子

除

拝

係

二

十

八

日

。

今

従

公

卿

補

任

二
十
九
日
、
世
子
入
朝
す
。
下
野
守
忠
吉
従
四
位
下
に
進
み
侍
従
と
為
る
。
年

譜
・
創

業

記
・
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

四
月
十
日
、
将
に
上
杉
景
勝
を
討
た
ん
と
す
る
を
以
て
世
子
伏
見
を
発
し
関
東
に
赴
く
。

創

業

記

・

家

忠

日

記

是
に
先
ん
じ
、
佐
竹
義
重
使
を
遣
は
し
義
宣
の
罪
を
釈 ゆ

る

す
を
請
ふ
。
神
祖
之
を

優
容
す
。
関

原

記

大

全

十
五
日
、
義
宣
伏
見
に
来
謁
し
謝
罪
す
。
神
祖
之
を
釈
し
問
は
ず
。
家

忠

日

記

・

関

原

記

大

全

・

関

原

合

戦

誌

・

石

卵

餘

史

・

松

栄

紀

事

初
め
義
宣
依
違

い

い

と
し
て
会
津
の
役
に
従
は
ず
。
二
弟
葦
名
盛
重
・
巌
城
貞
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隆
其
の
不
可
な
る
を
知
り
之
を
諌
む
る
も
義
宣
聴
か
ず
。
神
祖
聞
き
て
之
を
悪
む
。
四

家

合

考

。

拠

本

書

盛

重

・

貞

隆

皆

佐

竹

義

重

子

。

此

時

葦

名

氏

既

滅

。

盛

重

流

寓

常

州

依

義

宣

近
臣
に
謂
ひ
て
曰
は
く
「
師
を
興
し

勝
を
争
ふ
は
武
人
の
常
た
り
。
成
敗
命 め

い

有
り
（

運

命

だ

）
。
深
く
咎
む
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
義
宣

心
に
両
端
を
持
ち
成
敗
を
観
望
す
。
勝
者
に
附
き
以
て
其
家
を
全
う
せ
ん
と
欲
す
る
は
此
れ
武

人
の
恥
づ
る
所
な
り
。
故
に
吾
之
を
悪
む
こ
と
景
勝
よ
り
過
ぐ
」
と
。
創

業

記

作

義

重

。

今

従

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

島
津
龍
伯
、
其
臣
鎌
田
出
雲
政
近
を
以
て
使
と
為
し
井
伊
直
政
・
本
多
正
信
・
山
口
直

友
に
就
き
惟
新
の
罪
を
赦
す
を
請
ふ
。
神
祖
之
を
許
す
。
正
信
・
直
友
命
を
承
り
誓
書
を
龍
伯

及
び
惟
新
の
子
忠
恒
に
遣
は
し
其
来
謁
を
勧
む
。
龍
伯
大
い
に
喜
ぶ
。
然
れ
ど
も
罹
疾
し
行
く

こ
と
を
果
た
さ
ず
。
関

原

記

大

全

・

関

原

合

戦

誌

・

石

卵

餘

史

・

松

栄

紀

事

。

按

ず

る

に

、

雑

録

・

島

津

家

記

、

六

年

出

雲

使

を

奉

じ

伏

見

に

入

る

。
神

祖

祐

光

刀

を

賜

ふ

。
即

ち

此

時

の

事

な

り

。
名

政

近

、
島

津

家

記

に

拠

る

。
〇

石

卵

餘

史

曰

、
諸

将

言

于

神

祖

曰

、

輝

元

屈

服

、

中

国

既

平

。

唯

有

上

杉

・

島

津

、

屈

彊

未

服

。

宜

亟

討

之

。

神

祖

曰

、

東

国

之

事

我

既

命

参

河

守

及

政

宗

・

義

光

。

無

復

憂

矣

。

須

討

島

津

以

平

定

西

海

。

乃

以

世

子

為

大

将

。

前

年

既

至

尼

崎

昆

陽

野

。

後

軍

充

塞

山

崎

葛

葉

。

慶

長

記

・

新

慶

長

記

亦

同

此

説

。
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按

ず

る

に

、

神

祖

干

戈

を

動

す

る

を

欲

せ

ず

。

屢

井

伊

直

政

・

山

口

直

友

に

命

じ

龍

伯

を

暁

諭

す

。

将

を

世

子

に

命

ず

る

、

他

書

載

せ

ざ

る

所

。

前

年

（

軍

カ

）

後

軍

誰

た

る

か

を

知

ら

ず

。

蓋

分

（

夸

）

張

傅

会

之

説

。

故

に

合

（

今

）

取

ら

ず

五
月
十
一
日
、
前
田
利
勝
の
嗣
子
利
光

実

利

家

第

四

子

、
幼

名

猿

千

代

。
利

勝

無

子

、
故

子

養

之

後

更

名

利

常

伏
見

に
来
謁
す
。
時
に
十
三
歳
。
神
祖
為
に
首
服
を
加
へ
侍
従
筑
前
守
と
為
す
を
奏
請
す
。
松
平
氏

を
賜
ひ
世
子
の
女
を
以
て
之
に
妻 め

あ

は
す
を
約
す
。
利
家
大
い
に
喜
ぶ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

松
平
康

安
従
五
位
下
に
叙
し
石
見
守
に
任
ぜ
ら
る
。
大

草

松

平

系

図

二
十
一
日
、
封
一
万
石
の
印
章
を
高
野
山
金
剛
峰
寺
に
賜
ひ
宗
門
法
式
十
五
条
を
定
む
。
年

譜

・

家

忠

日

記

二
十
五
日
、
西
郷
孫
九
郎
忠
員
卒
す
。
年
二
十
。
子
無
し
。
神
祖
其
弟
新
太
郎
を
以
て
嗣
と
為

す
を
命
ず
。
家

忠

日

記

作

若

狭

守

。

前

軍

（

車

）

後

語

集

曰

、

新

太

郎

十

七

歳

為

嗣

。

十

四

年

叙

従

五

位

下

任

出

羽

守

賜

諱

字

名

康

貞

。

蓋

世

襲

称

若

狭

守

也

是
に
先
ん
じ
、
伊
藤
祐
慶
の
兵
、
高
橋
元
種
の
衆
と
鎮
西
の
後
に
眞
田
・
山

本
・
脇
口
等
諸
寨
に
戦
ふ
。
元
種
既
に
帰
順
す
。
故
に
其
衆
守
る
能
は
ず
是
月
降
を
乞
ふ
。
神
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祖
、
祐
慶
に
命
じ
其
得
る
所
の
旧
封
日
向
縣
城
七
万
石
の
地
を
元
種
に
還
さ
し
む
。
家

忠

日

記

・

德

川

記

・

関

原

合

戦

記

（

誌

）
・

慶

元

記

。

按

ず

る

に

、

請

（

諸

）

書

四

万

石

と

作

す

。

今

松

栄

紀

事

に

拠

り

之

を

計

る

六
月
十
四
日
、
松
山
城
主
松
平
内
膳
正
家
廣
卒
す
。
年
二
十
五
。
子
無
く
叔
父
忠
吉
の
子
左
馬

允
忠
頼
嗣
ぐ
。
家

忠

日

記

・

櫻

井

松

平

系

図

二
十
五
日
、
彦
坂
小
刑
部
罪
有
り
屛
居
す
。
創

業

記

曰

、

小

刑

部

賦

税

三

目

代

之

二

二
十
八
日
、
前
田
利
長
致
仕
し
松
平
利
光
襲
封
す
。
家

忠

日

記

。

此

後

従

諸

書

利

勝

書

利

光

是
月
、
神
祖
大
津
城
を
毀 こ

ぼ

ち
之
を
粟
津
に
移
す
。
列
侯
を
し
て
之
を
築
か
し
む
。
功
竣
し
膳
所

城
と
号
す
。
戸
田
一
西
を
し
て
之
に
居
せ
し
む
。
闔
国
（

す

べ

て

の

国

）

一
統
の
後
神
祖
の
築
城
此
其

始
と
為
す
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

権
中
納
言
上
杉
景
勝
、
参
河
守
秀
康
と
旧
有
り
。
其
党
関

原
に
敗
れ
大
い
に
沮 く

じ

け
る
に
及
び
、
其
将
直
江
兼
續
と
議
り
書
を
秀
康
に
遣
は
し
降
を
神
祖
に

乞
ふ
。
関

原

記

大

全

秀
康
以
為
へ
ら
く
、
石
田
三
成
誅
に
伏
し
景
勝
、
勢
を
失
ふ
。
今
其
弱
に
乗

じ
之
を
攻
む
る
は
武
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
長
尾
は
世
家
な
り
。
之
を
滅
す
は
不
仁
な
り
と
。
乃
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ち
神
祖
に
之
を
含
容
す
る
を
請
ふ
。
神
祖
其
罪
を
釈
す
。
景
勝
大
い
に
悦
び
会
津
を
発
す
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

新

慶

長

記

七
月
二
十
四
日
、
伏
見
に
至
り
神
祖
に
謁
す
。

八
月
二
十
四
日
、
神
祖
景
勝
封
ず
る
所
の
会
津
一
百
万
石
を
削
り
、
直
江
兼
續
の
所
領
米
澤
三

十
万
石
を
賜
ふ
。

二
十
九
日
、
会
津
六
十
万
石
を
蒲
生
秀
行
に
賜
ひ
以
て
東
奥
を
鎮
む
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

最
上
義
光
を
し
て
隣
境
の
兵
を
統
領
し
不
順
者
を
伐
た
し
む
。
印
章
を
賜
ひ
軍
列
を

之
（
定
む
カ
）

。

松

栄

紀

事

又
義
光
に
命
じ
上
杉
景
勝
旧
封
の
地
を
安
撫
せ
し
め
荘
内
酒
田
城
を
取
る
。
拠

義

光

記

、

荘

内

三

郡

義

光

管

内

之

地

。

景

勝

在

越

後

使

其

将

本

荘

重

長

攻

得

之

。

故

義

光

欲

待

時

復

之

。

今

従

家

忠

日

記

景
勝
の
部
将
河
村

兵
蔵
・
志
田
修
理
、
城
に
拠
り
之
を
拒
む
。
義
光
第
三
子
清
水
大
蔵
大
輔
氏
満
及
び
楯
岡
甲
斐

守
光
直
を
以
て
将
と
為
す
。
大

蔵

大

輔

名

拠

義

光

記

。

甲

斐

守

名

拠

四

家

合

考

里
見
源
右
衛
門
・
加
藤
越
後
、

軍
監
と
し
て
本
荘
豊
前
・
鮭
延
越
前
・
延
澤
能
登
・
志
村
伊
豆
・
白
巖
備
前
等
五
千
余
人
を
率
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ゐ
る
。
関

原

大

全

本

荘

作

由

利

、

白

巖

作

白

石

。

而

備

前

下

有

原

田

大

膳

未

知

孰

是

。

今

従

義

光

記

五

千

余

人

。

家

忠

日

記

作

一

万

五

千

余

騎

。
今

従

関

原

記

大

全

・

関

原

合

戦

誌

・

義

光

記

・

四

家

合

考

。
蓋

一

万

二

字

衍

景
勝
の
降
将
志
茂
治
右
衛
門
を
以

て
前
鋒
と
為
し
、
月
山
嶽
を
越
え
最
上
川
に
臨
む
。
兵
蔵
・
修
理
酒
田
城
を
出
で
川
を
隔
て
陣

す
。
鳥
銃
三
百
余
を
列 つ

ら

ね
之
を
待
つ
。
河
水
暴
漲
し
山
形
の
兵
岸
に
臨
み
渡
る
を
得
ず
。
治
右

衛
門
漁
舟
十
四
五
艘
を
得
其
兵
五
百
余
人
を
載
せ
上
流
を
渡
り
て
岸
に
上
る
。
兵
蔵
・
修
理
数

百
銃
を
放
ち
之
を
撃
つ
。
死
傷
甚
だ
多
し
。
治
右
衛
門
の
驍
兵
戸
井
半
左
衛
門
嗔
目

し
ん
も
く

大
呼
し
衆

を
励
ま
し
進
み
闘
ふ
。
氏
満
之
を
救
は
ん
と
欲
し
馬
を
躍
ら
せ
流
を
絶
ち
て
進
む
。
従
兵
悉
く

渡
河
す
。
其
鋒
甚
だ
鋭
し
。
兵
蔵
・
修
理
拒
ぐ
能
は
ず
遂
に
敗
走
す
。
治
右
衛
門
勝
に
乗
り
追

撃
し
酒
田
城
下
に
至
る
。
百
余
級
を
獲
る
。
氏
満
相
踵

そ
う
し
ょ
う

し
て
至
り
合
圍
し
之
を
攻
む
。
戸
澤
政

盛
の
援
兵
戸
澤
相
模
従
ひ
城
下
の
民
屋
を
大
い
に
焚 や

く
。
兵
蔵
・
修
理
悉
力
拒
守
す
。
軍
監
里

見
源
右
衛
門
其
余
多
く
戦
死
す
。
加
藤
越
後
先
登
し
大
平
橋
を
過
ぎ
城
門
に
攻
め
入
る
。
衆
軍

継
進
し
戸
井
半
左
衛
門
等
勢
に
乗
り
力
戦
す
。
城
兵
拒
ぐ
能
は
ず
。
兵
蔵
・
修
理
出
で
降
る
。
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氏
満
之
を
釈
す
。
遂
に
酒
田
城
を
抜
き
志
村
伊
豆
を
し
て
之
を
戍
ら
し
む
。
兵
を
引
き
山
形
に

還
る
。
義
光
、
治
右
衛
門
の
功
を
賞
め
対
馬
と
更
称
し
田
河
郡
一
万
二
千
石
を
給
ふ
。
兵
蔵
・

修
理
を
放
ち
会
津
に
還
る
。
家

忠

日

記

・

関

原

記

大

全

・

義

光

記

・

四

家

合

考

・

松

栄

紀

事

九
月
八
日
、
松
平
外
記
伊
昌
卒
す
。
家

忠

日

記

子
弥
三
郎
忠
實
嗣
ぐ
。
御

油

松

平

系

図

忠

実

襲

称

外

記

。

叙

任

見

下

文

十

三

年

晦
、
世
子
の
女
を
以
て
松
平
利
光
に
嫁
が
し
む
。
時
に
三
歳
。
大
久
保
忠
鄰
・
青
山

忠
成
護
送
し
、
安
藤
重
信
・
伊
丹
喜
之
助
康
勝

後

任

播

磨

守

・
鵜
殿
兵
庫
頭
輿
を
奉
じ
越
前
金
沢

に
至
る
。
利
光
の
宰
前
田
対
馬
・
長
連
龍
之
を
出
迎
へ
輿
を
護
り
加
賀
に
至
る
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
世
子
伏
見
よ
り
江
戸
城
に
還
る
。
年

譜

是
秋
、
神
祖
禁
廷
供
給
の
地
及
び
冠
族
の
食
邑
を
京
師
四
辺
に
置
く
。
板
倉
勝
重
・
加
藤
喜
左

衛
門
を
以
て
所
司
代
と
為
す
。
三
千
石
を
延
暦
寺
に
、
一
万
石
を
豊
国
社
に
封
ず
。

十
月
十
二
日
、
神
祖
伏
見
を
発
し
江
戸
に
如 ゆ

く
。
米
津
清
右
衛
門
・
稲
垣
長
茂
・
岡
田
竹
右
衛

門
を
し
て
伏
見
城
を
戍
ら
し
む
。
関

原

記

大

全

曰

、
使

板

倉

四

郎

右

衛

門

・

日

下

部

兵

右

衛

門

・

米

津

清

右

衛

門

・

成

瀬

吉
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右

衛

門

戍

伏

見

城

。

今

従

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
六
日
、
加
納
に
至
り
築
城
地
を
梘
（

見

カ

）

る
。

十
一
月
五
日
、
江
戸
城
に
還
る
。
年

譜
・
創

業

記
・
家

忠

日

記
・
松

栄

紀

事

畠
山
義
直
初
め
て
神
祖
に
謁
す
。

家

忠

日

記

。

義

直

民

部

少

輔

義

春

子

。

上

杉

景

勝

甥

。

後

任

長

門

守

九
日
、
神
祖
、
忍
河
越
に
狩
す
。

二
十
八
日
、
城
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
二
月
二
十
八
日
、
宇
都
宮
城
を
奥
平
家
昌
に
賜
ふ
。
食
十
万
石
。
家

忠

日

記

係

正

月

誤

。

今

従

年

譜

・

創

業

記

・

松

栄

紀

事

浅
野
幸
長
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
紀

守
（
伊
）

守
と
為
る
。
松
平
定
勝
隠
岐
守
と
為
り
、

本
多
彦
二
郎
康
紀
豊
後
守
と
為
る
。
豊

後

守

康

重

女

子

松
平
家
清
玄
蕃
頭
と
為
り
、
松
平
信
一
伊
豆

守
と
為
る
。
水
野
藤
二
郎
重
仲

弾

正

忠

分

長

子

対
馬
守
と
為
り
、
松
平
康
安
石
見
守
と
為
る
。
山

口
重
政
但
馬
守
と
為
り
、
並
び
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
重
政
に
食
邑
五
千
石
を
増
す
。
内
藤

外
記
正
重
・
青
山
善
四
郎
重
長

一

作

重

政

未

知

孰

是

歩
士
隊
長
と
為
り
、
大
久
保
忠
直
歩
卒
長
と
な
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る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
冬
、
青
山
忠
成
を
以
て
江
戸
町
奉
行
と
為
し
本
多
正
信
・
内
藤
正
成
と
関
東
の
庶
務
を
兼
掌

せ
し
む
。
参
河
田
原
城
を
戸
田
高
次
に
賜
ひ
五
千
石
を
増
す
。
旧

伊

豆

下

田

五

千

石

。

今

一

万

石

関
西
列

侯
に
命
じ
二
条
城
を
修
築
せ
し
む
。
松

栄

紀

事

是
歳
、
大
久
保
浄
玄
卒
す
。
年
七
十
八
。
家

忠

日

記

頃
年
佐
渡
に
白
金
を
出
だ
す
こ
と
上
杉
景
勝
越
後
に
在
る
時
に
倍
蓰

ば

い

し

す
（

数

倍

増

す

）
。
石
見
に
出
づ

る
黄
金
も
亦
毛
利
輝
元
石
見
に
管
摂
（

支

配

）

す
る
時
に
倍
す
。
毎
年
三
月
大
久
保
長
安
佐
渡
に
至

り
銀
坑
を
監 み

る
。
九
月
石
見
に
至
り
金
坑
を
監
る
。
伏
見
に
運
輸
し
国
用
豊
饒
た
り
。
創

業

記

〇

創

業

記

・

松

栄

紀

事

・

巌

渕

夜

話

並

曰

、

大

久

保

石

見

守

甲

州

人

大

藏

大

夫

之

子

。

今

春

座

申

楽

也

。

長

松

（

於

）

財

利

就

青

山

藤

蔵

請

関

（

開

）
諸

国

金

銀

銅

鑛

。
神

祖

試

之

、
敏

捷

有

史
（

吏

）
才

。
故

擢

為

士

禄
（

流

）
使

掌

其

事

。
毎

年

至

伊

豆
・
佐

渡

治

金

銀

国

用

大

膽

。

補

石

見

守

賜

采

邑

于

武

州

八

王

子

。

居

瀧

山

部

属

数

百

人

。

甚

有

権

勢

。

死

後

姦

謀

発

覚

。

神

祖

戮

其

子

。

事

在

十

八

年

七
年
壬
寅

正
月
朔
、
世
子
、
神
祖
に
江
戸
城
に
於
い
て
謁
す
。
家

忠

日

記

列
侯
群
臣
賀
正
す
。

六
日
、
神
祖
従
一
位
に
進
む
。
年

譜

・

創

業

記

・

公

卿

補

任
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十
九
日
、
京
師
に
如
く
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

記

事

是
月
、
関
東
の
地
二
十
万
石
を
世
子
に
授
く
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

前
田
利
長
江
戸
に
来
、
世
子
に

謁
す
。
黄
金
一
百
枚
・
白
金
一
千
枚
・
時
服
一
百
領
・
正
宗
短
刀
を
献
ず
。
世
子
、
利
長
に
黄

金
一
百
枚
・
良
馬
・
蒼
鷹
及
び
藤
四
郎
短
刀
を
賜
ふ
。

二
月
朔
、
佐
和
山
城
主
井
伊
兵
部
少
輔
直
政
卒
す
。
年
四
十
二
。
長
子
右
近
大
夫
直
勝
嗣
ぐ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

記

事

一
（
直
）

政
入
り
帷
幄

い

あ

く

（

垂

れ

幕

）

に
侍
し
出
で
征
討
に
従
ふ
。
謀
謨

ぼ

う

も

（

は

か

り

ご

と

）
・
勇
略

実
に
元
勲
た
り
。
時
の
人
本
多
忠
勝
と
並
び
称
し
て
曰
は
く
「
井
伊
・
本
多
」
と
。
参

酌

諸

書

大

意

十
四
日
、
神
祖
伊
勢
路
を
経
伏
見
城
に
入
る
。

是
月
、
前
田
利
長
伏
見
に
至
り
神
祖
に
謁
す
。

三
月
七
日
、
神
祖
の
第
十
子
長
福
麻
呂
伏
見
城
に
生
ま
る
。
長
じ
て
名
頼
将

俊
（
後
）

頼
宣
と
更
ふ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

記

事

。

従

二

位

紀

伊

大

納

言

南

龍

公

是

也

。

所

生

正

木

氏

左

近

大

夫

頼

忠

女

。

後

為

尼

号

養

珠

院

十
四
日
、
神
祖
大
阪
城
に
入
り
豊
臣
秀
頼
に
謁
す
。
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十
五
日
、
伏
見
城
に
還
る
。
年

譜

・

家

忠

日

記

・

関

原

記

・

松

栄

記

事

水
野
隼
人
正
忠
清
を
以
て
従
五
位
下

に
叙
す
。
勝

成

子

書
院
番
頭
兼
奏
者
を
転
じ
世
子
の
臣
と
為
る
。
是
に
先
ん
じ
、
奥
州
巖
崎
の
賊

起
つ
。
去
冬
南
部
利
直
、
兵
を
発
し
之
を
討
つ
。
深
雪
に
馬
足
前 す

す

ま
ず
。
軍
を
斂 あ

つ

め
城
に
還
る
。

是
春
利
直
再
び
発
兵
し
之
を
攻
む
。
白
石
の
賊
、
巖
崎
の
賊
に
党
す
。
利
直
併
せ
之
を
撃
平
す
。

家

忠

日

記

・

石

卵

餘

史

島
津
龍
伯
、
島
津
図
書
忠
長
を
以
て
使
と
為
し
疾
劇
し
上
途
す
る
能
は
ざ
る
を

告
ぐ
。

四
月
十
一
日
、
大
隅
・
薩
摩
及
び
日
向
郡
県
封
疆
を
旧
印
章
に
よ
り
龍
伯
に
賜
ふ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

〇

雑

銘

嶋

津

家

記

曰

、

七

年

忠

長

奉

使

在

伏

見

。

神

祖

賜

良

馬

蒼

鷹

合

（

各

）

一

於

忠

長

。

蓋

此

時

事

也

諭
し
て
曰
は

く
「
惟
新
反
徒
に
党
す
と
雖
へ
ど
も
陳
謝
す
る
こ
と
至
つ
て
切
た
り
。
故
に
吾
之
を
含
容
す
。

龍
伯
疾
瘳
え
な
ば
須
ら
く
蚤 つ

と

に
来
謁
す
べ
し
。
宜
し
く
嫡
孫
忠
恒
を
以
て
承
重
（

服

喪

相

続

）

す
べ

し
」
と
。
忠
長
使
を
馳
せ
之
を
告
ぐ
。
龍
伯
将
に
輿
疾

よ

し

つ

（

病

身

で

輿

に

乗

る

）

し
入
り
謝
せ
ん
と
す
。

時
に
、
伊
集
院
久
直

久
（
又
）

反
す
。
闔
境
繹
騒
す
。
惟
新
の
臣
相
議
り
宜
し
く
先
に
京
師
に
入
り
罪
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を
謝
す
べ
し
と
。
惟
新
曰
は
く
「
吾
既
に
内
府
に
敵
し
放
た
る
。
忌
憚
す
る
所
無
く
し
て
拝
謁

す
る
は
非
礼
な
り
。
宜
し
く
忠
恒
を
遣
は
し
之
を
謝
す
べ
し
」
と
。
忠
恒
曰
は
く
「
縦 た

と

ひ
父
の

罪
を
以
て
身
を
殺
す
と
も
吾
憾
み
無
し
」
と
。
既
に
し
て
久
直
の
党
悉
く
平
す
。
忠
恒
即
日
上

途
す
。
松

栄

紀

事

十
三
日
、
内
藤
四
郎
左
衛
門
正
成
、
武
州
柄
間
采
邑
に
卒
す
。
年
七
十
六

家

忠

日

記

二
十
八
日
、
神
祖
京
師
に
如 ゆ

く
。

五
月
朔
、
神
祖
入
朝
す
。

二
日
、
新
上
東
門
院

後

陽

成

帝

所

生

藤

原

氏

に
謁
し
申
楽
を
観
る
。

三
日
、
相
国
寺
に
遊
ぶ
。

四
日
、
伏
見
城
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

八
日
、
佐
竹
義
宣
の
常
州
の
封
八
十
万
石
を
削
り
出
羽
・
秋
田
・
砥
澤
二
十
万
石
を
賜
ふ
。
年

譜

・

創

業

記

〇

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

並

曰

、

初

賜

秋

田

五

万

石

。

後

有

故

加

賜

仙

北

十

五

万

石

秋
田
實
季
記
言
は
く
、
管
内
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の

冠
（
冦
）

賊
関
原
の
役
に
従
は
ず
。
故
に
神
祖
其
封
秋
田
十
八
万
石
を
奪
ひ
常
州
宍
戸
五
万
石
を
賜

ふ
と
。
関

原

記

大

全

世
子
、
松
平
康
重
・
松
平
一
生
・
由
良
信
濃
守
貞
繁

信

濃

守

国

繁

子

・
菅
沼
與

五
郎
・
藤
田
能
登
守
忠
秀

為

上

杉

景

勝

重

臣

左

衛

門

季

親

子

、

幼

名

虎

寿

麻

呂

。

諌

景

勝

挙

兵

不

能

。

而

去

隠

于

京

師

。

神

祖

召

之

仕

麾

下

に
命
じ
常
州
水
戸
城
を
守
ら
し
む
。
本
多
正
信
・
大
久
保
忠
鄰
上
州
を
綏
撫
し
法
令

を

須
（
領
）

下
す
。
松
平
信
一
同
州
江
戸
崎
城
を
守
り
、
其
子
信
吉
府
中
城
を
守
り
、
以
て
義
宣
に
備

ふ
。

六
月
朔
、
伏
見
城
を
修
築
す
。

十
一
日
、
本
多
正
純
を
し
て
南
都
東
大
寺
の
庫
を
開
か
し
め
蘭
奢
待
を
視
る
。
大
久
保
長
安
之

に
副
ふ
。
勅
使
勧
修
寺
右
大
辨
藤
原
光
豊
・
廣
橋
右
中
辨
藤
原
總
光
・
柳
原
右
少
辨
藤
原
業
光
、

封
庫
を
監 か

ん

臨 り
ん

（

監

督

）

す
。
凡
そ
部
将
革
命
に
旨
を
奉
じ
開
庫
し
蘭
奢
待
を
截
る
こ
と
長
一
寸
八
分

が
例
な
り
。
或
も
の
神
祖
に
勧
む
る
に
、
宜
し
く
例
に
随
ひ
之
を
截
る
べ
し
と
。
神
祖
以
て
無

益
と
為
し
第 た

だ

使
を
遣
は
し
之
を
見
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

記

事

並

曰

、

遣

使

截

之

。

年

譜

但

書

開

庫

不

書

截

之

。

創

業

記
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所

載

頗

詳

。

今

従

之

〇

創

業

記

曰

、

蘭

奢

待

隠

語

而

其

実

沈

香

精

品

黄

蘭

也

。

□

（

亞

）

之

者

曰

紅

沈

、

並

在

敕

封

庫

二
十
八
日
、
肥
前
言
は
く
、
蕃
舶
来
泊
す
と
。
舟
中
に
凡
そ
一
千
二
百
人
。
家

忠

日

記

作

二

千

二

百

余

人

。

今

従

創

業

記

神
祖
に
献
ず
る
所
虎
一
・
象
一
・
孔
雀
一
雙
。
虎
、
路
に
斃
す
。
創

業

記

七
月
、
本
多
正
信
・
大
久
保
忠
鄰
事
竣
し
江
戸
に
還
る
。
松
平
康
重
笠
間
城
に
還
る
。
佐
竹
義

宣
の
旧
臣
車
丹
波
・
其
子
所
左
衛
門
・
馬
場
和
泉
・
其
子
新
介
・
大
窪
兵
蔵
等
反
す
。
義
宣
の

兵
浮
宕
者
を
召
集
し
水
戸
城
を
奪
は
ん
と
欲
す
。
兵
蔵
の
兵
潜
か
に
城
に
入
ら
ん
と
欲
す
。
松

平
一
生
の
戍
兵
之
を
捕
へ
鞫
問
（

問

い

た

だ

す

）

す
。
懐
を
探
り
一
紙
書
を
得
。
反
徒
の
主
名
を
速
書

す
。
檄
を
飛
ば
し
之
を
笠
間
に
告
ぐ
。
康
重
急
装
し
難
に
赴
か
ん
と
欲
す
。
時
に
大
雨
し
水
漲

り
道
路
通
ぜ
ず
。
従
兵
高
梨
新
兵
衛

阪
（
政
）

廣
言
ひ
て
曰
は
く
「
臣
常
に
漁
猟
し
能
く
間
道
を
諳 し

る
。

請
ふ
、
先
導
を
為
さ
ん
」
と
。
康
重
之
に
従
ふ
。
軽
騎
水
戸
城
に
馳
入
る
。
康

重

一

郎

。

拠

高

梨

系

図

、

政

廣

権

右

衛

門

秀

政

子

其
夜
二
更
賊
羅
城
を
攻
む
。
守
兵
銃
矢
を
放
ち
之
を
拒
ぐ
。
賊
退
去
す
。
翌
日
、
城
将
運
策
し
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丹
波
を
禽
ふ
。
康
重
の
兵
、
和
泉
を
大
田
城
に
捕
へ
水
戸
に
護
送
す
。
状
を
江
戸
に
報
ず
。
世

子
、
安
藤
重
信
・
大
久
保
甚
右
衛
門
忠
長
を
水
戸
に
遣
は
し
其
事
を
検
覈 か

く

す
（

し

ら

べ

る

）
。
賊
魁
丹

波
・
和
泉
父
子
・
兵
蔵
等
を
将
ゐ
江
戸
に
還
る
。
又
将
に
水
戸
に
至
り
五
人
の
首
を
斬
り
以
て

将
来
を
懲
せ
ん
と
す
。
神
祖
之
を
聞
き
松
平
信
一
を
し
て
水
戸
城
を
助
け
守
ら
し
め
、
其
子
信

吉
を
し
て
信
一
に
代
へ
江
戸
崎
城
を
守
ら
し
め
、
六
郷
政
乗
を
し
て
府
中
城
を
守
ら
し
む
。

是
月
、
前
中
務
少
輔
有
馬
法
印
則
頼
卒
す
。
其
子
豊
氏
別
に
丹
波
福
智
山
を
封
ぜ
ら
れ
食
六
万

石
。
則
頼
の
旧
封
播
磨
有
馬
郡
三
田
城
二
万
石
を
豊
氏
に
増
し
通
前
八
万
石
。
神
祖
、
松
平
康

直
の
女
を
養
ひ
子
と
し
て
豊
氏
に
嫁
す
。
本
多
忠
勝
及
び
阿
茶
局
を
し
て
礼
に
相
せ
し
む
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

、

阿

茶

局

、

神

祖

侍

女

也

。

或

称

一

位

局

八
月
二
十
九
日
、
神
祖
所
生
水
野
氏
卒
す
。
年
七
十
五
。
江
戸
小
石
川
傳
通
院
に
葬
し
傳
通
院

と
称
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

・

徳

川

系

図

是
秋
、
土
佐
言
ふ
、
蛮
舶
来
泊
す
と
。

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

〇

創

業

記

曰

、

蛮

人

大

舶

泊

土

佐

海

上

。

山

内

一

豊

以
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兵

船

囲

繞

戍

之

。

蛮

人

通

使

贈

物

。

一

豊

遣

使

使

之

貢

献

伏

見

。

又

遣

使

伏

見

請

監

使

。

使

者

未

帰

、

蛮

人

得

使

風

揚

帆

。

放

大

銃

鳴

鐘

鼓

走

舶

而

去

。

戍

船

悉

破

砕

。

一

豊

之

使

亦

在

船

中

不

知

其

所

之

。

凡

蛮

船

来

泊

必

収

其

檣

然

後

処

分

。

時

人

咎

一

豊

不

収

其

檣

云

十
月
二
日
、
神
祖
伏
見
を
発
ち
江
戸
に
還
る
。
諸

書

至

江

戸

日

闕

無

所

考

十
八
日
、
美
作
・
備
前
二
州
の
太
守
権
中
納
言
豊
臣
秀
秋
薨
す
。
子
無
く
封
除
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
一
月
八
日
、
武
田
信
吉
を
水
戸
城
に
移
封
す
。
食
十
五
万
石
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

源

流

綜

貫

。

日

拠

松

栄

紀

事

是
日
、
松
平
定
勝
の
子
三
郎
四
郎
定
綱
、
懸
川
よ
り
江
戸
に
来
、
神
祖
に
謁
す
。
世
子
に
事 つ

か

ふ

る
を
請
ふ
。
時
に
十
一
歳
。
神
祖
、
其
志
を
嘉
し
大
久
保
忠
鄰
・
青
山
七
右
衛
門
を
以
て
介
と

為
し
世
子
に
謁
見
せ
し
む
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
六
日
、
神
祖
京
師
に
如
く
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
二
月
四
日
、
東
山
大
仏
殿
火 や

く
。



烈祖成績（十一） 21

二
十
五
日
、
神
祖
伏
見
城
に
入
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

島
津
忠
恒
舟
に
て
京
師
に
赴
き
海
上

に
福
島
正
則
帰
藩
す
る
に
遇
ふ
。
正
則
即
ち
舟
を
反 か

え

し
忠
恒
と
大
阪
に
至
り
使
を
本
多
正
純
に

遣
は
し
告
状
す
。
大
阪
に
留
ま
り
以
て
神
祖
の
伏
見
に
入
る
を
待
つ
。

二
十
八
日
、
正
則
、
忠
恒
を
将
ゐ
登
城
す
。
其
臣
島
津
忠
長
・
伊
勢
貞
昌
之
に
従
ふ
。
神
祖
、

忠
恒
を
厚
遇
し
鷹
馬
を
賜
ふ
。
忠
恒
大
い
に
悦
ぶ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
歳
、
神
祖
の
第
七
子
忠
輝
を
下
総
佐
倉
に
移
封
す
。
食
五
万
石
。
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
上

總
介
と
為
る
。
源

流

綜

貫

奥
平
信
昌
の
第
三
子
忠
政
に
松
平
氏
を
賜
ひ
飛
騨
守
に

仁
（
任
）

ず
。
忠
政
初

め
菅
沼
正
家
に
養
は
れ
是
に
至
り
本
宗
に
復
す
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

其

余

諸

書

皆

書

摂

津

守

。

按

ず

る

に

、
、

忠

政

十

四

年

方

に

摂

津

守

に

任

ず

。
今

之

を

訂

す

其
弟
松
平
忠
明
、
参
州
・
江
州
の
地
を
賜
ひ
作
手
城
に
居
す
。

小
美
川
城
を
土
井
利
勝
に
賜
ふ
。
食
一
万
石
。
壬
生
城
を
日
根
野
吉
明
に
。
食
二
万
石
。
久
留

利
城
を
土
屋
忠
直
に
。
食
二
万
一
千
石
。
常
州
多
河
郡
を
戸
澤
政
盛
に
。
食
四
万
石
。
増
多
河

郡
の
地
二
千
石
を
高
木
正
次
に
。
臼
井
郷
五
千
石
を
青
山
幸
成
に
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

但

二

書

臼

井
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五

千

石

作

五

百

石

。

今

従

関

原

合

戦

記

金
森
法
印
長
近
、
飛
騨
を
其
子
可
重
に
授
け
伏
見
に
来

侍
さ
ぶ
ら

ふ
。
神

祖
の
眷
遇
殊
に
渥 あ

つ

し
。

数
し
ば
し
ば

其
第
に
遊
び
飲
宴
す
。
松

栄

紀

事

八

年
癸

卯

正

月

朔

、

列

侯

大

阪

城

に

登

り

権

大

納

言

豊

臣

秀

頼

に

謁

し

元

正

を

賀

す

。

二
日
、
伏
見
城
に
登
り
神
祖
に
謁
し
賀
正
す
。
神
祖
、
予
め
列
侯
群
士
に
命
じ
大
阪
を
先
に
し

て
伏
見
を
後
に
せ
し
む
。
故
に
此
の
如
し
。

十
五
日
、
松
下
重
綱
、
遠
州
久
野
城
に
更
へ
常
州
筑
波
郡
の
地
一
万
石
を
賜
ふ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

・

関

原

合

戦

誌

是
月
、
島
津
忠
恒
帰
藩
す
。
創

業

記

公
子
五
郎
太
麻
呂
を
甲
斐
府
中
に
封
ず
。
食
六
万
石
。
平
巌

親
吉
を
以
て
傅
と
為
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
月
四
日
、
神
祖
大
阪
城
に
入
り
豊
臣
秀
頼
に
謁
す
。

翌
日
、
伏
見
に
還
る
。
創

業

記

是
に
先
ん
じ
、
池
田
輝
政
の
第
二
子
藤
松

十

三

年

賜

松

平

氏

命

名

忠

継

。

為

左

衛

門

督

伏
見
に
来
謁
す
。
年
甫
五
歳
。
神
祖
其
外
孫
た
る
を
以
て
特
に
之
を
愛
し
公
子
に
准
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ず
。

六
日
、
藤
松
を
備
前
に
封
じ
吉
光
刀
を
賜
ふ
。
年

譜

・

創

業

記

並

曰

、

賜

備

前

于

輝

政

。

今

従

創

業

記

考

異

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

准

公

子

拠

諸

士

伝

略

是
日
、
上
總
介
忠
輝
を
信
州
川
中
島
に
、
森
忠
政
を
美
作
食
十
八
万
石
に
移
封
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

〇

関

原

合

戦

誌

曰

、

川

中

島

十

万

石

。

石

卵

餘

史

二

十

万

石

、

源

流

綜

貫

二

十

五

万

石

。

未

知

孰

是

。

故

不

挙

其

数

。

美

作

十

八

万

石

拠

餘

史

十
二
日
、
神
祖
右
大
臣
を
遷
し
征
夷
大
将
軍
兼
淳
和
奨
学
両
院
別
当
・
源
氏
長
者
に
補
せ
ら
る
。

牛
車
を
聴 ゆ

る

し
随
身
兵

伏
（
仗
）

を
賜
ふ
。
公

卿

補

任

・

年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

〇

松

栄

紀

事

曰

、

任

右

馬

寮

御

監

。

按

ず

る

に

、

天

正

十

五

年

十

一

月

二

十

八

日

、

神

祖

左

馬

寮

御

監

を

兼

ず

。

此

に

至

り

右

馬

寮

御

監

を

兼

ず

べ

か

ら

ず

。

蓋

し

右

馬

、

左

馬

の

訛

に

し

て

左

馬

寮

御

監

故

の

如

し

の

義

な

り

。

故

に

取

ら

ず

勅
使
伏
見
に
来
、
宣
を
伝
ふ
。
官
務
外
記
、
宣
旨
を
捧

じ
永
井
直
勝
之
に
接
す
。

是
日
、
廣
橋
大
納
言
藤
原
兼
勝
・
勧
修
寺
参
議
藤
原
光
量
、
武
家
伝
奏
に
補
せ
ら
る
。
神
祖
之
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を
享
す
。
結
城
少
将
秀
康
参
議
と
為
り
、
池
田
輝
政
少
将
と
為
り
、
板
倉
勝
重
従
五
位
下
に
叙

せ
ら
れ
伊
賀
守
と
為
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
一
日
、
神
祖
京
師
に
入
る
。

二
十
五
日
、
入
朝
し
拝
賀
す
。
随

身

諸

大

夫

行

装

詳

于

創

業

記

・

家

忠

日

記

。

今

略

之

井
伊
直
勝
・
里

先
（
見
）

讃
岐

守
義
高

安

房

守

義

重

弟

・
松
平
飛
騨
守
忠
政
・
松
平
忠
良
・
松
平
家
清
・
松
平
出
羽
守
忠
政
・
本

多
康
重
・
本
多
正
純
左
右
に
相
対
す
。
本
多
忠
勝
・
石
川
康
直

殿
し
ん
が
り

を
為
し
皆
騎
し
車
後
に
従
ふ
。

越
前
宰
相
秀
康
・
豊
前
宰
相
細
川
忠
興
・
若
狭
宰
相
京
極
高
次
・
播
磨
少
将
池
田
輝
政
・
安
藝

少
将
福
島
正
則
輿
に
乗
り
扈
従

こ
し
ょ
う

す
。
神
祖
白
金
一
万
両
を
後
陽
成
天
皇
に
、
一
千
両
を
政
仁
親

王
に
、
二
千
両
を
新
上
東
門
院
に
、
一
千
両
を
女
御
藤
原
前
子
に
献
ず
。
後

水

尾

帝

所

生

中

和

門

院

其

余
官
女
二
十
余
人
に
白
金
を
送
り
各
差
有
り
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

拝
賀
礼
畢 お

わ

り
、
天
皇
、
杯
酒
を

賜
ひ
詔
し
て
曰
は
く
「
兵
革
銷
弭

し
ょ
う
び

（

終

わ

る

）

し
、
昇
平

基
も
と
い

を
開
く
。
皆
将
軍
の
武
功
に
在
り
」
と
。

神
祖
拝
謝
し
て
退
く
。
松

栄

紀

事
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是
日
、
参
議
秀
康
従
三
位
に
叙
せ
ら
る
。
公

卿

補

任

三
月
二
十
五
日
、
松
平
文
四
郎
重
成
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
志
摩
守
と
為
る
。
大

草

松

平

系

図

、

重

成

石

見

守

康

安

第

二

子

。
奉

命

為

駿

河

大

納

言

忠

長

卿

家

光
（

老

）
、
忠

長

卿

封

除

。
与

兄

壱

岐

守

正

則

事

水

戸

威

公

為

家

老

。
子

隼

人

重

之

亦

任

志

摩

守

。

無

子

嗣

絶

是
月
、
池
田
輝
政
江
戸
に
抵 い

た

り
世
子
に
謁
す
。
備
前
を
藤
松
に
賜
ふ
を
謝
し
物
若
干
を
献
ず
。

世
子
之
を
享
し
名
刀
・
良
馬
及
び
虚
堂
の
墨
蹟
を
賜
ふ
。
按

ず

る

に

、

宗

（

宋

）

僧

虚

堂

智

愚

、

法

を

南

浦

紹

明

に

授

く

。
関

山

の

大

燈

皆

法

を

南

浦

に

嗣

ぐ

。
虚

堂

の

法

孫

た

り

。
故

に

室

明
（

町

）
将

軍

以

来

甚

だ

虚

堂

の

墨

蹟

を

貴

重

す

還
る
比 こ

ろ

大
久
保
忠
鄰
・
安
藤
重
信
を
し
て
筥
根
に
送
至
せ
し
む
。
松

栄

紀

事

四
月
十
六
日
、
神
祖
伏
見
に
還
る
。

二
十
二
日
、
権
大
納
言
豊
臣
秀
頼
内
大
臣
と
為
る
。
公

卿

補

任

・

年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
池
田
輝
政
伏
見
に
帰
り
神
祖
に
請
ひ
て
曰
は
く
「
藤
松
尚
ほ
幼
し
。
願
は
く
は
其
兄
利

隆
を
し
て
国
政
を
代
莅
せ
し
め
よ
」
と
。
神
祖
之
を
許
す
。
松

栄

紀

事
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六
月
四
日
、
越
前
丸
岡
城
を
本
多
成
重
に
賜
ふ
。
食
四
万
石
。
参
議
秀
康
の
宰
と
為
す
。
家

忠

日

記

・

合

戦

誌

是
月
、
世
子
夫
人
浅
井
氏
、
女
千
姫
を
携
へ
伏
見
に
至
り
神
祖
に
謁
す
。
松

栄

紀

事

七
月
三
日
、
神
祖
京
師
に
往
く
。

十
五
日
、
伏
見
に
還
る
。

二
十
八
日
、
世
子
の
女
千
姫
、
内
大
臣
豊
臣
秀
頼
に
適 と

つ

ぐ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

時
に
秀
頼
十

一
歳
、
千
姫
七
歳
。
世
子
江
戸
に
在
り
。
故
に
神
祖
其
の
礼
に
行
く
を
命
ず
。
期
に
及
び
千
姫

乗
船
し
伏
見
を
発
す
。
大
久
保
忠
鄰
輿
を
護
る
。
西
州
の
列
侯
河
上
に
警
衛
す
。
黒
田
長
政
、

弓
銃
歩
卒
三
百
人
を
率
ゐ
厳
備
す
。
堀
尾
忠
氏
、
民
夫
三
百
を
し
て
耒
耜

ら

い

し

（

す

き

）

を
持
ち
巖
を
鑿 う

が

ち
岸
を
開
か
し
む
。
舟
行

礙
さ
ま
た
げ

無
し
。
大
阪
の
群
臣
相
議
り
城
外
の
橋
よ
り
城
中
に
至
り
藺 い

席
を

設
け
白
綾
を
以
て
覆
ふ
。
片
桐
且
元
曰
は
く
「
右
府
華
靡
を
喜
ば
ず
。
必
ず
旨
に
悖
る
」
と
。

立
ち
ど
こ
ろ
に
之
を
撤
す
。
既
に
し
て
千
姫
大
阪
に
入
る
。
浅
野
幸
長
輿
に
接
す
。
礼
畢 お

わ

り
夫
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人
浅
井
氏
江
戸
に
還
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

方
に
是
時
秀
頼
、
西
州
列
侯
を
し
て
各
誓
書
を

上
た
て
ま
つ

り
以
て
己
に

貳
ふ
た
ご
こ
ろ

無
か
ら
し
む
。
福
島
正
則
其
の
事
を
監
る
。
創

業

記

臣
按
ず
る
に
、
家
忠
日
記
曰
は
く
「
神
祖
、
黒
田
長
政
の
厳
備
を
聞
き
甚
だ
楽
し
ま
ず
。
而

る
に
堀
尾
忠
氏
の
所
為
を
悦
ぶ
」
と
。
之
に
拠
れ
ば
則
ち
其
の
嫌
疑
に
遠
し
。
幾
微

き

び

を
察
す

る
に
、
務
め
て
秀
頼
を
卵
翼
し
て
之
を
し
て
成
立
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
は
甚
だ
明
か
な
り
。

後
に
来
る
難
波
の
役
に
姦
臣
其
志
を
逞
し
う
し
て
妄
り
に
之
を
扇
動
せ
ん
と
欲
す
。
世
の
憤

憤
た
る
者
皆
私
心
を
以
て
之
を
忖
度
し
以
て
神
祖
計
を
設
け
て
秀
頼
を

陥
お
と
し
い

る
と
為
す
こ
と

甚
だ
し
。
其
れ
、
神
祖
公
大
の
心
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
倹
者
人
君
の
徳
倹
則
ち
以
て
長

久
た
る
べ
し
。
易
（

易

経

）

に
曰
は
く
、
藉 し

く
に
白
茅
を
用
ゐ
る
は
敬
慎
の
至
り
な
り
と
。
大
阪

群
臣
、
太
閤
の
奢
靡
に
忸 な

れ
白
綾
を
以
て
席
に
藉
か
ん
と
欲
す
。
片
桐
且
元
一
言
以
て
之
を

折
る
。
能
く
神
祖
の
倹
を

尚
と
う
と

ぶ
を
知
る
と
謂
ふ
べ
し
。
宋
の
武
帝
、
葛
藤
の
篭
に
麻
の
蠅
払

を
掛
け
以
て
子
孫
に
訓
す
。
孝
武
之
を
譏 そ

し

り
、
田
舎
公
此
を
得

己
お
の
れ

に
過
ぐ
と
為
す
と
謂
ふ
に
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至
る
。
子
孫
其
軌
轍

き

て

つ

に

遵
し
た
が

ふ
能
は
ず
。
率 つ

い

に
此
の
如
し
。
且
元
の
言
亦
善 よ

か
ら
ざ
ら
ん
や
。

八
月
十
日
、
神
祖
第
十
一
子
鶴
千
代
麻
呂
、
伏
見
城
に
生
ま
る
。
長
じ
て
左
衛
門
督
と
称
す
。

名
頼
房
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

正

三

位

権

中

納

言

水

戸

威

公

是

也

。

所

生

養

珠

院

。

神

祖

今

（

命

カ

）

英

勝

院

大

田

氏

子

養

之

十
四
日
、
関
宿
城
主
松
平
因
幡
守
康
元
卒
し
子
甲
斐
守
忠
良
封
を
紹 つ

ぐ
。
家

忠

日

記

・

久

松

系

図

、

康

元

食

関

宿

四

万

石

。
此

後

忠

良

更

封

濃

州

大

垣

食

五

万

石

。
又

移

封

信

州

小

諸

庚
子
の
乱
に
備
前
中
納
言
宇
喜
多
秀
家
関

原
戦
場
を
逃
げ
膽
吹
山
に
入
り
山
谷
に
逃
竄 ざ

ん

す
（

か

く

れ

る

）
。
白
樫
村
民
舎
に
在
る
こ
と
数
月
。
既

に
し
て
密
か
に
大
阪
に
往
き
舟
を
覓 も

と

め
薩
摩
に
至
り
島
津
惟
新
に
依
る
。
薩
摩
に
匿
る
る
こ
と

四
年
。
島
津
忠
恒
頻
り
に
本
多
正
信
に
憑 つ

き
死
罪
一
等
を
減
ず
る
を
請
ふ
。
神
祖
之
を
釈
し
秀

家
を
召
す
。

十
八
日
、
其
子
八
郎
秀
勝
と
八
丈
島
に
流
す
。
石

卵

餘

史

曰

、

八

郎

名

秀

規

今

訂

之

〇

関

原

合

戦

誌

・

石

卵

餘

史

並

曰

、

先

是

秀

家

匿

于

薩

摩

。

島

津

義

弘

恐

事

露

舟

送

加

賀

。

前

田

利

長

恐

其

思

取

求

生

、

告

状

神

祖

。

神

祖

以

其

為

利

家

之

女

壻

減

死

一

等

流

于

八

丈

島

。

今

従

年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

関

原

記

大

全

・

松

栄

紀

事

。

又

按

ず

る

に

、

関

原

合

戦

誌

、

秀

家

落

髪

し

休

福

と
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号

す

。

享

寿

八

十

余

。

寛

文

二

年

八

丈

島

に

卒

す

九
月
十
一
日
、
武
田
万
千
代
信
吉
、
水
戸
城
に
卒
す
。
年
二
十
一
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

信
吉
幼
き
よ
り
多
病
故
に
官
爵
に
与 あ

ず

か
ら
ず
。
子
無
く
嗣
絶
す
。
源

流

綜

貫

十
月
三
日
、
神
祖
、
山
岡
道
阿
弥
の
第
に
臨
む
。
道
阿
弥
の
養
子
新
太
郎
景
本

主

計

頭

景

以

子

初

め
て
謁
す
。
神
祖
、
常
陸
古
渡
郷
食
邑
一
万
石
を
賜
ふ
。
家

忠

日

記

・

関

原

合

戦

誌

十
六
日
、
神
祖
右
大
臣
を
辞
す
。
公

卿

補

任

十
八
日
、
伏
見
を
発
し
江
戸
に
還
る
。
創

業

記

至

江

戸

日

闕

。

無

所

考

十
一
月
七
日
、
世
子
右
近
衛
大
将
を
兼
ね
右
馬
寮
御
監
と
為
る
。

是
日
、
公
子
長
福
麻
呂
を
常
陸
に
封
ず
。
水
戸
城
主
食
二
十
万
石
と
為
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

松

栄

紀

事

作

二

十

五

万

石

。

拠

創

業

記

明

年

増

五

万

石

。

今

従

之

。

〇

鵞

峯

之

集

・

榊

原

忠

次

碑

曰

、

慶

長

五

年

忠

次

祖

父

康

政

従

台

徳

公

発

自

東

山

道

。

既

而

東

西

悉

平

、

天

下

一

統

。

康

政

以

開

国

九

（

元

）

功

恩

礼

殊

厚

。

欲

増

封

水

戸

城

二

十

五

万

石

。

然

有

故

固

辞

不

受

。

而

不

書

其

在

何

時

。

故

附

于

此
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九
年
甲
辰

正
月
朔
、
列
侯
群
臣
江
戸
城
に
登
り
神
祖
・
世
子
に
謁
し
賀
正
す
。
庚
子
の
乱
に
新
荘

直
頼
、
石
田
三
成
に
党
し
伊
賀
上
野
城
に
拠
る
。
乱
平
し
神
祖
之
を
会
津
に
流
し
蒲
生
秀
行
を

し
て
之
を
幽
せ
し
む
。
直
頼
雅 も

と

よ
り
神
祖
に
帰
心
す
。
然
れ
ど
も
関
西
蜂
起
し
独
り
立
つ
能
は

ず
。
已
む
を
得
ず
反
徒
に
与 く

み

す
。

数
し
ば
し
ば

執
政
に
就
き
其
罪
を
赦
す
を
請
ふ
。
神
祖
聞
き
て
之
を
召

す
。

十
五
日
、
神
祖
・
世
子
に
来
謁
し
遂
に
幕
府
の
臣
と
為
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

拠

新

荘

系

図

、

直

頼

剃

髪

、

十

三

年

叔

（

叙

）

宮

内

卿

法

印

号

歳

珊

。

直

頼

子

越

前

守

直

定

領

旧

邑

。

見

上

文

五

年

十

一

月

十
七
日
、
神
祖
印
章
を
松
前
志
摩
守
に
賜
ふ
。
蝦
夷
と
互
市
法
令
を
定
む
。
年

譜

附

尾

二
月
四
日
、
世
子
下
令
し
東
海
・
東
山
・
北
陸
三
道
に
里 り

堠こ
う

（

一

里

塚

）

を
築
か
し
む
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

三
月
朔
、
神
祖
京
師
に
如
く
。
豆
州
熱
海
を
過
ぐ
。
温
泉
に
浴
し
留
ま
る
こ
と
七
日
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事
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二
十
四
日
、
黒
田
如
水
卒
す
。
年
六
十
九
。
家

忠

日

記

二
十
七
日
、
神
祖
伏
見
城
に
入
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
九
日
、
池
田
輝
政
の
第
に
宴
し
黄
金
二
千
両
を
輝
政
の
夫
人

神

祖

子

に
賜
ふ
。

四
月
二
十
日
、
参
議
秀
康
江
戸
に
来
謁
す
。
世
子
之
を
大
城
に

享
も
て
な

す
。
創

業

記

二
十
一
日
、
神
祖
浅
野
幸
長
の
第
に
臨
む
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

是
月
松
平
五
左
衛
門
一
生
卒
す
。
家

忠

日

記

五
月
七
日
、
下
野
守
忠
吉
有
馬
温
泉
に
浴
す
。

六
月
十
日
、
神
祖
京
師
に
至
る
。

二
十
二
日
、
入
朝
す
。
年

譜

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

皆

以

神

祖

為

台

徳

公

。

按

ず

る

に

、

世

子

京

師

に

入

る

は

明

年

二

月

に

在

り

。

其

儀

厳

整

た

り

。

創

業

記

曰

は

く

、

神

祖

将

に

十

六

日

を

も

っ

て

入

朝

せ

ん

と

す

。

雨

降

り

延

期

す

。

十

七

日

暑

に

病

む

。

不

日

に

し

て

瘳

ゆ

。

二

十

一

日

入

朝

す

と

。

記

事

頗

る

詳

し

。

今

之

に

従

ふ

松
平
忠
利
主
殿
頭
と
為
り
、
水
野
分
長
備
後

守
と
為
る
。
並
び
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事
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七
月
十
七
日
、
世
子
の
長
子
竹
千
代
麻
呂

大

猷

公

江
戸
西
城
に
生
ま
る
。
所
生
浅
井
氏
。
神
祖

其
嫡
孫
た
る
を
以
て
甚
だ
之
を
鍾
愛
し
幼
名
を
以
て
授
く
。

是
日
、
神
祖
、
参
議
秀
康
の
第
に
臨
み
相
撲
を
観
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
八
日
、
勢
州
長
島
城
主
菅
沼
織
部
正
定
盈
卒
す
。
年
六
十
三
。
家

忠

日

記

閏
八
月
十
四
日
、
神
祖
伏
見
を
出
で
江
戸
に
還
る
。
年

譜

・

家

忠

日

記

。

至

江

戸

日

闕

無

所

考

十
二
月
二
十
日
、
山
岡
道
阿
弥
卒
す
。
年
六
十
二
。
養
子
景
本
尚
ほ
幼
し
。
神
祖
、
本
の
生
父

主
計
頭
景
以
を
し
て
代
り
に
隊
長
と
為
し
歩
卒
を
領
せ
し
む
。
食
邑
五
千
石
。
是
に
先
ん
じ
、

青
山
幸
成
罪
有
り
屛
居
す
。

是
月
、
之
を
釈
し
職
故 も

と

の
如
く
に
居 お

く
。
家

忠

日

記

伯
耆
米
子
城
主
中
村
忠
一

一

氏

子

一

学

年
十
四
、

挙
動
軌
に

遵
し
た
が

は
ず
。

度
た
び
た
び

其
宰
横
田
宗
治
之
を
諌
む
。
忠
一
怒
り
之
を
殺
さ
ん
と
欲
し
近
臣
安
井

清
一
郎
・
近
藤
善
右
衛
門
・
天
野
宗
葉
・
道
家
長
右
衛
門
と
謀
る
。
善
右
衛
門
不
可
と
為
し
之

を
諌
む
。
忠
一
聴
か
ず
。
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是
月
、
宗
治
を
召
し
城
中
に
宴
し
間
を
伺
ひ
手
づ
か
ら
之
を
刃
す
。
宗
治
出
で
走
る
。
忠
一
及

び
清
一
郎
・
宗
葉
・
長
右
衛
門
並
び
之
を

遂
（
追
）

ふ
。
宗
治
の
侍
童
主
人
の
刀
を
持
ち
廡 の

き

下
に
在
り
。

抜
刀
し
忠
一
を
砍き

る
。
宗
葉
手
を
以
て
之
を
捍
え
右
手
を
傷
す
。
善
右
衛
門
其
謀
に
与
か
ら
ず

と
雖
へ
ど
も
、
忠
一
の
年
尚
ほ
少
く
、
宗
治
老
健
の
勇
士
に
し
て
事
測
る
べ
か
ら
ざ
る
を
慮
り
、

眉
尖
刀
を
提
げ
外
庁
に

候
さ
ぶ
ら

ふ
。
宗
治
果
た
し
て
創
を
被
り
走
る
。
善
右
衛
門
立
ち
ど
こ
ろ
に
之

を
殺
す
。
宗
治
の
子
主
馬
、
変
を
聞
き
飯
山
城
に
拠
り
反
す
。
忠
一
の
臣
柳
生
五
郎
右
衛
門
其

余
数
輩
、
主
馬
に
党
し
城
に
入
る
。
忠
一
兵
を
率
ゐ
之
を
囲
む
。
城
兵
拒
守
善
戦
す
。
忠
一
の

兵
死
傷
頗
る
多
し
。
出
雲
松
江
城
主
堀
尾
吉
晴
、
隣
境
を
接
す
る
を
以
て
其
子
忠
晴
と
兵
を
率

ゐ
来
援
す
。
主
馬
窮
蹙
し
火
を
縦
ち
城
を
焚
き
遂
に
自
殺
す
。
山
陰
の
地
皆
繹
騒
す
。
神
祖
、

之
を
聞
き
怒
り
同
謀
者
を
江
戸
に
召
し
之
を
鞫
問

き
く
も
ん

す
。
善
右
衛
門
、
忠
一
を
諌
む
る
を
以
て
免

を
得
。
清
一
郎
・
宗
葉
・
長
右
衛
門
皆
斬
に
処
せ
ら
る
。
忠
一
江
戸
に
入
る
を
得
ず
品
川
駅
に

屛
居
し
以
て
罪
を
待
つ
。
神
祖

持
（
特
）

に
之
を
釈
す
。
創

業

記

係

兵

年

十

二

月

。

今

従

年

譜

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事
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臣
按
ず
る
に
、
家
忠
日
記
・
松
栄
紀
事
並
び
曰
は
く
、
忠
一
の
妻
松
平
因
幡
守
康
元
の
子
に

し
て
神
祖
の
女
姪
な
り
。
神
祖
之
を
養
ひ
以
て
忠
一
に
嫁
す
。
故
を
以
て
之
を
宥
す
と
。
臣
竊 ひ

そ

か
に
（

私

個

人

と

し

て

は

）

以
為
へ
ら
く
然
ら
ず
と
。
夫
れ
法
は
天
下
に
公
共
す
る
所
な
り
。
忠
一

の
横
田
宗
治
を
誅
す
る
は
是 ぜ

か
。
神
祖
之
を
罪
す
べ
か
ら
ず
。
非
か
。
処
す
る
に
寛
典
を
以

て
す
べ
か
ら
ず
。
漢
武
、
隆
慮
公
主
の
故
を
以
て
昭
平
君
の
罪
を
贖
ふ
を
許
さ
ず
。
神
祖
豈

に
其
姻
戚
た
る
を
以
て
之
を
私
せ
ん
や
。
蓋
し
中
村
一
氏
、
太
閤
の
時
に
在
り
。
三
中
老
の

一
た
り
。
神
祖
東
征
す
る
に
及
び
、
病
に
従
行
す
る
能
は
ず
。
弟
一
栄
を
し
て
己
に
代
へ
衆

を
統
せ
し
む
。
而
し
て
幼
子
忠
一
を
以
て
神
祖
に
託
す
。
今
忠
一
故
無
く
し
て
重
臣
を
誅
す
。

隣
境
救
急
し
戎
馬
馳
逐
す
。
之
を
法
に
揆 は

か

る
に
罪
赦
さ
ざ
る
に
在
り
。
而
れ
ど
も
神
祖
寛
大
。

帯
礪
（

永

久

に

変

わ

ら

な

い

）

移
ら
ざ
る
者
皆
故
旧
を
遺
さ
ず
。
含
弘
包
荒

ほ
う
こ
う

（

度

量

が

広

い

）

の
盛
徳
な
り

是
冬
、
山
内
一
豊
・
松
平
信
一
並
び
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
信
一
の
子
信
吉
安
房
守
と
為
る
。

山
口
直
友
駿
河
守
と
為
り
安
藤
重
信
対
馬
守
と
為
り
、
並
び
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
松
平
定
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綱
に
下
総
山
川
邑
五
千
石
を
賜
ふ
。
酒
井
家
次
の
臼
井
城
に
更 か

へ
上
野
高
崎
城
五
万
石
を
賜
ふ
。

永
井
傳
八
郎
尚
政

右

近

太

夫

直

勝

子

、
後

為

信

濃

守

、
剃

髪

号

信

齊

常
州
貝
原
邑
一
千
石
を
賜
ふ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

宗
義
智
、
江
戸
に
在
り
。
神
祖
嘗
て
之
に
謂
ひ
て
曰
は
く
「
太
閤
、
朝
鮮
に
再
征
し
二

国
交
絶
す
。
我
、
朝
鮮
に
怨
尤

え
ん
ゆ
う

（

と

が

め

）

無
し
。
彼
若
し
和
せ
ん
と
欲
せ
ば
我
当
に
其
請
に
従
ふ

べ
し
。
然
れ
ど
も
我
よ
り
和
を
求
む
る
に
非
ざ
る
な
り
。
子 し

能
く
朝
鮮
国
王
を
体
悉
（

心

を

込

め

て

）

暁
諭
（

さ

と

す

）

し
以
て
其
意
を
揣 は

か

れ
」
と
。
義
智
命
を
奉
じ
対
馬
に
帰
り
使
を
朝
鮮
に
遣
は
し
之

を
諭
す
。
朝
鮮
国
王
李
□
、
疑
懼
相
半
ば
す
。

是
歳
、
録
事
孫
文
彧
・
金
孝
舜
・
僧
松
雲
対
馬
に
来
。
拠

羅

山

文

集

、

松

雲

名

惟

政

号

四

明

山

大

師

義
智
に

謂
ひ
て
曰
は
く
「
言
若
し
偽
ら
ず
は
則
ち
伏
見
・
江
府
に
至
り
両
公
に
拝
謁
す
べ
し
。
事
或
は

雍
滞

よ
う
た
い

（

渋

滞

）

せ
ば
宜
し
く
亟
や
か
に
国
に
帰
る
べ
し
」
と
。
義
智
、
其
臣
柳
川
調
信
を
し
て
之
を

啓 も
う

さ
し
む
。
神
祖
諭
し
て
曰
は
く
「
我
明
年
春
を
以
て
右
大
将
と
京
に
入
ら
ん
と
欲
す
。
汝
須

ら
く
朝
鮮
使
を
携
へ
我
に
先
ん
じ
京
に
至
り
以
て
之
を
待
つ
べ
し
」
と
。
調
信
帰
り
義
智
に
報
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ず
。
輒
ち
文
彧
等
を
将
ゐ
京
に
入
る
。
板
倉
勝
重
命
を
承
け
大
徳
寺
を
以
て
客
館
と
為
し
之
に

供
給
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

松

栄

紀

事

十
年
乙
巳

正
月
九
日
、
神
祖
京
師
に
如
く
。

塗
（
途
）

に
罹
疾
し
駿
府
城
に
留
す
。

二
月
五
日
、
疾
瘳
え
駿
府
を
発
す
。

十
九
日
、
伏
見
城
に
入
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

宗
義
智
、
朝
鮮
使
孫
文
彧
・
僧
松
雲

等
を
将
ゐ
神
祖
に
謁
す
。
土
宜
を
献
ず
。
神
祖
、
義
智
に
謂
ひ
て
曰
は
く
「
我
閫こ

ん

職
（

征

夷

大

将

軍

）

を
右
大
将
に
譲
ら
ん
と
欲
す
。
然
れ
ば
則
ち
近
年
須
ら
く
朝
鮮
聘 へ

い

使
を
し
て
江
府
に
来
貢
せ
し

む
べ
し
」
と
。
乃
ち
肥
前
の
采
邑
二
千
石
を
義
智
に
授
け
以
て
其
資
と
為
す
。
禅
僧
玄
蘇
紫
衣

を
著
す
を
聴
き
（

許

す

）

以
て
朝
鮮
書
牒
を
掌
ら
し
む
。
松
雲
、
文
禄
の
俘
囚
生
存
者
を
還
す
を
請

ふ
。
神
祖
之
を
許
し
数
百
人
を
放
還
す
。
板
倉
勝
重
に
命
じ

始

（
姑
し
ば
ら
）

く
朝
鮮
使
を
留
め
以
て
右
大

将
入
京
の
行
装
を
観
し
む
。
松

栄

紀

事

世
子
将
に
京
師
に
往
か
ん
と
し
先
づ
行
列
を
定
む
る
を
下

令
す
。
榊
原
康
政
、
前
駆
を
為
し
佐
野
信
吉
・
仙
石
秀
人
・
石
川
康
通
之
に
従
ふ
。
次
日
、
伊
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達
政
宗
発
し
、
次
日
、
堀
秀
治
発
す
。
溝
口
秀
勝
之
に
従
ふ
。
次
日
、
平
巌
親
吉
・
小
笠
原
秀

政
発
し
、
諏
訪
頼
水
・
保
科
肥
後
守
正
光
・
鳥
居
左
京
亮
忠
恒

左

京

亮

忠

政

子

之
に
従
ふ
。
次
日
、

上
杉
景
勝
発
し
、
次
日
、
蒲
生
秀
行
発
す
。
次
日
、
本
多
忠
朝
・
眞
田
信
幸
発
し
北
條
氏
勝
・

松
下
重
綱
之
に
従
ふ
。
次
日
、
大
久
保
忠
鄰
及
び
其
子
忠
常
発
し
皆
川
志
摩
守
隆
庸

山

城

守

廣

照

子

・
本
多
大
学
助

大

隅

守

忠

紀

子

・
高
力
忠
房
之
に
従
ふ
。
次
日
、
酒
井
忠
世
発
し
浅
野
采
女
正
長

重

弾

正

少

弼

長

政

第

三

子

・
浅
野
内
膳
正
・
水
野
忠
元
・
鍋
島
和
泉
守
直
朝

信

濃

守

勝

成

第

四

子

・
田
中

隼
人
佐
・
市
橋
小
兵
衛
之
に
従
ふ
。
松

栄

紀

事

二
十
四
日
、
世
子
、
江
戸
城
を
発
す
。
弓
銃
・
長
槍
各
其
列
を
整
ふ
。
安
藤
重
信
・
青
山
図
書

助
近
臣
を
率
ゐ
輿
に
従
ふ
。
使
番
之
に
次
ぐ
。
大
番
又
之
に
次
ぐ
。
土
屋
忠
直
・
内
藤
若
狭
守

清
次
・
阿
部
正
次
・
青
山
忠
成
各
其
部
属
を
率
ゐ
従
行
す
。
翌
日
、
酒
井
家
次
発
す
。
牧
野
康

成
・
内
藤
政
長
・
小
笠
原
左
衛
門
佐
信
之

掃

部

助

信

嶺

子

、

出

継

酒

井

家

次

之
に
従
ふ
。
次
日
、
上
総

介
忠
輝
発
す
。
松
平
信
吉
・
松
平
忠
良
・
松
平
康
重
之
に
従
ふ
。
次
日
最
上
義
光
、
次
日
佐
竹
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義
宣
、
次
日
南
部
利
直
、
各
其
列
を
守
り
相
継
ぎ
て
発
す
。
鳥
居
忠
政
殿
を
為
す
。
前
後
凡
そ

十
万
余
人
。
世
子
、
三
島
に
至
り
雨
に
阻
ま
れ
留
ま
る
こ
と
三
日
。
三
月
十
日
、
清
洲
に
至
り

留
ま
る
こ
と
一
日
。
下
野
守
忠
吉
之
を
享
し
申
楽
を
設
く
。

十
七
日
、
膳
所
に
至
り
留
ま
る
こ
と
三
日
。
以
て
後
拒
部
隊
の
至
る
を
待
つ
。

二
十
一
日
、
列
を
整
へ
伏
見
城
に
入
る
。
観
る
者
街
衢
に
填
咽
す
（

ぎ

っ

し

り

つ

ま

る

）
。
松

栄

紀

事

二
十
九
日
、
入
朝
し
前
年
右
近
衛
大
将
を
拝
す
る
を
謝
す
。

四
月
朔
、
神
祖
征
夷
大
将
軍
を
世
子
に
譲
る
を
奏
請
す
。

七
日
之
を
勅
許
す
。

八
日
、
神
祖
京
師
に
往
く
。

十
日
、
入
朝
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
一
日
、
内
大
臣
豊
臣
秀
頼
、
右
大
臣
と
為
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

公

卿

補

任

十
五
日
、
神
祖
伏
見
に
還
る
。
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十
六
日
、
勅
使
権
大
納
言
藤
原
兼
勝
・
権
中
納
言
藤
原
光
豊
、
二
条
城
に
至
り
宣
を
伝
ふ
。
世

子
を
以
て
内
大
臣
と
為
し
征
夷
大
将
軍
に
補
し
正
二
位
に
陞 の

ぼ

る
。
右
近
衛
大
将
故 も

と

の
如
し
。
淳

和
奨
学
両
院
別
当
・
源
氏
長
者
を
兼
ね
牛
車
を
聴
さ
れ
随
身
・
兵
杖
を
賜
ふ
。
年

譜

・

創

業

記

・

公

卿

補

任

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
よ
り
世
人
、
神
祖
を
称
し
て
大
御
所
と
謂
ふ
。

是
日
、
侍
従
下
野
守
忠
吉
左
近
衛
中
将
と
為
り
従
三
位
に
叙
せ
ら
れ
、
上
総
介
忠
輝
左
近
衛
少

将
と
為
り
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
池
田
利
隆
侍
従
と
為
り
榊
原
康
勝
遠
江
守
と
為
る
。
松
平

定
綱
越
中
守
と
為
り
大
久
保
教
隆

相

模

守

忠

鄰

第

三

子

右
京
亮
と
為
る
。
其
弟
幸
信

忠

鄰

第

六

子

主

膳
正
と
為
り
高
力
忠
房
左
近
大
夫
と
為
る
。
永
井
尚
政
信
濃
守
と
為
り
青
山
幸
成
雅
楽
助
と
為

る
。
高
木
正
次
主
水
正
と
為
り
松
平
善
四
郎
正
朝

石

見

守

廣

安

長

子

、
後

奉

命

為

水

戸

威

公

家

老

、
無

子

嗣

絶

壱

岐
守
と
為
る
。
板
倉
重
宗
周
防
守
と
為
り
其
弟
重
昌
内
膳
正
と
為
る
。
秋
田
実
季
城
介
と
称
し

並
び
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
六
日
、
大
将
軍
入
朝
拝
賀
す
。
随

身

諸

大

夫

姓

名

備

於

創

業

記

・

家

忠

日

記

。

今

略

之

米
澤
中
納
言
上
杉



烈祖成績（十一） 40

景
勝
・
宰
相
毛
利
秀
元
・
若
狭
宰
相
京
極
高
次
・
大
崎
少
将
伊
達
政
宗
・
薩
摩
少
将
島
津
忠
恒
・

安
藝
少
将
福
島
正
則
・
川
中
島
少
将
松
平
忠
輝
・
秋
田
侍
従
佐
竹
義
宣
・
最
上
侍
従
最
上
義
光
・

越
後
侍
従
堀
秀
治
・
會
津
侍
従
蒲
生
秀
行
・
加
賀
侍
従
松
平
利
光
、
輿
に
て
車
後
に
従
ふ
。
大

将
軍
白
金
一
千
両
を
天
皇
に
献
ず
。
龍
顔
に
咫
尺

し

せ

き

（

間

近

か

に

あ

う

）

す
。
其
儀
一 い

つ

に
八
年
二
月
神
祖

除
（
叙
）

拝
時
の
如
し
。

二
十
七
日
、
公
卿
、
二
条
城
に
来
賀
す
。

是
日
、
大
将
軍
伏
見
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
前
田
利
長
、
其
子
利
光
と
伏
見
に
来
謁
す
。
利
光
黄
金
三
千
枚
・
加
賀

�

二
百
端
・
衣

服
五
十
領
を
神
祖
に
、
黄
金
五
千
枚
・
加
賀

�

五
百
端
・
衣
服
一
百
領
を
大
将
軍
に
献
ず
。
神

祖
・
大
将
軍
各
佩
刀
一
双
を
賜
ふ
。
創

業

記

五
月
朔
、
列
侯
伏
見
に
来
、
大
将
軍
に
謁
し
賀
を
上
る
。
松

栄

紀

事

作

二

条

城

。

家

忠

日

記

不

書

何

処

。

按

ず

る

に

、

創

業

記

前

月

二

十

七

日

、

大

将

軍

伏

見

に

帰

る

と

。

今

之

に

従

ふ
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三
日
、
大
将
軍
、
勅
使
藤
原
兼
勝
・
藤
原
光
豊
を
伏
見
城
に
享
す
。
各
黄
金
五
十
枚
・
衣
服
三

十
領
を
贈
る
。
雑

録

□

学

次

第

十
一
日
、
大
将
軍
、
上
総
介
忠
輝
を
大
阪
城
に
遣
は
し
将
に
東
国
に
還
ら
ん
と
す
る
を
右
大
臣

秀
頼
に
告
ぐ
。
忠
輝
時
に
十
四
歳
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

○

創

業

記

曰

、

先

是

神

祖

使

人

言

于

秀

頼

曰

、

須

来

京

師

会

于

大

将

軍

。

関

西

諸

侯

或

説

淀

殿

以

恐

有

意

外

之

変

。

淀

殿

信

之

以

死

自

誓

不

遣

秀

頼

、

事

逆

寝

。

大

阪

市

人

伝

聞

其

事

搬

資

財

于

便

地

。

数

日

大

騒

擾

。

至

是

忠

輝

使

於

大

阪

秀

頼

母

子

大

悦

都

下

鎮

靖

。

按

ず

る

に

、

当

時

姦

人

無

根

の

語

を

作

為

す

。

人

心

を

動

揺

す

る

こ

と

率
（

つ

い

）
に

此

の

如

し

。
十

六

年

に

至

り

秀

頼

未

だ

二

条

城

に

謁

せ

ず

。
妥

帖

を

妨

ぐ

山
内
一
豊
、
其
の

弟
修
理
亮
康
豊
の
子
忠
義
を
子
と
し
て
養
ふ
。

十
三
日
、
伏
見
に
来
謁
す
。
神
祖
奏
請
し
対
馬
守
と
為
す
。
松
平
定
勝
の
女
を
養
ひ
子
と
為
し

之
に

妻
め
あ
わ

す
。
大
将
軍
佩
刀
一
双
を
忠
義
に
賜
ふ
。
神
祖
短
刀
を
一
豊
に
賜
ふ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
五
日
、
大
将
軍
伏
見
を
発
す
。

六
月
四
日
、
江
戸
城
に
還
る
。
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七
月
五
日
、
神
祖
、
列
侯
に
命
じ
伏
見
牙
城
を
修
繕
せ
し
め
西
城
に
移
居
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
一
日
、
京
師
に
入
る
。
年

譜

二
十
六
日
、
前
参
議
秀
康
権
中
納
言
と
為
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

係

四

月

十

六

日

。

今

従

公

卿

補

任

八
月
十
二
日
、
伏
見
に
還
る
。
年

譜

九
月
十
五
日
、
伏
見
を
出
で
江
戸
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
日
、
土
佐
高
知
城
主
山
内
土
佐
守
一
豊
卒
す
。
年
六
十
。
子
対
馬
守
忠
義
嗣
ぐ
。
家

忠

日

記

二
十
一
日
神
祖
稲
葉
山
に
猟
す
。

二
十

一
（
二
）

日
、
清
洲
に
至
る
。
留
ま
る
こ
と
二
日
。
左
中
将
忠
吉
之
を
享
す
。
相
撲
を
観
る
。

二
十
五
日
、
岡
崎
に
至
る
。
留
ま
る
こ
と
四
日
。

十
月
朔
、
中
泉
に
猟
す
。

十
七
日
、
田
中
に
至
る
。
留
ま
る
こ
と
四
日
。
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二
十
八
日
、
江
戸
城
に
入
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
一
月
十
七
日
、
神
祖
、
忍
川
越
に
畋 か

り

す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

二
十
五
日
、
大
将
軍
、
鴻
巣
に
放
鷹
す
。
留
ま
る
こ
と
二
徇
余
。

十
二
月
二
日
、
服
部
正
總
を

遂
（
逐
）

ふ
。
日
比

ひ

ご

ろ

江
戸
街
衢
に
夜

斫
し
ゃ
く

死
（

切

り

死

に

）

す
る
者
多
し
。
主
名

を
知
ら
ず
。
大
将
軍
、
懸
金
し
之
を
購
ふ
。
或
も
の
正
總
の
所
為
と
告
ぐ
。
鞫
問

き
く
も
ん

し
実
を
得
乃

ち
之
を

遂
（
逐
）

ふ
。
創

業

記

。

按

ず

る

に

、

十

九

年

大

阪

の

後

、

正

總

従

軍

す

。

蓋

し

是

の

後

之

を

召

し

還

す

な

り

十
五
日
夜
、
南
海
大
溢
し
山
八
丈
島
に
出
づ
る
有
り
。
年

譜

・

家

忠

日

記

二
十
六
日
、
神
祖
、
忍
川
越
よ
り
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

是
歳
、
大
将
軍
、
榊
原
康
政
の
女
を
養
ひ
子
と
為
し
池
田
利
隆
に
嫁
す
。
家

忠

日

記

曰

、
大

神

君

子

養

之

。

今

従

松

栄

紀

事
・
近

代

諸

士

傳

略

。
利

隆
・
輝

政

元

配

中

川

氏

所

生

。
忠

継

忠

雄

之

異

母

兄

也

青
山
忠
成
輿
を
護
り
安
藤
重

信
・
土
井
利
勝
・
鵜
殿
兵
庫
頭
・
伊
丹
康
勝
従
行
す
。
其
礼
大
備
た
り
。
浅
野
長
政
、
其
子
幸

長
・
黒
田
長
政
・
加
藤
清
正
・
蜂
須
賀
至
鎮
・
加
藤
嘉
明
等
、
輝
政
の
第
に
在
り
。
相
礼
す
。
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神
祖
、
利
隆
に
佩
刀
一
双
・
良
馬
二
匹
を
賜
ふ
。
又
松
平
定
勝
を
召
し
謂
ひ
て
曰
は
く
「
汝
の

二
子
河
内
守
定
行
・
越
中
守
定
綱
、
年
漸
く
長
ず
。
宜
し
く

昏
（
婚
）

を
議
る
べ
し
。
聞
く
に
、
島
津
・

浅
野
両
家

昏
（
婚
）

を
我
族
と
結
び
以
て
葭
莩

か

ふ

の
親
（

遠

縁

関

係

）

を
託
せ
ん
と
欲
す
と
。
宜
し
く

為
（
島
）

津
忠

恒
の
女
を
以
て
定
行
に
嫁
し
浅
野
長
政
の
女
を
定
綱
に
嫁
せ
し
む
べ
し
」
と
。
定
勝
之
を

辱
か
た
じ
け
な

し

と
拝
命
し
、
忠
恒
・
長
政
と
婚
を
成
す
。
神
祖
、
以
為

お

も

へ
ら
く
、
島
津
は
世
家
の
礼
た
り
。
宜

し
く
鄭
重
に
す
べ
し
と
。
阿
茶
局
を
し
て
侍
女
十
余
輩
を
率
ゐ
之
に
相
（

担

当

）

せ
し
む
。
又
村
越

直
吉
・
日
下
部
定
好
に
命
じ
其
資
用
を
給
ふ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

江
州
の
地
食
邑
五
千
石
を
酒
井

忠
世
に
賜
ひ
以
て
京
師
を
番
直
す
る
の
資
と
為
す
。
一
柳
直
成
、
第
二
子
直
家
を
以
て
質
と
為

し
江
戸
に
抵 い

た

す
。
初
め
て
神
祖
・
大
将
軍
に
謁
す
。
大
将
軍
、
山
口
重
政
を
以
て
大
番
頭
と
為

す
。
家

忠

日

記

蛮
舶
烟
草
を
載
せ
来
。
其
子
を
種 う

え
京
師
の
人
争
ひ
之
を
吸
ひ
遂
に
天
下
に

遍
あ
ま
ね

し
。

神
祖
以
て
益
無
し
と
為
し
下
令
し
之
を
禁
ず
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

。

烟

草

蛮

舶

謂

之

淡

婆

始

十
一
年
丙
午

正
月
、
筑
後
久
留
米
城
主
田
中
吉
政
第
二
子
主
膳
吉
信
、
病
に
喪
心
し
手
づ
か
ら
臣
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僕
五
十
三
人
を
刃
す
。

二
十
日
、
近
習
小
臣
を
斬
ら
ん
と
欲
し
反 か

え

り
て
小
臣
の
為
に
弑
せ
ら
る
。
創

業

記

二
十
八
日
、
藤
堂
高
虎
の
子
高
次
江
戸
に
来
謁
す
。
大
将
軍
佩
刀
一
双
を
賜
ひ
大
学
助
に
任
ず
。

神
祖
短
刀
を
賜
ふ
。
家

忠

日

記

是
月
、
青
山
忠
成
・
其
子
忠
俊
・
内
藤
正
成

修

理

亮

正

成

与

四

郎

左

衛

門

正

成

同

名

而

人

異

神
祖
の
旨
に
悖

る
。
大
将
軍
之
を
譴
し
屛
居
せ
し
む
。
創

業

記

〇

羅

山

文

集

本

多

正

信

碑

銘

曰

、

公

嗜

放

鷹

原

野

有

厲

禁

。

故

幕

府

謹

使

護

之

。

公

朝

出

見

厲

禁

界

、

有

張

蹄

挿

黐

者

。

公

詰

之

。

土

人

対

曰

、

青

山

播

磨

守

忠

成

・

内

藤

修

理

亮

正

成

所

許

也

。

公

大

怒

曰

、

我

遊

猟

之

場

彼

恣

掛

蹄

綱

引

粘

縄

何

耶

。

将

軍

不

之

知

乎

。

何

至

于

斯

。

幕

府

大

驚

。

将

誅

二

人

。

正

信

調

護

免

死

。

然

不

許

入

営

禁

錮

終

身

。

蓋

此

時

事

也

。

附

以

備

攷

二
月
四
日
、
神
祖
、
伊
達
政
宗
の
第
に
臨
む
。
長
光
刀
を
政
宗
に
給
ひ
常
州
龍
崎
地
二
万
石
を

授
け
以
て
芻
牧
（

牧

畜

）

の
地
と
為
す
。
大
原
貞
守
刀
を
其
子
虎
菊
麻
呂
に
賜
ふ
。
虎

菊

麻

呂

十

六

年

名

忠

宗

、

後

叙

従

四

位

下

任

侍

従

陸

奥

守

為

少

将

。

年

譜

係

正

月

八

日

誤

。

今

従

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事
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三
月
朔
、
神
祖
、
池
田
輝
政
・
福
島
正
則
・
浅
野
幸
長
・
加
藤
清
正
・
黒
田
長
政
等
に
江
戸
城

を
修

筑
（
築
）

す
る
を
命
ず
。
藤
堂
高
虎
縄
を
引
き
規
画
す
。
楼
堞
石
壁
鉅
麗
宏
壮
。
数
月
に
し
て
成

る
。
高

虎

行

状

係

明

年

。

松

栄

紀

事

係

是

年

正

月

。

今

従

年

譜

・

創

業

記

考

異

・

家

忠

日

記

。

按

ず

る

に

、

創

業

記

正

月

下

令

し

、

二

月

命

を

蒙

り

諸

侯

江

戸

に

抵

る

。
役

夫

皆

伊

豆

に

在

り

石

を

選

ぶ

。
去

年

将

軍

に

扈

従

す

る

者

役

を

蠲
（

け

ん

）
ず
（

除

免

）
。
江

戸

に

留

在

す

る

者

一

千

石

毎

に

役

夫

一

人

を

出

す

十
五
日
、
神
祖
京
師
に
如
く
。

二
十
日
、
駿
府
に
至
り
築
城
の
地
を
相
（

調

査

判

断

）

し
留
ま
る
こ
と
五
日
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

明
年
を
以
て
駿
府
に
移
居
せ
ん
と
す
。
内
藤
信
成
を
江
州
長
浜
に
更
封
す
。

二
十
六
日
、
中
泉
に
至
り
雨
に
阻
ま
れ
留
ま
る
こ
と
三
日

年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
春
、
神
祖
、
禁
廷
仙
洞
の
規
模
湫
隘

し
ゅ
う
あ
い

（

低

地

で

狭

い

）

に
て
朝
儀
行
ひ
難
き
を
憂
へ
列
侯
に
命
じ

公
卿
の
第
宅
を
隙
地
に
移
さ
し
む
。
禁
廷
仙
洞
の
地
を
東
北
各
一
町
余
広
く
す
。
前
権
中
納
言

秀
康
之
を
監
る
。
宮
室
殿
堂
悉
く
備
ふ
。
四
面
石
壁
を
畳 か

さ

ね
、
役
を
奉
ず
る
列
侯
各
姓
名
を
石
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に
鐫 え

り
（

刻

む

）

以
て
後
世
に
垂
る
。

四
月
七
日
、
神
祖
伏
見
に
入
る
。

二
十
八
日
、
入
朝
す
。

是
日
、
伏
見
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

館
林
城
主
榊
原
式
部
大
輔
康
政
疾 や

む
。
大
将
軍
、

酒
井
忠
世
・
土
井
利
勝
を
館
林
城
に
遣
は
し
之
を
瞻 せ

ん

視
し
（

よ

く

み

る

）

侍
医
を
し
て
診
治
せ
し
め

数
し
ば
し
ば

使

を

遣

は

し

差

劇
（

病

状

）

を

問

ふ

。

神

祖

、

村

越

直

吉

を

遣

は

し

之

を

問

ふ

。

五
月
十
四
日
、
康
政
卒
す
。
年
五
十
九
。
大
将
軍
、
阿
部
正
次
を
遣
は
し
之
を
弔
ふ
。
康
政
三

子
有
り
。
長
子
忠
政
出
で
外
祖
父
大
須
賀
康
高
を
次
ぐ
。
次
子
忠
長
蚤
世
す
。
故
に
第
三
子
遠

江
守
康
勝
嗣
ぐ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

・

鵞

峯

文

集

・

榊

原

忠

次

碑

。

康

勝

初

名

政

直

六
月
三
日
、
下
館
城
主
水
谷
右
京
大
夫
勝
俊
卒
す
。
年
六
十
五
。
家

忠

日

記

子
伊
勢
守
勝
隆
嗣
ぐ
。

水

谷

系

図

是
月
、
大
将
軍
列
侯
を
賞
賛
す
。
江
戸
城
を
築
く
を

労
ね
ぎ
ら

ひ
各
を
し
て
藩
に
就
か
し
む
（

帰

藩

）
。
松
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栄

紀

事

是
夏
、
京
師
に
亡
頼
の
徒
北
野
・
賀
茂
に
横
行
し
行
人
を
凌
辱
す
る
有
り
。
神
祖
之
を
聞

き
大
い
に
怒
る
。
考
究
し
主
名
を
得
。
津
田
高
勝
・
稲
葉
甲
斐
守
・
天
野
周
防
守
・
寺
沢
半
左

衛
門
・
園
田
又
六
・
大
島
光
義
・
阿
部
右
京
・
矢
部
善
七
郎
・
野
間
猪
之
助
・
宇
喜
多
才
寿
等

十
人
を
逐
ふ
。
創

業

記

。
按

ず

る

に

、

大

島

雲

八

光

義

、

難

波

の

役

に

戦

功

有

る

子

孫

な

り

。

麾

下

に

仕

ふ

。

蓋

し

此

の

後

召

還

す

る

な

り

七
月
二
十
七
日
、
神
祖
伏
見
を
出
で
二
条
城
に
入
る
。

八
月
十
一
日
、
入
朝
す
。
徳
川
義
利

五

郎

太

麻

呂

右
兵
衛
督
と
為
り
其
弟
頼
将

長

福

麻

呂

常
陸
介

と
為
り
、
並
び
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
六
日
、
西
尾
隠
岐
守
吉
次
卒
す
。
年
七
十
七
。
家

忠

日

記

子
主
水
佐
忠
永
嗣
ぐ
。
寛

永

系

図

、

酒

井

河

内

守

重

忠

子

。

吉

次

子

養

之

。

任

丹

後

守

二
十
七
日
、
神
祖
伏
見
城
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

九
月
朔
、
島
津
忠
恒
伏
見
に
来
謁
す
。
神
祖
、
松
平
氏
を
賜
ひ
諱
字
を
授
け
家
久
と
更
名
す
。
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近
臣
に
就
き
請
ひ
て
曰
は
く
「
琉
球
国
、
嘉
吉
年
中
薩
摩
に
属
す
。
国
家
多
事
に
遭
ひ
復
び
来

貢
せ
ず
。
太
閤
秀
吉
の
時
互
市
交
易
を
通
す
と
為
る
。
使
を
遣
は
し
来
貢
す
。
大
隅
薩
摩
は
舟

路
便
利
に
商
船
来
往
す
。
明
主
之
を
聞
き
琉
球
王
を
責
め
我
と
絶
ち
今
十
余
年
に
至
る
。
願
は

く
は
兵
を
遣
は
し
之
を
征
せ
ん
」
と
。
神
祖
之
を
聴
く
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
二
日
、
神
祖
伏
見
を
発
し
江
戸
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

是
日
、
保
田
甚
兵
衛
則
宗

佐

介

知

宗

子

、
知

宗

事

秀

吉

公

戦

死

志

津

嶽

初
め
て
神
祖
に
水
口
駅
に
お
い
て
謁

す
。
旧
邑
三
千
五
百
石
を
賜
ふ
。
家

忠

日

記

作

三

千

石

今

従

保

田

系

図

二
十
三
日
、
江
戸
城
修
築
成
る
。
大
将
軍
之
に
徙
居
す
。
群
臣
参
賀
す
。
松

栄

紀

事

係

十

月

今

従

創

業

記

・

家

忠

日

記

十
月
六
日
、
神
祖
駿
府
に
至
り
留
ま
る
こ
と
二
旬
。

十
一
月
四
日
、
江
戸
城
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
五
日
、
里
見
梅
鶴

安

房

守

義

康

子

首
服
を
加
へ
ら
る
。
大
将
軍
諱
字
を
授
け
忠
義
と
名
の
る
。
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創

業

記

襲

称

安

房

守

二
十
一
日
、
神
祖
、
川
越
に
放
鷹
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

諸

書

還

江

戸

日

闕

二
十
八
日
、
堀
太
郎
左
衛
門
秀
重
卒
す
。
家

忠

日

記

是
月
、
鶴
千
代
麻
呂
を
常
州
下
妻
に
封
ず
。
食
十
万
石
。
鶴
千
代
麻
呂
尚
ほ
幼
く
伏
見
に
在
り
。

神
祖
、
朝
比
奈
雲
齊
を
以
て
城
代
と
為
し
封
疆
を
管
摂
せ
し
む
。
年

譜

・

創

業

記

・

松

栄

紀

事

・

源

流

綜

貫

十
二
月
二
十
三
日
、
伊
達
政
宗
の
女
、
上
總
介
忠
輝
に
適 と

つ

ぐ
。
創

業

記

・

年

譜

附

尾

是
月
、
大
将
軍
の
第
二
子
国
松
麻
呂
生
長
し
て
忠
長
と
名
の
る
。
所
生
夫
人
浅
井
氏
。
源

流

綜

貫

、

後

至

従

三

位

権

大

納

言

封

駿

河

遠

江

地

五

十

五

万

石

。

世

称

駿

河

大

納

言

大
将
軍
、
神
祖
の
命
を
以
て
古
河
下
妻
に

放
鷹
す
。
佐
竹
義
宣
旧
封
の
地
を
按
行
す
。
創

業

記

本

書

還

江

戸

日

闕

是
歳
、
下
野
守
忠
吉
、
薩
摩
守
に
更
へ
任
ぜ
ら
る
。
創

業

記

細
川
内
記
忠
利

忠

興

第

三

子

後

襲

封

叙

従

五

位

下

任

越

中

守

侍
従
と
為
り
酒
井
忠
利
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
備
後
守
と
為
る
。
家

忠

日

記
・

松

栄

紀

事

藤
堂
高
虎
に
備
中
采
邑
二
万
石
を
増
封
す
。
高

虎

行

状

松

栄

紀

事

浅
野
長
政
に
常
州
眞
壁
五
万
石
及
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び
江
州
愛
智
郡
五
千
石
を
賜
ひ
長
子
幸
長
を
紀
伊
に
封
ず
。
常
州
の
旧
封
五
万
石
を
第
三
子
長

重
に
賜
ふ
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

岡
田
内
記

後

任

備

後

守

初
め
て
大
将
軍
に
謁
す
。
神
祖
の

侍
女
阿
茶
局
、
子
と
し
て
之
を
養
ふ
。
是
に
先
ん
じ
、
阿
茶
局
、
神
尾
刑
部
少
輔
守
世
を
子
と

為
す
。
故
に
内
記
神
尾
氏
に
更
へ
以
て
兄
弟
の
分
に
叙
せ
ら
る
。
松
阪
城
主
古
田
兵
部
少
輔
重

恒
卒
す
。
年
四
十
七
。
家

忠

日

記

十
二
年
丁
未

正
月
朔
、
神
祖
女
子
を
挙
ぐ
。
所
生
大
田
氏
。
創

業

記

・

源

流

綜

貫

神
祖
江
戸
城
を
大
将

軍
に
授
け
ん
と
欲
し
列
侯
に
命
じ
駿
府
城
を
修
築
せ
し
む
。
廓
を
開
き

廓
（
郭
）

の
内
に
諸
士
の
宅
地

を
賜
ふ
。
瀧
川
正
弘
・
佐
久
間
政
實
・
山
城
宮
内
少
輔
等
之
を
監
る
。
是
に
先
ん
じ
、
清
洲
城

主
薩
摩
守
忠
吉
罹
疾
し
危
篤
た
り
。

是
月
、
少
し
く
間 い

え
（

小

康

）

江
戸
に
来
大
久
保
忠
常
の
芝
の
第
に
寓
居
す
。
清
洲
に
帰
ら
ん
と
し

疾
大
い
に
作 お

こ

る
。
大
将
軍
其
同
胞
た
る
を
以
て
特
に
友
愛
の
親
あ
り
。
忠
常
の
第
に
往
き
之
を

視
る
。
大
城
芝
に
至
る
に
相
距
つ
る
こ
と
一
里
。
使
者
絡
繹
し
（

次

々

と

つ

づ

く

）

日
夜
絶
え
ず
其
差
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劇
を
問
ふ
。
飲
食
湯
薬
詳
聞
せ
ざ
る
莫
し
。

二
月
二
十
八
日
、
神
祖
忠
常
の
第
に
臨
み
忠
吉
の
疾
を
視
る
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

臣
按
ず
る
に
、
関
原
記
大
全
曰
は
く
、
慶
長
五
年
、
神
祖
大
阪
西
城
に
在
り
。
井
伊
直
政
、

忠
吉
朝
臣
の
武
功
を
揄
揚

ゆ

よ

う

す
（

ほ

め

る

）
。
其
志
頗
る

挟
さ
し
は
さ

む
（

強

く

言

う

）

所
有
り
。
而
る
に
大
久

保
忠
鄰
反
覆
論
弁
し
以
て
、
台
廟
（

将

軍

秀

忠

）

を
翊 よ

く

載
（
戴
た
い
）

す
。
国
本
一
定
し
復
び
動
揺
せ
ず
と
。

時
の
人
皆
謂
ふ
、
忠
吉
朝
臣
家
嗣
者
た
る
を
得
ず
と
。
忠
鄰
の
為
す
所
常
人
に
在
ら
ば
則
ち

必
ず
不
平
を
懐 い

だ

か
ん
。
而
れ
ど
も
忠
吉
朝
臣
之
を
聞
き
て
曰
は
く
「
吾
秀

□
（
忠
）

公
の
弟
た
り
。

才
智
庸
劣

よ
う
れ
つ

（

愚

か

）

何
ぞ
能
く
基
業
を
負
荷
す
る
に
堪
へ
ん
や
。
忠
鄰
の
諌
め
、
国
家
大
計
に
真

に
忠
臣
な
り
」
と
。
甚
だ
之
を
器
重
し
江
府
に
至
る
毎
に
必
ず
忠
鄰
の
第
に
寓
す
。
竟
に
斯

に
薨
ず
。
其
親
愛
を
見
る
こ
と
此
の
如
し
、
直
政
、
忠
吉
朝
臣
を
左
右
す
る
も
酒
井
忠
利
一

言
以
て
之
を
折
る
。
台
廟
其
言
を
伝
へ
聞
き
直
政
を
以
て

忤
さ
か
ら

ふ
と
為
さ
ず
。
曽
て
（

決

し

て

）

幾

微
を
顔
面
に
見
る
無
く
、
眷
遇
平
日
に
異
な
ら
ず
。
其

卒
し
ゅ
つ

に
及
び
悲
悼
殊
に
甚
だ
し
。
恢 か

い

量
（

度
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量

）

厚
徳
固 も

と

よ
り
常
人
の
能
く
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
な
り
。
臣
竊 ひ

そ

か
に
謂
ふ
、

�

の
象
曰
は
く

「
包
荒

ほ
う
こ
う

、
中
行
（

偏

り

の

な

い

）

に
尚 か

な

ふ
を
得
、
以
て
光
大
な
り
」
と
（
『

易

経

』
）
。
台
廟
之
を
以
て

す
。
鄭
子
臧

て

い

し

そ

う

（

春

秋

曹

の

成

公

の

弟

）

曰
は
く
「
聖
、
節
に
達
し
、
次
い
で
節
を
守
る
。
君
と
為
る

は
、
吾
節
に
非
ざ
る
な
り
。
聖
能
は
ず
と
雖
へ
ど
も
、
敢
へ
て
節
を
失
は
ん
や
」
と
。
忠
吉

朝
臣
焉
に
有
り
。
二
公
之
を
友
と
し
愛
既
に
篤
し
。
而
し
て
徳
量
の
大
も
亦
至
れ
り
。
皆
曠
世

こ
う
せ
い

（

世

に

ま

た

と

）

無
き
所
の
者
な
り
。

二
十
九
日
、
神
祖
駿
府
に
如
き
中
原
に
留
ま
る
こ
と
数
日
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

前
権

中
納
言
秀
康
久
し
く
瘡
腫
を
患
ひ
救
薬
効
せ
ず
。

三
月
朔
、
伏
見
第
よ
り
越
前
に
帰
る
。
創

業

記

五
日
、
清
洲
城
主
左
近
衛
中
将
兼
薩
摩
守
松
平
忠
吉
薨
す
。
年
二
十
八
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

大
将
軍
甚
だ
之
を
悼
惜
す
。
土
井
利
勝
を
し
て
神
祖
に
訃
せ
し
む
。
忠
吉
の
臣
石
川
主

馬
・
稲
垣
将
監
・
中
川
清
九
郎
殉
死
す
。
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十
一
日
、
神
祖
駿
府
に
至
る
。
是
に
先
ん
じ
、
忠
吉
の
臣
小
笠
原
監
物
吉
久
譴
を
蒙
り
奥
州
松

島
に
寓
す
。
吉

久

和

泉

守

吉

次

子

、

松

栄

紀

事

作

忠

重

。

今

従

小

笠

原

家

譜

。

拠

東

照

宮

遺

訓

、

監

物

有

武

幹

矜

才

驕

恣

。

故

神

祖

逐

之

其
薨
を
聞
き
星
夜
江
戸
に
抵
る
。

十
七
日
、
増
上
寺
に
殉
死
す
。
吉
久
の
臣
佐
佐
喜
蔵
又
之
に
殉
す
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

年

譜

附

尾

・

松

栄

紀

事

二
十
日
、
忠
吉
を
増
上
寺
に
葬
ふ
。
子
無
く
封
除
す
。
創

業

記

臣
按
ず
る
に
、
秦
の
穆 ぼ

く

公
三
良
を
以
て
従
死
せ
し
む
。
詩
人
之
を
哀
し
む
。
垂
仁
帝
土
寓
を

以
て
殉
に
代
ふ
。
国
史
之
を
美 ほ

む
。
仁
・
不
仁
相
去
る
こ
と
甚
だ
遠
し
。
国
朝
風
気
剛
勁
。

士
皆
元
を
視
る
こ
と
帰 き

の
如
し
。
力
を
嗣
君
に
竭 つ

く
す
を
思
は
ず
し
て
、
先
君
に
地
下
に
従

ふ
を
以
て
忠
と
為
す
。
列
国
効
を
争
ひ
風 ふ

う

を
成
す
。
侯
伯
殉
死
多
き
を
以
て
相
誇
る
に
至
る
。

何
ぞ
其

繆
び
ゅ
う

た
る
や
。
往
年
我
が
威
公
（

水

戸

徳

川

家

の

祖

、

頼

房

）

薨
ず
。
殉
死
せ
ん
と
欲
す
る
者
数

人
。
義
公
（

徳

川

光

圀

）

喪
に
居 き

ょ

し
哀
毀 き

す
。
親

み
ず
か

ら
其
家
に
往
き
敦
く
諭
し
之
を
扼 と

ど

む
。
無

何

な
に
す
る
な
く

幕
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府
厲 れ

い

（

き

び

し

い

）

禁
を
下
し
以
て
其
弊
を

革
あ
ら
た

む
。
実
に
義
公
之
を
首
倡
せ
さ
す
。
仁
人
の
為 い

、

其
れ
後
世
に
恵
た
る
こ
と
大
た
り
。

是
に
先
ん
じ
、
興
国
寺
城
主
天
野
康
景
、
修
造
の
為
に
伐
竹
し
之
を
積
み
歩
卒
を
し
て
之
を
守

ら
し
む
。
富
士
山
麓
田
原
郷
民
之
を
盗
む
。
番
卒
其
首
謀
一
人
を
斬
る
。
党
類
走
り
代
管
井
手

甚
助
に
訴
ふ
。
甚
助
使
を
遣
は
し
康
景
に
謂
ひ
て
曰
は
く
「
郷
民
卑
賤
と
雖
へ
ど
も
公
民
な
り
。

蓋
ぞ
我
に
告
げ
以
て
法
に
処
せ
ず
し
て
濫 み

だ

り
に
之
を
殺
す
。
宜
し
く
下
手
者
を
斬
り
以
て
其
罪

を
償
ふ
べ
し
」
と
。
康
景
服
せ
ず
し
て
曰
は
く
「
盗
を
殺
す
は
天
下
の
通
法
な
り
。
番
卒
私
の

憾
み
を
以
て
之
を
殺
す
に
非
ず
。
吾
命
ず
る
所
な
り
。
若
し
盗
を
殺
す
を
以
て
罪
と
為
さ
ば
則

ち
吾
之
に
坐
す
」
と
。

是
月
、
甚
助
、
神
祖
に
訴
ふ
。
文
致

ぶ

ん

ち

以
て
郷
民
実
に
盗
行
せ
ざ
る
に
康
景

擅
ほ
し
い
ま
ま

に
之
を
殺
す
と

為
す
。
神
祖
之
を
聞
き
怒
り
之
を
訊
鞫
せ
ん
と
欲
す
。
本
多
正
純
、
康
景
に
謂
ひ
て
曰
は
く
「
縦 た

と

ひ
子 し

の
詞
直
た
り
と
も
上
を
犯
す
は
不
可
な
り
。
宜
し
く
亟
や
か
に
番
卒
を
斬
り
以
て
其
罪
を
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謝
す
べ
し
」
と
。
康
景
曰
は
く
「
直
を
以
て
曲
と
為
し
、
苟 い

や

し
く
も
一
時
の
禍
を
免
か
る
る
は
、

士
た
る
者
の
道
に
非
ざ
る
な
り
。
身
を
奉
じ
て
退
く
に
如
か
ず
」
と
。
遂
に
城
よ
り
出
で
亡
去

す
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

閏
四
月
八
日
、
越
前
太
守
従
三
位
前
権
中
納
言
兼
参
河
守
秀
康
、
越
前
北
荘
城
に
薨
ず
。
年
二

十
四
。
其
臣
土
屋
左
馬
助
・
永
見
右
衛
門
殉
死
す
。
創

業

記

曰

、

左

馬

介

甲

州

人

。

武

田

氏

滅

自

幼

近

侍

神

祖

。

忿

闘

殺

人

去

而

之

結

城

奉

秀

康

卿

。
及

秀

康

卿

移

封

越

前

、
給

四

万

石

居

大

野

城

。
至

是

殉

死

。
介

錯

者

亦

自

殺

秀
康
、
大
将
軍
の

庶
兄
、
数
戦
陣
を
更 ふ

（

次

々

に

経

験

す

る

）
。
智
勇
兼
備
し
人
皆
之
を
畏
れ
憚
る
。
長
子
忠
直
年
十
三
、

時
に
江
戸
に
在
り
。
大
将
軍
命
じ
封
を
紹 つ

が
し
む
。
亟
や
か
に
越
前
に
帰
り
政
に
莅 の

ぞ

む
。

二
十
九
日
、
松
平
定
勝
を
以
て
伏
見
城
代
と
為
し
西
城
に
居 き

ょ

せ
し
む
。
長
子
定
行
襲
封
し
懸
川

城
に
居
す
。
大
番
頭
渡
辺
山
城
守
・
水
野
忠
元
各
一
隊
騎
士
を
率
ゐ
伏
見
城
を
戍
る
。
世
に
之

を
伏
見
三
年
番
と
謂
ふ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
に
先
ん
じ
、
朝
鮮
僧
松
雲
等
文
禄
の

俘 ふ

（

捕

虜

）

を
率
ゐ
朝
鮮
に
帰
る
。
中
に
国
王
李
□ え

ん

の
流
属
有
り
。
神
祖
の
政
治
を
詳
説
す
。
李
□ え

ん
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疑
ひ
釋 と

け
、
三
使
を
来
聘 へ

い

（

訪

問

）

に
遣
は
す
。

是
歳
正
月
、
対
馬
に
至
る
。

三
月
、
宗
義
智
三
使
を
将
ゐ
京
師
に
入
り
駿
府
に
告
状
す
。
神
祖
之
を
し
て
先
に
江
戸
に
抵 い

た

り

大
将
軍
に
謁
せ
し
む
。

五
月
六
日
、
朝
鮮
正
使
通
改
大
夫
呂
祐
吉
・
副
使
通
訓
大
夫
慶
暹
・
従
事
官
丁
好
寛
、
大
城
に

入
り
謁
見
し
国
王
の
書
及
び
方
物

ほ
う
ぶ
つ

（

土

産

）

を
献
ず
。
大
将
軍
直
衣

の

う

し

を
著
し
錦
茵 い

ん

（

敷

物

）

を
設
く
。

正
殿
上
壇
に
坐
す
。
使
の
坐
を
下
壇
の
左
に
設
け
三
使
坐
に
就
く
。
宗
義
智
接
伴
す
。
杯
盤
皆

金
銀
を
飾
り
殽
饌

こ
う
せ
ん

（

ご

ち

そ

う

）

精
豊
た
り
。
饗
畢
り
三
使
出
づ
。

十
一
日
、
大
将
軍
、
李
□ え

ん

に
復
書
す
。
白
金
二
千
両
・
眉
尖
刀
十
五
枝
を
三
使
に
賜
ふ
。
松

栄

紀

事

曰

、

賜

剱

・

刀

・

鎧

。

今

従

家

忠

日

記

〇

方

物

品

目

詳

于

年

譜

。

創

業

記

・

家

忠

日

記

、

国

王

書

及

復

書

載

松

栄

紀

事

。

今

並

略

之

。

松

栄

紀

事

曰

、

復

書

相

国

寺

西

笑

長

老

所

作

二
十
日
、
三
使
、
駿
府
に
抵
り
神
祖
に
謁
し
、
方
物
を
献
ず
。
駿
府
城
塁
壁
未
だ
成
ら
ず
。
故
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に
饗
礼
無
し
。
酒
食
を
本
多
正
純
の
第
に
設
く
。
鎧
・
刀
各
三
を
三
使
に
賜
ふ
。
義
智
に
命
じ

文
禄
の
俘
の
猶
ほ
残
る
者
数
百
人
を
し
て
三
使
に
従
ひ
朝
鮮
に
帰
ら
し
む
。
年

譜
・
創

業

記
・
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

○

秀

吉

譜

曰

、

朝

鮮

之

役

諸

将

獲

敵

首

級

刵

（

耳

切

る

）

之

献

于

行

営

。

秀

吉

瘞

（

埋

め

る

）

之

京

師

大

仏

殿

側

号

耳

塚

。

其

後

韓

使

来

貢

至

塚

下

誦

祭

文

品

（

弔

）

之

、

哭

泣

曰

、

此

輩

皆

以

死

報

国

者

也

。

蓋

在

是

時

故

附

于

此

臣
按
ず
る
に
、
太
閤
秀
吉
公
天
下
の
力
を
竭
し
以
て
朝
鮮
を
攻
む
。
其
の
一
道
の
地
を
得 え

以

て
郡
県
と
為
す
す
ら
能
は
ず
。
惨
酷
の
悲 ひ

鶏
林

け
い
り
ん

（

朝

鮮

の

異

称

）

に

遍
あ
ま
ね

く
、
号
哭
の
声
鯷
嶽

て
い
が
く

に

喧
か
ま
び
す

し
。
太
閤
徒
ら
に
威
武
を
輝
か
し
耳
塚
を
築
き
以
て
京
観

け
い
か
ん

（

戦

功

を

誇

る

土

ま

ん

じ

ゅ

う

）

に
擬
す
。

将
士
七
年
の
功
労
僅
か
に
此
年
に
止
む
の
み
。
神
祖
是
に
反
し
俘
を
還
し
生
を
遂
げ
、
撫
す

に
恩
信
を
以
て
す
。
国
王
李
□ え

ん

其
徳
を
懐
ひ
て
化
に
嚮 む

く
。
三
使
を
遣
は
し
以
て
方
物
を
献

ず
。
奕
生

え
き
せ
い

（

代

々

）

来
聘
し
其
儀
忒た

が

は
ず
。
規
模
宏
遠
と
謂
ふ
べ
し
。
夫
れ
刀
を
以
て
人
を
服
す

る
者
久
遠
た
る
能
は
ず
。
徳
を
以
て
人
を
服
す
る
者
万
世
不
易
。
仁
の
、
暴
に
与 あ

ず

か
る
其
効

杲
（
果
）

何
如
（
ど

う

だ

ろ

う

、

は

か

り

し

れ

な

い

）
。
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二
十
六
日
、
犬
山
城
を
平
巌
親
吉
に
賜
ひ
清
洲
城
北
郭
に
居 お

く
。
義
利
に
代
は
り
国
政
を
綜
理

す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
夏
、
大
旱 か

ん

。

六
月
十
三
日
、
大
雨
澍
洽

ふ
り
そ
そ

ぐ
。
庶
民
皆
悦
ぶ
。
創

業

記

七
月
三
日
、
駿
府
城
修
築
成
る
。
神
祖
徙
居
す
。
列
侯
皆
賀
儀
を
献
ず
。
大
将
軍
、
酒
井
忠
世

を
以
て
使
と
為
し
之
を
賀
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

神
祖
、
忠
世
の
称
を
更
へ
雅
楽
助

と
曰
ふ
。
故
に
青
山
雅
楽
助
幸
成
、
大
蔵
少
輔
と
更
称
す
。
年

譜

・

家

忠

日

記

二
十
七
日
、
大
垣
城
主
石
川
長
門
守
康
通
卒
す
。
年
五
十
四
。
子
忠
義
嗣
ぐ
。
時
に
九
歳
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

忠

義

後

為

安

藝

守

九
月
十
一
日
、
横
須
賀
城
主
松
平
出
羽
守
忠
政
卒
す
。
年
二
十
七
。
其
子
国
麻
呂
嗣
ぐ
。
時
に

三
歳
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

、

忠

政

養

於

外

祖

父

大

須

賀

康

高

、

在

天

正

十

七

年

。

拠

創

業

記

・

松

栄

紀

事

及

鵞

峯

文

集

・

榊

原

忠

次

碑

銘

。

国

麻

呂

長

而

名

忠

次

任

式

部

大

輔

。

元

和

元

年

榊

原

遠

江

守

康

勝

卒

。

無

子

。

故

忠

次

帰

本

宗

継

榊

原

氏
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是

日
（
月
）

、
右
大
臣
秀
頼
北
野
社
を
修
営
す
。
頻 ひ

ん

年
神
社
・
仏
寺
を
大
い
に
修
す
。
時
の
人
謂
ふ
、

秀
頼
尚
ほ
幼
し
。
此
れ
皆
大
虞
院
の
所
為
に
し
て
、
其
心
祈
請
す
る
所
有
り
て
然
り
と
。
創

業

記

〇

大

阪

陣

冬

夏

事

記

曰

、
是

秋

秀

頼

及

淀

殿

遣

書

于

加

賀

宰

相

利

長

曰

、
太

閤

厚

恩

、
卿

必

不

能

忘

。
一

有

緩

急

則

当

労

卿

。
利

長

復

書

曰

、

己

父

大

納

言

多

年

在

大

阪

至

死

勤

労

太

閤

之

恩

頗

足

報

之

。

往

年

関

原

之

戦

、

余

翊

戴

秀

頼

公

亦

足

以

報

太

閤

之

恩

。

其

後

駿

河

内

府

・

江

戸

大

納

言

以

余

為

三

州

太

守

、

礼

遇

懇

篤

。

志

在

報

其

恩

。

緩

急

備

用

不

敢

奉

命

。

若

資

用

匱

之

、

乞

求

金

銀

則

事

甚

易

齊

耳

。

即

以

本

多

安

房

守

為

使

上

大

阪

二

書

于

駿

府

。
大

御

所

甚

嘉

其

志

。
利

長

慮

其

難

処

于

世

、
固

請

致

仕

。
大

御

所

許

之

。
拠

之

則

秀

頼

挟

異

志

、

其

所

由

未

漸

矣

。

然

利

長

致

仕

見

上

文

六

年

六

月

。

疑

他

年

之

事

。

附

以

備

考

。

下

文

十

七

年

、

引

大

阪

記

所

注

、

大

野

治

長

寄

書

松

平

利

光

。

亦

可

併

考

十
月
四
日
、
神
祖
江
戸
に
如
く
。

是
日
、
大
将
軍
夫
人
第
四
女
和
子
を
江
戸
城
に
生
む
。
長
じ
て
入
宮
し
後
水
尾
天
皇
中
宮
と
為

る
。
東
福
門
院
是
な
り
。
和

子

元

和

六

年

為

女

御

、

寛

永

元

年

中

宮

。

六

年

号

東

福

門

院

。

女

帝

明

正

院

其

所

生

也

十
四
日
、
神
祖
江
戸
に
入
り
西
城
に
居
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

黄
金
三
万
枚
・
白
金
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一
万
三
千
両
を
大
将
軍
に
授
け
西
城
よ
り
之
を
大
城
に
運
ぶ
。
創

業

記

十
八
日
、
神
祖
、
茶
会
を
設
け
大
将
軍
を
享
す
。
上
杉
景
勝
・
伊
達
政
宗
・
佐
竹
義
宣
接
伴
す
。

松

栄

紀

事

臣
按
ず
る
に
、

古
い
に
し
え

茶
湯
無
し
。
足
利
氏
覇
府
を
開
く
よ
り
将
士
往
往
に
茶
会
を
作
し
以
て
相

娯
し
む
。
義
政
公
権
臣
に
迫
り
東
山
に
遊
ぶ
。
憂
戚

ゆ
う
せ
き

（

心

配

）

無
聊

ぶ
り
ょ
う

（

退

屈

）
。
日
に
古
器
・
名
画

を
聚 あ

つ

め
以
て
間 か

ん

を
燕 や

す

（

安

）

ん
ず
る
の
資
と
為
す
。
茶
事
を
張
皇
（

広

げ

る

）

し
貴
賤
に
通
ず
。
然

れ
ど
も
未
だ
定
式
有
ら
ず
し
て
、
其
茶
湯
と
称
す
る
者
も
亦
禅
家
の
茶
湯
の
名
を
借
る
な
り
。

珠
光
・
紹
鴎
に
至
り

酷
は
な
は

だ
之
を
嗜
む
。
其
法

寖
よ
う
や
く

備
へ
世
に
盛
行
す
。
太
閤
秀
吉
公
も
亦
之
を

嗜
む
。
千
宗
易
当
時
に
領
袖
た
り
て
法
度
大
い
に
備
へ
遂
に
饗
礼
の
一
と
為
る
。
茶
廬
の
制
、

極
小
に
し
て
纔
に
三
四
人
を
容
す
の
み
。
主
人
茶
を
点
つ
る
、
繾
綣

け
ん
け
ん

（

連

綿

）

欵か
ん

曲
（

細

や

か

）

た

り
。
其
要
、
敬
を
以
て
主
と
為
し
倹
を
以
て
先
と
為
す
。
奢
靡
相
矜 ほ

こ

り
簡

做
（
作
）

相
陵 し

の

ぐ
を
主
と

す
る
は
乃
ち
其
弊
な
り
。
夫
れ
上
杉
景
勝
・
佐
竹
義
宣
強
藩
な
り
。
反
徒
に
党
す
る
を
以
て
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其
国
を
削
奪
す
。
威
武
加
勢
す
る
所
已 や

む
を
得
ず
と
雖
へ
ど
も
其
心
未
だ
嘗
て
悦
服
せ
ざ
る

な
り
。
今
神
祖
大
将
軍
を
享
す
。
而
し
て
景
勝
・
義
宣
、
伊
達
政
宗
と
促
膝
（

ひ

ざ

つ

き

合

せ

）

接

伴
し
礼
遇
懇
篤
た
り
。
合
驩 か

ん

（

皆

で

楽

し

む

）

聯 れ
ん

交
。
二
将
焉 い

ず

く
ん
ぞ
感
激
し
て
銘
戢

め
い
し
ゅ
う

（

平

和

を

決

意

す

る

）

せ
ざ
る
を
得
ん
や

二
十
八
日
、
大
将
軍
、
神
祖
を
大
城
に
迎
へ
茶
会
を
為
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
小
笠
原
秀
政
の
妻
痘
を
患
ひ
て
卒
す
。
年
三
十
二
。
故
世
子
信
康
の
子
に
し
て
神
祖
の

孫
女
な
り
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

十
一
月
朔
、
神
祖
西
城
を
出
で
浦
波
・
河
越
・
忍
等
の
地
に
放
鷹
す
。

十
二
月
十
二
日
、
駿
府
に
還
る
。

二
十
二
日
、
駿
府
城
火 や

く
。
新
築
の
殿
閣
・
宝
貨
・
重
器
悉
く
灰
燼
と
為
る
。
太
閤
秀
吉
贈
る

所
の
白
雲
茶
壷
此
に
至
り
て
亡
ふ
。
其
夜
神
祖
、
竹
腰
小
傳
次
の
家
に
宿
る
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

並

曰

、

小

傳

次

之

家

、

井

伊

直

政

之

旧

宅

。

小

傳

次

、

義

利

之

異

父

兄

也

。

浪

花

戦

記

曰

、

小

傳

次

、

小

左

衛

門

某

子

、

後

任

筑

後

守

、

小
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左

衛

門

某

与

神

祖

同

乳

。

故

神

祖

親

愛

其

子

。

翌

日

移

于

本

多

正

純

之

第

駿
府
海
岸
に
久
能
山
有
り
。
巉
巌
峭
壁
、

四
面
削
り
成
す
が
如
し
。
罹
災
銷
鎔

し
ょ
う
よ
う

（

と

け

る

）

す
る
所
の
金
銀
悉
く
之
を
山
上
に
蔵
し
榊
原
内
記

照
久
を
し
て
之
を
守
ら
し
む
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

、

照

久

、

康

政

之

兄

七

郎

右

衛

門

清

正

之

子

。

以

修

神

事

叙

従

二

位

至

大

内

記

二
十
四
日
、
列
侯
に
火
災
を
問
ふ
勿
れ
と
下
令
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
歳
、
池
田
利
隆
江
戸
に
来
謁
す
。
大
将
軍
松
平
氏
を
授
け
武
蔵
守
と
為
し
佩
刀
一
双
・
鷹
・

馬
・
白
金
・
時
服
を
賜
ふ
。
還
り
駿
府
に
至
る
。
神
祖
鷹
・
馬
を
賜
ふ
。
池
田
長
常

長

吉

孫

備

中

守

長

幸

子

出
雲
守
と
為
る
。
時
に
七
歳
。
戸
田
高
次
、
土
佐
守
と
為
り
並
び
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
る
。

創

業

記
・
家

忠

日

記
・
松

栄

紀

事

植
村
土
佐
守
泰
忠
、
致
仕
披
剃
す
。
二
位
法
印
に
叙
せ
ら
る
。
松

栄

紀

事

神

祖
京
師
の
富
豪
吉
田
了
以
に
命
じ

羅

山

文

集

曰

、
吉

田

光

好

居

嵯

峨

角

倉

。
四

隅

各

有

官

倉

在

西

曰

角

蔵

。
故

光

好

自

称

角

倉

了

以

富
士
川
の
舟
路
を
開
か
し
む
。
駿
州
巖
渕
よ
り
甲
府
に
至
る
。
以
て
漕
運
を
通
ず
。
人

皆
之
を
使
ふ
。
羅

山

文

集

・

松

栄

紀

事

福
島
正
則
の
長
子
八
助
正
長
、
不
法
多
し
。
正
則
神
祖
に
告
げ
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之
を
幽
す
。
竟
に
之
を
餓
え
殺
す
。
創

業

記

・

武

家

盛

衰

記

十
三
年
戊
申

正
月
二
日
、
大
将
軍
、
酒
井
家
次
を
以
て
使
と
為
し
、
前
右
大
臣
秀
頼
、
織
田
左
衛

門
長
頼
を
以
て
使
と
為
す
。
長

頼

、

有

楽

子

。

河

内

守

長

孝

弟

。

至

従

四

位

下

侍

従

。

薙

髪

号

雲

生

寺

道

八

並
び
駿
府

に
抵
り
賀
正
す
。

二
十
四
日
、
神
祖
、
田
中
に
放
鷹
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

二
十
六
日
、
高
力
河
内
守
清
長
卒
す
。
年
七
十
九
。
子
土
佐
守
正
長
嗣
ぐ
。
家

忠

日

記

・

寛

永

系

図

是
月
列
侯
に
催
督
し
駿
府
城
を
築
く
。
材
木
を
木
曽
・
熊
野
・
伊
豆
山
に
採
り
懸
川
・
浜
松
・

吉
田
・
岡
崎
の
民
夫
を
し
て
之
を
運
ば
し
む
。

二
月
、
前
右
大
臣
秀
頼
痘
を
患
ひ
危
篤
た
り
。
西
州
の
諸
侯
密
か
に
其
差
劇
に
候
ふ
。
福
島
正

則
亟
や
か
に
大
阪
に
至
り
之
を
問
ふ
。
既
に
し
て
疾
瘳
ゆ
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

三
月
十
一
日
、
駿
府
城
成
る
。
神
祖
之
に
徙
居
す
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

水
野
重
仲
に
常
州
地
一
万

石
を
賜
ひ
常
陸
介
頼
将
の
傅 ふ

と
為
す
。
中
山
左
助
信
吉
に
常
州
地
五
千
石
を
賜
ひ
鶴
千
代
麻
呂
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の
傅
と
為
す
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

。
信

吉

勘

解

由

左

衛

門

家

範

第

二

子

。

叙

従

五

位

下

任

備

前

守

。

後

増

五

千

石

春
夏
の

交
、
多
武
峯
大
織
冠
像
破
製
す
。
寺
僧
例
に
依
り
宣
命

せ
ん
み
ょ
う

使
を
賜
ひ
其
平
復
を
祷
る
を
奏
請
す
。

公
卿
其
状
を
審
問
す
る
に
、
僧
徒
言
ひ
て
曰
は
く
「
廟
前
に
古
松
有
り
。
大
五
六
囲
（

単

位

＝

抱

）
。

裂
け
て
脂
湧
く
。
亦
桜
市
に
訛
言

か

げ

ん

（

で

た

ら

め

の

う

わ

さ

）

有
り
、
霊
像
破
裂
す
と
」
寺
僧
之
を
怪
し

み
精
錬
僧
を
選
び
室
内
に
入
る
。
帳
を
褰か

か

げ
像
を
横
に
す
。
膚
裂
け
膿
流
れ
臭
気
殊
に
甚
だ
し
。

土
人
皆
曰
は
く
「
古
よ
り
今
に
至
り
霊
像
破
裂
す
る
こ
と
凡
そ
七
次
。
朝
廷
変
有
ら
ば
必
ず
此

の
凶
相
現
る
」
と
。
公
卿
大
い
に
驚
き
之
を
奏
す
。
禁
廷
に
故
有
り
、
宣
命
使
を
遣
は
す
に
及

ば
ず
。
松

栄

紀

事

四
月
、
福
島
正
長
の
寡
婦
広
島
よ
り
関
宿
に
帰
る
。
松
平
康
元
の
子
に
し
て
神
祖
の
女
姪
な
り
。

六
月
、
故
権
中
納
言
秀
康
の
女
を
越
前
よ
り
迎
へ
毛
利
秀
就
に
嫁
す
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

丹
波
篠

山
城
主
前
田
勝
茂
狂
を
病
み
京
師
・
近
江
に
横
行
し
暴
虐
を
為
す
。

是
月
、
水
口
邑
人
と
忿
闘
し
捕
せ
ら
る
。
之
を
駿
府
に
訴
ふ
。
神
祖
、
勝
茂
を
獄
に
下
し
其
封
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を
奪
ふ
。
篠
山
城
五
万
石
を
松
平
康
重
に
賜
ひ
、
其
山
陰
道
の
要
衝
た
る
を
以
て
康
重
に
命
じ

八
上

や

か

み

故
城
図
及
び
篠
山
地
図
を

上
た
て
ま
つ

ら
し
む
。
神
祖
之
を
覧 み

、
城
を
新
築
せ
し
む
。
藤
堂
高
虎
・

松
平
重
則
・
玉
蟲
対
馬
守
・
石
川
八
左
衛
門
・
内
藤
金
左
衛
門
等
之
を
監
る
。
丹
後
・
丹
波
・

播
磨
・
美
作
・
備
前
・
備
中
・
安
藝
及
び
南
海
道
の
民
夫
を
役
し
之
を
築
く
。
山
上
に
井
二
を

掘
る
。
皆
石
を
鑿
ち
之
を
為
す
。
二
年
に
し
て
成
る
。
松

栄

紀

事

伊
賀
上
野
城
主
筒
井
定
次
荒
淫

に
し
て
度
無
し
。
国
政
挙
げ
ず
。
其
宰
中
坊
左
近
秀
祐
駿
府
に
来
之
を
訴
ふ
。
家

忠

日

記

曰

、

七

年

筒

井

定

次

旧

臣

中

坊

秀

祐

初

謁

神

祖

。

仕

麾

下

賜

吉

野

郷

為

采

邑

。

拠

和

州

諸

将

軍

傳

、

是

年

定

次

奪

封

、

秀

祐

為

麾

下

士

。

叙

従

五

位

下

任

飛

騨

守

、
賜

吉

野

郷

三

千

五

百

石

。
其

子

忠

右

衛

門

秀

政

襲

称

左

近

。
家

忠

日

記

係

七

年

誤

。
但

諸

将

軍

傳

秀

祐

作

秀

行

。
未

知

孰

是

神

祖
廉
問

れ
ん
も
ん

（

と

り

し

ら

べ

る

）

し
封
を
奪
ふ
。
安
藤
正
次
に
命
じ
郡
県
を

壮
（
収
）

む
。
本
多
忠
勝
・
松
平
忠
政

諸

書

作

飛

騨

守

忠

隆

。

今

訂

之

。

説

見

五

年

七

月

・
井
伊
直
勝
を
し
て
桑
名
・
加
納
・
佐
和
山
の
衆
を
率
ゐ
上

野
城
を
戍
ら
し
む
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

飛
鳥
井
参
議
藤
原
雅
庸
、
賀
茂
社
司
松
下
某

の
蹴
鞠
の
事
を
駿
府
に
訴
ふ
。
神
祖
以
て
蹴
鞠
専
ら
飛
鳥
井
家
に
属
す
と
為
す
。
世 よ

よ

勅
書
有
り
、
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他
人
は
之
に
与
か
る
を
得
ず
。

八
月
六
日
、
大
将
軍
を
し
て
教
書
を
下
し
一 い

つ

に
旧
規
を
遵 ま

も

ら
し
む
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

八
日
、
延
暦
寺
法
式
凡
そ
七
条
を
定
む
。

十
日
、
大
将
軍
駿
府
に
如
く
。

十
八
日
、
駿
府
に
至
り
神
祖
に
謁
す
。

二
十
日
、
駿
府
殿
守
、
上
棟
す
。
凡
そ
七
層
。
広

褏

（

ゆ

う

）

装

飾

詳

見

創

業

記

・

松

栄

紀

事

。

今

略

之

神
祖
、

大
将
軍
と
殿
守
に
登
り
上
棟
儀
を
観
る
。
梓
人

し

じ

ん
（

大

工

棟

梁

）

中
井
大
和
守
正
次
従
五
位
下
を
以
て
（

身

分

資

格

）

刀
一
口
・
銭
一
千
貫
・
銀
八
嚢
を
賜
ふ
。
毎

一

嚢

盛

銀

二

十

枚

其
余
工
匠
、
物
を
賜
ふ
に
差
有

り
。
松

栄

紀

事

二
十
五
日
、
神
祖
、
大
将
軍
を
牙
城
に
享
し
行
平
刀
を
授
く
。

是
日
、
右
兵
衛
督
義
直
を
尾
張
に
移
封
す
。
義

利

又

今

名

。

但

不

知

其

在

何

時

食
六
十
一
万
九
千
石
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

係

十

二

年

閏

四

月

二

十

六

日

。

按

ず

る

に

、

年

譜

、
去

年

公

、

之

を

今
（

命

）
ず

。

今

日

大

樹

賜

予

（

与

）
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す

。

今

之

に

従

ふ

是
月
、
藤
堂
高
虎
を
伊
賀
及
び
伊
勢
数
郡
に
移
封
す
。
旧
食
二
十
二
万
石
に
仍
る
。
家

忠

日

記

、

高

虎

行

状

・

松

栄

紀

紀

事

高
虎
を
し
て
筒
井
定
次
及
び
其
子
宮
内
少
輔
順
定
を
上
野
城
に
幽
せ
し
む
。
和

州

諸

将

軍

傳

九
月
三
日
、
大
将
軍
駿
府
を
発
す
。
至

江

戸

日

諸

書

闕

。

無

所

考

幾
（
畿
）

内
・
中
国
・
四
国
・
西
国
・
北
国

の
列
侯
皆
駿
府
に
来
。
物
を
献
じ
新
城
成
る
を
賀
す
。
江
戸
に
径
ち
に
至
り
之
を
賀
す
。

十
二
日
、
神
祖
江
戸
に
如
く
至
清
洲
指
授
国
政

（

マ

マ

）

。

十
八
日
、
江
戸
城
に
入
る
。
大
将
軍
之
を
府
中
に
迎
ふ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
生
駒
一
正
、
妻
孥
を
江
戸
第
に
移
す
。
神
祖
之
を
善
し
と
し
徭
役
の
半
を
蠲の

ぞ

く
。
松

栄

紀

事

十
月
二
十
日
、
内
藤
修
理
亮
正
成
卒
す
。
年
五
十
五
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

十
一
月
四
日
、
法
式
を
成
菩
提
院
に

丁
（
牒
）

す
（

文

書

を

出

す

）
。

凡
そ
六
条
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
二
月
二
日
、
神
祖
江
戸
を
発
す
。
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八
日
、
駿
府
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
四
日
、
吉
良
左
兵
衛
督
義
彌
侍
従
と
為
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

・

、

義

弥

上

野

介

義

定

子

、

後

襲

称

上

野

介是
月
、
永
楽
通
宝
銭
を
用
ゐ
る
を
停
め
薄
銭
を
用
ゐ
る
。
故
薩
摩
守
忠
吉
の
宰
小
笠
原
和
泉
守

吉
次
に
笠
間
城
三
万
石
を
賜
ふ
。
創

業

記
・
松

栄

紀

事

。
和

泉

守

名

拠

小

笠

原

家

譜

伊
達
政
宗
の
羽
柴
氏
に
更

へ
松
平
氏
を
授
く
。
来
国
光
刀
を
賜
ふ
。
創

業

記

係

明

年

今

従

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

神
祖
の
外
孫
池
田
藤

松
・
其
弟
勝
五
郎
、
並
び
首
服
を
大
将
軍
の
前
に
加
へ
ら
る
。
松
平
氏
諱
字
を
授
け
藤
松
忠
継

と
名
の
る
。
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
侍
従
と
為
り
左
衛
門
督
と
称
す
。
佩
刀
を
賜
ふ
。
時
に
十

歳
。
勝
五
郎
忠
雄
と
名
の
る
。
拠

諸

士

伝

略

勝

五

郎

更

新

三

郎

宮
内
大
輔
と
称
し
佩
刀
及
び
馬
を
賜
ふ
。

時
に
七
歳
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

松
平
成
重
左
近
将
監
と
為
り
、
松
平
忠
実
土
佐
守
と
為
る
。
並
び

従
五
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
家

忠

日

記

是
歳
、
松
平
定
勝
を
移
封
し
伏
見
側
近
一
万
石
・
江
州
志
賀
・
高
島
二
郡
の
地
四
万
石
、
総
五
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万
石
を
賜
ふ
。
富
田
知
信
を
伊
豫

守
（
宇
）

和
島
に
移
封
す
。
食
十
一
万
石
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

皇
朝
の

武
将
学
を
好
む
こ
と
、
神
祖
の
如
き
は
古
よ
り
希 ま

れ

な
る
所
な
り
。
是
に
先
ん
じ
、
朝
鮮
の
役
に

神
祖
、
豊
臣
秀
吉
に
従
ひ
肥
前
名
護
屋
に
在
り
。
初
め
て
惺
窩
藤
粛
を
識
る
。
参

議

藤

原

為

純

子

、

時

称

妙

寿

院

、

還

俗

名

粛

字

斂

夫

号

惺

窩

、

又

北

胔

山

人

其
学
術
を
聞
き
之
を
悦
ぶ
。
文
禄
二
年
惺
窩
を
江
戸
に

召
し
大
学
及
び
貞
観
政
要
を
講
読
す
。
石
田
三
成
誅
に
伏
す
に
及
び
神
祖
京
師
に
在
り
。

屢
し
ば
し
ば

惺

窩
を
召
し
漢
書
及
び
諸
史
を
読
ま
し
む
。
時
に
五
山
の
老
宿
承
兊
霊
三
、
日
に
左
右
に
侍
す
。

惺
窩
此
輩
と
伍
す
る
を
恥
ぢ
山
居
し
出
で
ず
。
時
の
人
其
面
を
見
る
事
罕 ま

れ

な
り
。
門
人
林
道
春

京
師
に
在
り
。
朱
子
集
注
・
論
語
を
講
ず
。
従
ふ
学
者
日
に
衆 お

お

し
。
大
外
記
舟
橋
式
部
大
輔
清

原
秀
賢
之
を
忌
む
。
秀

賢

侍

従

国

賢

子

奏
し
て
曰
は
く
「
古
よ
り
勅
許
有
る
に
非
ず
し
て
新
註
を
講

す
る
を
得
ず
。
此
れ
典
故
な
り
。
朝
廷
既
に
然
り
。
矧 い

わ

ん
や
凡
民
の
家
に
於
い
て
を
や
。
宜
し

く
之
を
罪
す
べ
し
」
と
。
議
奏
の
両
卿
先
に
神
祖
に
告
ぐ
。
神
祖
笑
ひ
て
曰
は
く
「
講
者
特
達

の
士
と
謂
ふ
べ
し
。
訟
者
偏
狭
の

譏
そ
し
り

を
免
れ
ず
」
と
。
秀
賢
語
無
く
し
て
罷
る
。
神
祖
道
春
の
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名
を
聞
き
永
井
直
勝
を
し
て
之
を
召
見
せ
し
む
。

数
し
ば
し
ば

伏
見
・
駿
府
を
往
来
す
。
江
戸
に
抵
り
謁

す
。
大
将
軍
三
略
漢
書
を
読
ま
し
め
て
之
を
聴
く
。
是
に
至
り
、
神
祖
召
し
講
官
と
す
。
宅
地

を
駿
府
に
賜
ふ
。
四
書
六
経
及
び
武
経
七
書
を
講
じ
日
夜
顧
問
に
備
ふ
。
書
庫
鎖
鑰

さ

や

く

（

錠

と

鍵

）

を

掌
つ
か
さ
ど

ら
し
む
。
松

栄

紀

事

臣
按
ず
る
に
、
漢
の
光
武
・
唐
の
太
宗
皆
戎
行
に
出
で
経
術
（

学

問

）

に
鋭
情
（

鋭

精

）

た
り
。
建

武
・
貞
観
の
治
今
に
至
り
之
を
称
す
。
蓋
し
武
は
創
業
し
文
は
守
成
す
、
馬
上
に
之
を
得
、

馬
上
を
以
て
之
を
治
む
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
文
武
並
用
す
る
が
長
久
の
術
な
り
。
国
朝
文
学

の
盛
、
載
、
旧
史
に
在
り
。
国
家
多
事
を
弁
じ
（

処

理

す

る

）

檀
車
（

軍

用

車

）

四
馳
す
る
に
曁 お

よ

び
、

礼
闈い

策
試
（

礼

部

の

進

士

試

験

）

の
法
、
廃
す
。
而
し
て
学
館
・
黌 こ

う

舎
茂
草
を

鞠
や
し
な

ひ
為 な

す
。
威
権
下

移
、
廟
堂
陵
夷
、
足
利
氏
統
馭
の
術
を
失
ひ
し
よ
り
四
海
鼎
沸

て
い
ふ
つ

（

天

下

乱

れ

る

）

日
に
干
戈
を
尋
ね

ざ
る
無
し
（

戦

の

な

い

時

は

な

い

）
。
爾 こ

こ

よ
り
文
柄
（

権

力

）

五
山
僧
侶
に
帰
し
て
搢
紳

し
ん
し
ん

（

高

位

高

官

）

反
り

て
其
膏
馥

こ
う
ふ
く

（

め

ぐ

み

）

を
乞
ふ
。
経
残
教
弛
（

切

り

ち

ぢ

め

だ

ら

し

な

く

扱

う

）
、
世
を
挙
げ
、
復
た
学
術
有
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る
を
知
る
者
無
し
。
神
祖
、
撥
乱
（

乱

世

を

治

め

る

）

の
才
を
以
て
守
成
の
器
を
抱
く
。
関
原
乱
平

し
輒
ち
足
利
僧
三
要
に
命
じ
家
語
（
『

孔

子

家

語

』
）
・
七
書
（

兵

法

書

）
・
貞
観
政
要
を
刊
行
せ
し
む
。

蓋
し
此
時
に
当
り
世
に
其
人
乏
し
。
故
に
三
要
に
委
任
し
て
世
人
を
し
て

粗
あ
ら
あ
ら

嚮
学
の
方
を
知

ら
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。
羅
山
を
得
る
に
及
び
擢 ぬ

き
講
官
と
為
す
。
世
人
能
く
孔
孟
を
尊

信
し
て
程
朱

て
い
し
ゅ

（

朱

子

学

な

ど

）

を
祖
尚
す
る
を
知
る
は
皆
神
祖
の
教
え
な
り
。

佗
（
他
）

年
難
波
の
役
に

身
は
京
師
に
在
り
、
運
籌
の

暇
い
と
ま

に
、
日
に
書
を
購
ふ
を
以
て
務
と
為
す
。

宣
（
豈
カ
）

唯
だ
古
来
武
将

の
罕 ま

れ

な
る
所
の
み
な
ら
ん
。
臣
竊
か
に
以
為
ら
く
、
開
闢
以
来
将
帥
た
る
者
未
だ
有
ら
ざ
る

所
な
り
と
。（
将

帥

と

し

て

は

神

祖

が

初

め

て

だ

）

十
四
年
己

酉

正
月
朔
、
大
将
軍
及
び
前
右
大
臣
秀
頼
、
使
を
駿
府
に
遣
は
し
賀
正
す
。

五
日
、
鶴
千
代
麻
呂
正
五
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
名
頼
房
。
源

流

綜

貫

更

名

不

知

其

在

何

時

。

今

拠

叙

爵

書

於

此

。

蓋

此

時

称

左

衛

門

督

。

然

無

確

拠

故

不

書

七
日
、
神
祖
、
右
兵
衛
督
義
直
を
し
て
清
洲
城
に
居
せ
し
め
ん
と
す
る
を
以
て
尾
州
に
如
く
。
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中
路
に
参
河
・
遠
江
の
間
に
放
鷹
す
。
義
直
駿
府
を
出
で
岡
崎
に
至
り
神
祖
に
従
ふ
。
年

譜

・

創

業

記

・

松

栄

紀

事

二
十
三
日
、
酒
井
忠
勝
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
宮
内
大
輔
と
為
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

忠

勝

左

衛

門

尉

家

次

子

二
十
五
日
、
神
祖
清
洲
城
に
入
り
城
を
義
直
に
授
く
。
故
薩
摩
守
忠
吉
の
臣
を
し
て
皆
義
直
に
事 つ

か

へ
し
む
。
禄
を
給
ふ
に
差
有
り
。
前
右
大
臣
秀
頼
、
片
桐
且
元
を
以
て
使
と
為
し
白
金
一
百
枚

を
義
直
に
贈
り
之
を
賀
す
。
美
濃
・
伊
勢
の
将
士
来
賀
す
。
奥
平
信
昌
の
妻
加
納
よ
り
至
り
本

多
忠
政
の
妻
桑
名
よ
り
至
り
神
祖
に
謁
す
。
信

昌

妻

神

祖

之

女

。

忠

政

之

妻

孫

女

也

各
黄
金
五
千
枚
を
賜

ふ
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

二
月
十
一
日
、
神
祖
駿
府
に
還
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
日
、
大
将
軍
、
酒
井
忠
世
に
上
州
善
養
寺
邑
五
千
石
を
増
す
。
松

栄

紀

事

係

正

月

二

十

三

日

。

今

従

家

忠

日

記
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十
九
日
、
神
祖
本
多
正
純
を
江
戸
に
遣
は
し
関
西
諸
将
の
質
を
検
す
。
年

譜

・

創

業

記

二
十
九
日
、
中
坊
秀
祐
を
伏
見
第
に
殺
す
。
家

忠

日

記

係

年

尾

曰

、

是

年

中

坊

飛

騨

守

年

（

卒

）
。

年

九

十

九

。

創

業

記

曰

、
去

年

飛

騨

守

訴

其

君

筒

井

伊

賀

守

。
封

除

。
旧

臣

山

中

某

来

飛

騨

守

家

、
晤

語
（

面

談

）
。
夜

深

飛

騨

守

、
入

臥

内

。
山

中

某

与

飛

騨

守

子

臥

一

室

。

失

飛

騨

守

首

、

不

知

主

名

。

按

ず

る

に

、

和

州

諸

将

軍

傳

所

載

も

亦

此

説

に

近

し

。

今

之

に

従

ふ

是
月
、
田
中
兵
部
少
輔
吉
政
卒
す
。
子
民
部
少
輔
忠
政
嗣
ぐ
。
創

業

記

三
月
五
日
、
武
州
巖
築
城
火 や

く
。
家

忠

日

記

是
月
、
大
将
軍
、
小
笠
原
秀
政
の
女
を
養
ひ
子
と
為

し
細
川
忠
利
に
嫁
す
。
創

業

記

清
洲
の
旧
臣
小
笠
原
吉
次
・
冨
永
丹
波
守
・
戸
田
加
賀
守
・
松
平

摂
津
守
・
松
平
石
見
守

摂

津

守

・

石

見

守

与

松

平

忠

政

・

松

平

康

安

称

同

而

人

異

罪
有
り
放
ち

黜
ち
ゅ
つ

す
。
吉
次
去

年
笠
間
城
主
と
為
り
毎
事
に
不
法
多
し
。
故
に
此
に
至
る
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

藤
堂
和
泉
守
高
虎

駿
府
に
来
謁
し
伊
賀
を
賜
ふ
を
謝
す
。
創

業

記

、
佐

渡

守

高

虎

去

年

更

任

和

泉

守

島
津
家
久
出
で
山
川
に
屯

す
。
雑

録

島

津

家

記

樺
山
権
左
衛
門
久
高
を
以
て
将
と
為
し
平
田
太
郎
左
衛
門
之
に
副 そ

ふ
。
八
千
余

兵
を
率
ゐ
以
て
琉
球
を
撃
つ
。
家

忠

日

記

作

三

千

余

騎

。

今

従

松

栄

紀

事

蒙
衝

も
う
し
ょ
う

（

軍

船

）

百
余
艘
大
島
に
泊
し
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徳
島
に
径
ち
に
至
る
。
中
山
王
五
千
余
兵
を
率
ゐ
日
本
山
に
陣
し
之
を
拒
ぐ
。
山
日
本
の
界
に

在
り
。
王
都
を
去
る
こ
と
百
里
ば
か
り
。
久
高
之
を
撃
破
し
三
百
余
級
を
獲
る
。
琉
球
兵
潰
走

し
島
民
悉
く
降
る
。

四
月
朔
、
薩
摩
兵
那
覇
津
に
至
る
。
琉
球
兵
鉄
鏁さ

（

鎖

）

を
津
口
に
張
り
以
て
之
を
拒
ぐ
。
薩
摩

兵

佗
（
他
）

津
よ
り
上
陸
し
相
戦
ふ
こ
と
三
日
。
琉
球
の
都
に
進
入
し
王
城
を
囲
み
之
を
急
攻
大
破
す
。

数
百
級
を
獲
り
中
山
王
尚
寧
を
禽 と

ら

ふ
。
三
司
官
以
下
悉
く
降
る
。
久
高
王
城
を
厳
守
し
子
姪
妃

妾
を
執
り
之
を
報
ず
。
薩
摩
家
久
檄
を
馳
せ
駿
府
・
江
戸
に
告
ぐ
。
家

忠

日

記

曰

、

中

山

王

乞

降

。

今

従

年

譜

・

創

業

記

・

松

栄

紀

事

四
日
、
賓
殿
（

客

殿

）

の
庭
に
人
有
り
言
は
ず
。
四
支
に
指
無
く
弊
衣
蓬
髪
唯
だ
青
蛙
を
食
す
の
み
。

其
の
従
り
来
る
所
を
問
ふ
に
手
指
を
以
て
天
す
。
左
右
之
を
殺
す
を
請
ふ
。
神
祖
許
さ
ず
。
之

を
城
外
に
放
つ
。
其
如
く
所
を
知
ら
ず
。
年

譜

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

五
月
三
日
、
小
浜
城
主
参
議
京
極
高
次
卒
す
。
年
四
十
七
。
其
子
若
狭
守
忠
高
嗣
ぐ
。
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十
一
日
、
米
子
城
主
松
平
伯
耆
守
忠
一
卒
す
。
年
二
十
。
子
無
く
封
除
す
。
古
田
大
膳
太
夫
重

次
・
一
柳
直
盛
を
し
て
米
子
城
を
戍
ら
し
め
朝
比
奈
源
六
郎
・
久
貝
忠
三
郎
・
弓
削
多
源
七
郎

国
事
を
監
る
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

年

譜

附

尾

・

松

栄

紀

事

十
七
日
、
大
将
軍
、
藤
堂
高
虎
第
に
臨
む
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

二
十
五
日
、
中
山
王
尚
寧

俘
と
り
こ

に
せ
ら
れ
薩
摩
に
来
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

七
月
、
是
に
先
ん
じ
、
花
山
少
将
藤
原
忠
長
・
飛
鳥
井
少
将
藤
原
雅
賢
・
猪
熊
侍
従

姓

名

闕

・

兼
保
備
後
守

名

闕

皆
年
少 わ

か

く
美
し
き
姿
容
。
徳
大
寺
右
少
将
藤
原
実
久
・
烏
丸
左
大
弁
藤
原
光

廣
・
松
木
少
将
藤
原
宗
信
、
大
炊
御
門
藤
原
頼
国
・
難
波
少
将
藤
原
宗
勝
等
と
朋
比
（

徒

党

を

組

む

）

し
密
か
に
宮
女
に
挑
み

数
し
ば
し
ば

会
飲
す
。

媱
（
婬
）

媟
褻
慢
（

み

だ

ら

）
。
事
発
覚
し
備
後
守
を
捕
ふ
。
拷 ご

う

治

し
其
実
を
得
。
天
皇
震
怒

し

ん

ど

す
。
京
尹

け
い
い
ん

（

京

都

所

司

代

）

板
倉
勝
重
に
勅
し
法
に
処
す
。
勝
重
、
駿
府
に

白 も
う

す
。
神
祖
、
勝
重
を
し
て
公
卿
に
就
か
し
め
上
諌
し
て
曰
は
く
「
禁
内
の
不
治
は
古
よ
り
多

く
之
れ
有
り
。
人
主
寛
仁
に
徳
を
以
て
之
を
治
め
ば
則
ち
苟
し
く
も
人
心
有
る
者
孰 た

れ

か
之
を
媿
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ぢ
ざ
ら
ん
。
将
来
を
懲
ら
す
の
良
法
な
り
」
と
。
天
皇
之
を
納
む
。

四
日
、
勅
し
死
一
等
を
減
じ
宮
女
五
人
を
伊
豆
大
島
及
び
八
丈
島
に
流
す
。
松

栄

紀

事

作

宮

女

三

人

。

創

業

記

曰

、

廣

橋

局

・

唐

橋

局

以

五

人

皆

剃

髪

処

流

。

今

従

之

忠
長
を
蝦
夷
に

竄
お
し
こ

む
。
松

栄

紀

事

作

津

軽

。

今

従

創

業

記

・

諸

家

伝

雅
賢
を
隠
岐
に
貶 お

と

し
宗
信
・
頼
国
を
硫
黄
島
に
流
す
。
実
久
・
光
廣
籍
を
削
り
屛
居
す
。
宗

勝
流 る

に
処

す
。
松

栄

紀

事

以

此

事

連

書

。

去

年

大

織

冠

像

破

裂

之

下

而

無

実

久

・

光

廣

・

宗

勝

三

人

。

今

従

創

業

記

・

諸

家

伝

。

宗

勝

被

流

亦

拠

諸

家

伝

。

但

不

言

何

処

〇

宮

女

諸

卿

処

流

、

創

業

記

係

十

月

十

一

日

。

諸

家

伝

曰

、

七

月

四

日

皆

蒙

勅

勘

。

蓋

七

月

降

勅

十

月

出

京

也

。
今

従

諸

家

伝

猪
熊
淫
乱
の
最 さ

い

た
り
。
兼
保
宮
門
の
管
鑰 や

く
（

か

ぎ

）

を
掌
る
。
其
罪
殊
に
重
し
。

天
皇
甚
だ
之
を
悪
む
。
故
に
二
人
死
に
処
せ
ら
る
。
時
の
人
皆
謂
ふ
、
大
織
冠
像
凶
相
を
現
す

は
此
れ
其
兆
な
り
と
。
創

業

記

・

諸

家

伝

・

松

栄

紀

事

既
に
し
て
天
皇
霽 せ

い

威 い

す
（

怒

り

が

と

け

る

）
。
宣
命
使

を
遣
は
さ
ん
と
し
其
人
を
選
ぶ
。
神
祇
少
副
十
部
兼
治
其
選
に
応
ず
。
勅
を
奉
じ
南

部
（
都
）

に
抵 い

た

る
。

大
和
・
河
内
の
庶
民
麏き

ん

集
す
。
旧
規
夜
を
以
て
二

人
（
マ
マ
）

宣
を
伝
ふ
。
期
に
及
び
人
心
故
無
く
し
て

恐
き
ょ
う

懼 く

す
。
兼
治
戦
慄
し
宣
を
伝
ふ
る
能
は
ず
。
庶
民
逃
散
す
る
こ
と
二
里
余
。
天
皇
之
を
聞
き
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兼
治
の
無
状
（

失

態

）

を
責
め
其
職
を
罷 や

む
。
五
条
少
納
言
菅
原
為
適
は
家
世
に
宣
命
を
掌
る
。
故

に
為
適
を
以
て
使
と
為
す
。
為
適
宣
命
を
読
む
こ
と
旧
式
の
如
し
。
霊
像
復
故
す
。
天
皇
、
為

適
を
賞
し
位
一
階
を
進
む
。
神
祖
教
書
を
下
し
之
を
褒
む
。
松

栄

紀

事

五
日
、
神
祖
島
津
家
久
を
し
て
中
山
王
尚
寧
を
将
ゐ
江
戸
に
抵
ら
し
む
。
其
功
を
賞
し
琉
球
地

十
二
万
石
を
家
久
に
賜
ふ
。
大
将
軍
、
書
を
龍
伯
・
惟
新
及
び
家
久
に
賜
ひ
琉
球
を
取
る
の
功

を
褒
む
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
四
日
、
六
条
を
下
令
し
伏
見
城
番
士
を
戒
勅
す
。
家

忠

日

記

是
に
先
ん
じ
、
煙
草
を
用
ゐ
る
を

禁
ず
る
に
、
止
ま
ず
。

是
月
、
重
ね
之
を
禁
ず
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

八
月
四
日
、
岡
部
長
盛
に
丹
波
亀
山
城
二
万
石
を
賜
ふ
。
前
の
通
り
食
三
万
二
千
石
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

十
二
日
、
松
平
康
重
・
土
岐
定
政
・
山
口
重
政
更
番
し
伏
見
城
を
守
る
。
創

業

記
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是
月
、
脇
阪
安
治
を
伊
与
・
今
張
に
移
封
す
。
食
五
万
石
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

拠

創

業

記

・

関

原

合

戦

誌

、
安

治

自

太

閤

時

、
封

淡

路

洲

本

三

万

石

、
今

増

一

万

石

、
通

前

五

万

石

松
平
定
綱
に
下
総
山
川
邑
一
万
五

千
石
を
賜
ふ
。
家

忠

日

記

・

関

原

合

戦

誌

・

松

栄

紀

事

九
月
二
十
一
日
、
伊
勢
内
宮
遷
宮
す
。

二
十
七
日
、
下
宮
遷
宮
す
。
是
春
、
神
祖
米
六
万
俵
を
附
し
以
て
其
資
と
為
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
戸
田
半
之
亟
、
眞
田
左
馬
助
と
江
戸
に
忿
闘
す
。
半
之
亟
、
左
馬
助
を
斬
り
て
亡
げ
去

る
。
創

業

記

、

半

之

亟

、

左

門

一

西

第

四

子

。

左

馬

助

安

房

守

昌

幸

第

四

子

頻 ひ
ん

年 ね
ん

西
州
の
諸
侯
戦
艦
を
造
り
城
郭
を

修
す
。
蓋
し
不
慮
に
備
へ
ん
と
欲
す
。
而
し
て
神
祖
之
を

訝
い
ぶ
か

り
下
令
し
其
法
制
を
定
む
。
九
鬼

守
隆
・
向
井
将
監
・
久
永
源
兵
衛
を
し
て
五
百
石
以
上
の
大
艦
を
点
検
せ
し
め
悉
く
淡
路
島
に

送
る
。
籍
之 こ

れ

を
没
し
駿
府
・
江
府
に
漕
す
。
大
艦
一
艘
を
池
田
輝
政
に
賜
ひ
蜂
須
賀
至
鎮
・
稲

葉
典
通
の
大
艦
二
艘
を
九
鬼
守
隆
に
賜
ふ
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事
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十
月
八
日
、
久
野
宗
安
卒
す
。
年
八
十
三
。
家

忠

日

記

、

三

郎

左

衛

門

宗

能

、

剃

髪

号

宗

安

二
十
六
日
、
神
祖
江
戸
に
如
き
中
路
に
善
徳
寺
に
放
鷹
す
。
三
島
に
至
り
留
滞
す
。
年

譜

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

拠

駿

府

記

、

善

徳

寺

即

中

泉

也

是
に
先
ん
じ
、
上
總
介
忠
輝
の
重
臣
皆
川
廣
照
・
山
田
長
門

守
・
松
平
讃
岐
守
上
書
し
忠
輝
の
暴
横
を

訟
う
っ
た

ふ
。
忠
輝
江
戸
に
在
り
之
を
聞
き
怒
り
駿
府
に
径

ち
に
至
り
分
疏
す
（

言

い

ひ

ら

き

す

る

）
。

二
十
七
日
、
神
祖
其
の
軽
重
を
論
じ
廣
照
を
逐
ひ
長
門
守
・
讃
岐
守
を
死
に
処
す
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事
二
十
九
日
、
石
川
日
向
守
家
成
卒
す
。
年
七
十
六
。
年

譜

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
水
野
市
正
、
浜
松
城
主
松
平
忠
頼
を
江
戸
第
に
享
す
。
座
客
久
米
左
平
次
、
服
部
半
八

と
忿
争
す
。
半
八
抜
刀
し
左
平
次
を
斬
る
も
殊 た

た
ず
。
半
八
出
で
走
り
左
平
次
刀
を
揮
ひ
之
を

逐
ふ
。
忠
頼
、
半
八
を
し
て
脱
去
せ
し
め
ん
と
欲
し
後
よ
り
之
を
抱
く
。
左
平
次
曰
は
く
「
吾

既
に
被
創
す
。
決
せ
ざ
る
を
得
ず
。
君
宜
し
く
捨
て
去
る
べ
し
」
と
。
忠
頼
可 き

か
ず
。
之
を
抱
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く
こ
と
愈
急
た
り
。
左
平
次
怒
り
忠
頼
を
刺
殺
す
。
座
客
左
平
治
を
撃
ち
之
を
殺
す
。
半
八
走

り
相
州
大
山
に
至
り
逮 と

ら

へ
ら
れ
死
す
。
市
正
譴
を
蒙
り
自
殺
す
。
忠
頼
、
織
田
有
楽
の
士
婿
に

し
て
三
子
有
り
。
神
祖
、
石
川
主
殿
頭
忠
總
を
し
て
浜
松
城
を
収
め
し
む
。
忠

總

、

家

成

養

子

、

詳

于

下

文

妻
子
を
押
さ
へ
江
戸
に
至
る
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

大
番
の
士
伏
見
城
に
在
る
こ
と
三
年
。
法
を

犯
す
者
多
し
。

是
秋
、
江
戸
に
還
る
。
是
に
至
り
、
神
祖
其
等
の
差
を
定
め
罪
を
科
す
。
梅
北
三
吉
・
荘
田
小

傳
次
・
荒
尾
長
五

松

栄

紀

事

荒

尾

作

荒

川

。

今

従

創

業

記

・
有
賀
忠
三
郎
・
鵜
殿
伊
右
衛
門
・
間
宮
彦
九

郎
死
に
処
す
。
小
斐
三
左
衛
門
・
駒
井
孫
四
郎
・
岡
部
荘
七
・
小
川
佐
太
郎
・
藤
方
平
九
郎
・

津
戸
左
門
・
戸
田
喜
左
衛
門
放
た
る
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

神
祖
三
島
に
在
り
。
微
疾
に
罹
る
。

十
一
月
五
日
、
駿
府
に
還
る
。
安
藤
直
次
を
江
戸
に
遣
は
し
病
に
て
江
戸
に
至
る
能
は
ず
と
大

将
軍
に
告
ぐ
。

且
し
ば
ら

く
来
問
す
る
勿
し
と
。
大
将
軍
輒
ち
本
多
正
信
を
駿
府
に
遣
は
し

候
う
か
が

ふ
。
日

せ
ず
し
て
瘳
ゆ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事
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二
十
一
日
、
酒
井
忠
勝
、
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
讃
岐
守
と
為
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

、

忠

勝

後

為

猷

廟

厳

廟

二

代

元

老

。

致

仕

号

空

印

十
二
月
五
日
、
大
垣
城
を
石
川
忠
總
に
賜
ふ
。
家

忠

日

記

作

總

輔

。

今

従

寛

永

系

図

・

松

栄

紀

事

家
成
の
封
を

紹
ぐ
。
是
に
先
ん
じ
、
家
成
の
子
康
通
大
垣
城
主
と
為
る
。
十
二
年
父
に
先
ん
じ
て
卒
す
。
子

忠
義
尚
ほ
幼
し
。
故
に
家
成
を
し
て
大
垣
城
に
主
た
ら
し
む
。
是
に
至
り
家
成
卒
す
。
神
祖
、

外
孫
忠
總
を
し
て
之
を
継
が
し
む
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

忠

總

、

大

久

保

忠

鄰

第

二

子

去
歳
、
肥

前
の
商
客
三
百
余
人
阿
媽
港
に
往
く
。
蛮
舶
長
加
毘
丹
・
眞
如
廬
相
議
り
て
曰
は
く
、
蛮

語

、

商

舶

長

田

（

曰

）

加

毘

丹

、

商

人

長

曰

真

如

廬

。

俗

称

蛮

舶

白

（

曰

）

黒

船

「
日
本
の
商
舶
毎
年
此
に
来
ば
則
ち
我
輩
長

崎
に
往
く
と
雖
へ
ど
も

次
（
以
）

て
利
を
得
難
し
。
之
を
殺
す
に
如
か
ず
」
と
。
乃
ち
利
を
啗 く

ら

は
し
之

を
誘
ひ
悉
く
之
を
燔 や

き
殺
す
。
中
に
有
馬
晴
信
の
家
奴
三
人
有
り
。
遁
げ
帰
り
晴
信
に
告
状
す
。

加
毘
丹
以
為
へ
ら
く
、
日
本
人
之
を
知
る
能
は
ず
と
。

是
歳
、
阿
媽
港
の
商
船
数
艘
長
崎
に
来
。
長
崎
奉
行
長
谷
川
左
兵
衛
藤
廣
之
を
駿
府
に
告
ぐ
。
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神
祖
甚
だ
之
を
悪
み
晴
信
・
藤
廣
に
之
を
殲
す
を
命
ず
。
晴
信
、
藤
廣
と
議
り
加
毘
丹
を
上
陸

に
誘
ふ
も
来
ず
。

九
日
、
晴
信
・
藤
廣
戦
艦
を
以
て
之
を
攻
む
。
蛮
舶
帆
を
揚
げ
走
る
こ
と
一
里
ば
か
り
。
風
逆

ひ
行
く
能
は
ず
。

矴
い
か
り

を
下
し
て

白
（
泊
）

す
。
藤
廣
、
蜑 あ

ま

人
を
購
ひ
水
底
に
潜
入
し
刀
を
以
て

纜
と
も
づ
な

を

截
る
。
纜
牢
固

ろ

う

こ

に
し
て
鉄
の
如
く
截
る
能
は
ず
。

十
一
日
、
藤
廣
、
晴
信
を
厲 は

げ

ま
し
楼
船
を
進
め
軽
艦
を
走
ら
せ
囲
み
之
を
攻
む
。
蛮
賊
鳥
銃
を

放
ち
火
箭
を
射
之
を
拒
ぐ
。
我
兵
死
傷
を
顧
み
ず
之
を
急
撃
す
。
藤
廣
の
弟
忠
兵
衛
小
船
に
乗

り
蕃
船
に
近
づ
き
騰 あ

が

り
眞
如
廬
を
斬
る
。
蛮
舶
大
い
に
驚
き
騒
ぎ
哨 す

お

吶 な
あ

（

イ

ス

ラ

ム

教

徒

の

ラ

ッ

パ

）
・

□
囉

ぼ

つ

ら

（

角

笛

）
・
喇
叭

ら

っ

ぱ

・
錚
鼓

し
ょ
う
こ

斉
発
す
。
声
聞
こ
ゆ
る
こ
と
数
里
。
晴
信
の
兵
能
く
蛮
舶
の
事
を
知

る
者
有
り
。
火
箭
を
射
火
薬
箱
に
中 あ

た

り
一
時
に
火
発
し
焼
け
舶
海
底
に
沈
む
。
加
毘
丹
以
下
蛮

賊
の
死
者
二
百
余
人
。
一
人
と
し
て
免
る
る
者
無
し
。
白
金
二
十
余
万
両
・
白
糸
二
千
余
万
斤
・

金
鎖
・
金
環
・

繍
し
ゅ
う

羅
・
布
帛
皆
沈
没
し
勝
げ
て
計
る
べ
か
ら
ず
。
年

譜

・

創

業

記

・

松

栄

紀

事
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是
日
、
大
胡
城
主
牧
野
右
馬
允
康
成
卒
す
。
年
五
十
五
。
子
忠
成
嗣
ぐ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

水

野
分
長
・
其
子
重
仲
浜
松
城
を
守
る
。
重
仲
、
頼
将
の
傅 ふ

た
り
て
松
平
忠
頼
の
旧
臣
と
雖
へ
ど

も
恣 し

睢き

（

わ

が

ま

ま

）

暴 ぼ
う

戻 れ
い

（

乱

暴

）
。
故
に
神
祖
二
人
に
命
じ
之
を
治
む
。
松

栄

紀

事

二
十
二
日
、
松
平
信
吉
の
二
子
、
首
服
を
大
将
軍
の
前
に
於
い
て
加
へ
諱
字
を
授
け
ら
る
。
長

子
の
名
忠
国
、
次
子
の
名
忠
晴
、
並
び
佩
刀
を
賜
ふ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

、

後

忠

国

任

山

城

守

忠

晴

任

伊

勢

守

。
並

叙

従

五

位

下

是
月
、
常
陸
介
頼
宣
を
駿
河
・
遠
江
食
五
十
万
石
に
、
頼

将

更

今

名

但

不

知

其

任

何

時

頼

□
（
房
）

を
常
陸
水
戸
食
二
十
五
万
石
に
封
ず

年

譜
・
創

業

記
・
家

忠

日

記
・
松

栄

紀

事

島
津
家
久
、
使
を
駿
府
・

江
府
に
遣
は
し
物
を
献
じ
琉
球
国
を
賜
ふ
を
謝
す
。
神
祖
・
大
将
軍
、
書
を
賜
ひ
之
に
優
答
す
。

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
歳
、
法
式
封
戸

ふ

こ

の
印
章
を
園
城
寺
の
照
高
院

家

忠

日

記

作

照

光

。

今

従

松

栄

紀

事

。

按

ず

る

に

、

照

高

院

・

聖

護

院

皆

園

城

寺

長

吏

の

摂

す

る

所

な

り

・
日
光
山
座
禅
院
・
高
田
専
修
寺
・
東
寺
長
者
及

び
僧
徒
・
関
東
真
言
宗
古
義
諸
寺
・
鞍
馬
寺
・
高
野
山
金
剛
峰
寺
に
下
す
。
又
修
験
道
の
法
制

を
聖
護
院
に
下
す
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

松
平
利
隆
の
長
子
新
太
郎

長

而

名

光

政

為

少

将

備
前
岡
山
城
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に
生
ま
る
。
神
祖
、
牧
野
豊
前
守
を
以
て
使
と
為
し
名
刀
一
双
を
新
太
郎
に
賜
ふ
。
備
中
の
地

一
千
石
を
利
隆
の
妻
に
給
ひ
湯
沐
邑
と
為
す
。
家

忠

日

記
・
松

栄

紀

事

侍
従
大
澤
基
宿
少
将
と
為
り
戸

澤
政
盛
右
京
亮
と
為
る
。
一
柳
直
盛
の
長
子
直
重
丹
後
守
と
為
り
次
子
直
家
美
作
守
と
為
る
。

森
二
郎
兵
衛
重
政
伊
豆
守
と
為
り
並
び
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
る
。
溝
口
伯
耆
守
秀
勝
卒
す
。
年

六
十
三
。
眞
田
安
房
守
昌
幸
久
土
山
に
死
す
。
年
六
十
九
。
諸

書

或

作

高

野

山

、

或

久

土

山

。

関

原

大

全

曰

、

高

野

山

麓

久

土

山

。

今

従

之

〇

家

忠

日

記

曰

、

十

二

月

神

祖

放

鷹

武

州

宿

。

巖

築

城

城

主

高

力

忠

房

享

之

。

是

春

巖

築

城

火

城

郭

新

成

。

塁

壁

悉

備

。

神

祖

還

江

戸

以

忠

房

弟

河

内

守

長

次

為

使

、

賜

白

銀

三

百

枚

於

忠

房

以

賞

其

連

（

速

）

成

之

功

。

按

ず

る

に

、

十

月

神

祖

江

戸

に

往

く

も

疾

以

て

行

く

を

果

さ

ず

。
其

後

諸

書

江

戸

に

至

る

を

載

せ

ず

。
疑

ふ

ら

く

は

他

年

の

事

か

。
附

し

以

て

攷

に

備

ふ

木
下
肥

後
守
家
定
卒
す
。
神
祖
、
其
第
二
子
宮
内
少
輔
利
房
を
以
て
封
を
紹
が
し
め
ん
と
欲
す
。
豊
臣

秀
吉
夫
人
高
臺
院
は
家
定
の

娣
い
も
う
と

な
り
。
私
愛
を
以
て
命
に

忤
さ
か
ら

ひ
少
将
勝
俊
を
以
て
襲
封
せ
し
め

ん
と
欲
す
。
神
祖
怒
り
其
封
を
没
す
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

、

勝

俊

号

長

嘯

子

見

五

年

七

月

大
将
軍
、
美
濃
・

尾
張
・
参
河
の
将
士
に
命
じ
江
戸
に
至
ら
し
め
、
以
て
新
歳
を
迎
ふ
。
創

業

記

〇

松

栄

紀

事

曰

、

大

将

軍

使
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中

国

・

西

国

・

北

国

諸

侯

各

在

江

府

迎

歳

。

神

祖

之

志

也

。

創

業

記

曰

、

始

雖

有

命

、

中

輟

（

ち

ゅ

う

て

つ

＝

中

止

す

る

）

之

。

今

従

之

十
五
年
庚
戌

正
月
朔
、
大
将
軍
、
大
久
保
忠
常
を
以
て
使
と
為
す
。

二
日
、
前
右
大
臣
秀
頼
、
伊
藤
掃
部
介
を
以
て
使
と
為
す
。
並
び
駿
府
に
至
り
賀
正
す
。

九
日
、
神
祖
田
中
に
狩
り
す
。
尾
州
名
護
屋
に
径 た

だ

ち
に

造
（
至
）

り
、
築
城
の
地
を
視
る
。

十
四
日
、
駿
府
に
還
る
。

十
九
日
、
田
中
に
放
鷹
す
。
年

譜

・

家

忠

日

記

造

名

護

屋

。

拠

創

業

記

・

松

栄

紀

事

二
十
三
日
、
大
将
軍
、
内
藤
甚
十
郎
忠
重
を
以
て
世
子
竹
千
代
麻
呂
の
傅
と
為
す

忠

重

、

仁

兵

衛

忠

政

子

。
後

任

伊

賀

守

松
平
長
四
郎
信
綱

大

河

内

金

兵

衛

久

綱

子

。
右

衛

門

大

夫

綱

子
（

正

綱

）
子

養

之

。
補

伊

豆

守

、
為

猷

廟

・

厳

廟

二

代

執

政

・
阿
部
小
平
次
忠
秋

左

馬

介

忠

吉

子

。

時

九

歳

。

後

補

豊

後

守

、

同

信

綱

為

二

代

執

政

・
永
井
十
左

衛
門
直
貞
近
侍
と
為
る
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

直

貞

後

補

豊

後

守

二
十
四
日
、
神
祖
田
中
を
発
し
中
泉
に
狩
り
す
。

二
月
四
日
、
駿
府
に
還
る
。
大
将
軍
参
州
田
原
に
狩
り
せ
ん
と
す
。
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二
十
日
、
江
府
を
発
す
。

二
十
四
日
、
駿
府
に
至
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
に
先
ん
じ
、
堀
越
後
守
忠
俊
の
宗

臣

忠

佐

左

衛

門

督

秀

政

孫

、

秀

治

子

堀
丹
後
守
直
奇
、
兄
監
物
と
権
を
争
ひ
相
訟
す
。
監
物
其
異
母
弟

た
る
を
以
て
直
奇
を
悪
み
忠
俊
に
讒
し
之
を
逐
ふ
。
忠
俊
、
本
多
忠
政
の
女
壻
な
り
。
忠

政

之

女

神

祖

之

外

曽

孫

也

。
子

養

之

以

嫁

忠

俊

故
に
忠
政
、
忠
俊
の
家
国
阽え

ん

危
（

あ

や

う

い

）

た
る
を
憂
へ
、
本
多
正
純
・

安
藤
直
次
・
成
瀬
正
成
と
相
議
り
監
物
兄
弟
を
講
解
（

仲

直

り

）

せ
し
む
。
直
奇
聴
か
ず
。
大
将
軍

駿
府
に
在
る
を
幸
い
、
駿
府
に
至
り
之
を
訴
ふ
。
家

忠

日

記

作

江

戸

誤

。

今

従

松

栄

紀

事

閏
月
二
日
、
神
祖
、
監
物
・
直
奇
及
び
庶
弟
主
計
直
之
・
淡
路
・
加
賀
等
を
召
し
其
曲
直
を
問

ふ
。
家

忠

日

記

云

、

直

之

後

称

式

部

少

輔

。

加

賀

称

市

正

執
政
・
元
老
各
列
坐
す
。
神
祖
障
を
隔
て

親
み
ず
か

ら
其
の

訟
を
聴
く
。
監
物
・
直
奇
争
弁
し
已 や

ま
ず
。
直
奇
言
ひ
て
曰
は
く
「
監
物
藩
国
に
在
り
不
法
多

し
。
嘗
て
浄
土
・
法
華
二
宗
の
僧
を
し
て
私
に
法
論
を
作 な

さ
し
む
。
是
非
未
だ
決
せ
ざ
る
に
監

物
濫 み

だ

り
に
浄
土
僧
十
余
人
を
殺
す
」
と
。
神
祖
之
を
聞
き
障
を
開
け
監
物
を
面
誥
し
て
曰
は
く
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「
法
論
の
可
否
何
人 ひ

と

之
を
決
す
る
」
と
。
監
物
対
へ
て
曰
は
く
「
智
者
を
し
て
之 こ

れ

を
決
せ
し
む
」

と
。
神
祖
曰
は
く
「
所 い

わ

謂 ゆ
る

智
者
と
は
誰
か
。
汝
の
昏 こ

ん

愚 ぐ

を
以
て
自
ら
智
者
と
し
て

詑
あ
ざ
む

き
無
罪
の

僧
を

擅
ほ
し
い
ま
ま

に
殺
す
、
即
ち
此
一
事
に
罪
不
赦
に
在
り
。
余
は
問
ふ
に
足
ら
ず
。
」
と
。
監
物
を
最

上
に
放
ち
忠
俊
を
責
め
て
曰
は
く
「
家
臣
の
訟
を
決
す
る
能
は
ず
何
ぞ
能
く
国
を
治
め
ん
や
」

と
。
封
を
奪
ひ
之
を
巖
城
に
流
す
。
直
奇
無
罪
を
以
て
采
邑
五
万
石
を
削
り
信
州
の
地
三
万
石

を
賜
ふ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

三
日
、
上
總
介
忠
輝
を
越
後
に
移
封
し
高
田
城
に
居
せ
し
む
。
食
五
十
五
万
石
。
年

譜

附

尾

作

六

十

万

石

。

今

従

源

流

綜

貫

〇

創

業

記

・

松

栄

紀

事

並

曰

、

忠

俊

奪

封

。

神

祖

使

飯

田

城

主

小

笠

原

秀

政

・

深

志

城

主

石

川

忠

義

・

沼

田

城

主

真

田

信

幸

監

高

田

城

。

遣

使

越

後

召

忠

俊

妻

再

醮

（

し

ょ

う

）

有

馬

晴

信

長

子

左

衛

門

佐

直

純

。

欲

以

近

江

五

十

万

石

封

忠

輝

。

時

越

後

無

主

。

乃

封

於

越

後

。

村

上

義

明

・

溝

口

重

勝

領

越

後

地

十

五

万

石

。

故

忠

輝

領

川

中

島

如

故

。

按

ず

る

に

、

此

れ

一

朝

夕

の

事

に

非

ず

。

蓋

し

三

日

之

を

封

す

る

を

下

命

す

。

而

し

て

其

高

田

城

に

入

る

は

則

ち

他

日

に

在

り

。

今

年

譜

・

家

忠

日

記

に

拠

り

此

に

書

く

十
日
、
大
将
軍
駿
府
を
発
す
。
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十
三
日
、
神
祖
の
女
子
四
歳
に
し
て
夭
す
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

。

拠

二

書

、

去

年

許

嫁

伊

達

忠

宗

而

今

歳

夭

。

故

此

後

養

池

田

輝

政

之

女

嫁

忠

宗

。

忠

宗

卒

、

為

尼

号

孝

勝

院

十
四
日
、
大
将
軍
田
原
に
至
る
。

十
五
日
、
大
久
保
山
に
狩
す
。
参
河
・
遠
江
の
士
卒
山
を
囲
む
こ
と
数
里
。
大
衆
箭
を
放
ち
鉛

を
飛
ば
す
。
声
山
谷
を
震
ふ
。
本
多
忠
勝
桑
名
よ
り
来
謁
す
。
猟
場
に
在
り
大
将
軍
に
言
ひ
て

曰
は
く
「
往
年
武
田
信
玄
、
大
兵
を

卒
（
率
）

ゐ
三
方
原
に
出
づ
。
此
衆
の
多
き
に
及
ば
ざ
る
な
り
」

と
。

十
七
日
、
蔵
王
山
に
狩
す
。

是
日
、
岡
部
八
十
郎
、
中
川
八
兵
衛
と
忿
闘
す
。
八
十
郎
、
八
兵
衛
を
斬
る
も
殊 こ

ろ

さ
ず
。
八
兵

衛
の
従
者
、
八
十
郎
を
殺
す
。
大
将
軍
、
八
兵
衛
の
令
を
犯
す
を
責
め
之
を
斬
る
。
事
倉
猝

そ
う
そ
つ

に

起
く
と
雖
へ
ど
も
隊
伍
を

厳
い
ま
し

め
乱
さ
ざ
ら
し
む
。

二
十
日
、
日
留
和
山
に
狩
す
。
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二
十
二
日
、
若
見
山

採
（
秣
）

山
に
狩
す
。

二
十
三
日
、
多
坪
に
狩
す
。
数
日
間
猪
鹿
数
千
を
獲
る
。

枚
（
牧
）

野
内
匠
頭
信
成
大
鹿
を
射
之
を
殪

す
。
大
将
軍
之
を
褒
む
。

二
十
七
日
、
大
将
軍
駿
府
に
至
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
神
祖
、
西
州
の
諸
侯
に
命
じ
名
護
屋
城
を
築
か
し
む
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

昔
年
織
田
信
秀

僅
か
に
州
半
を
領
し
此
地
に
城
守
す
。
郭
内
狭
隘
、
池
隍
甚
だ
浅
し
。
本
州
を
以
て
義
直
を
封

じ
清
洲
城
に
居 き

ょ

す
と
雖
へ
ど
も
地
僻 へ

き

し
東
海
道
の
枢
要
た
る
に
足
ら
ず
。
故
に
名
護
屋
の
地
を

規
画
す
。
列
侯
に
命
じ
城
郭
を
構
へ
塁
壁
を
築
か
し
む
。
福
島
正
則
・
加
藤
清
正
・
浅
野
幸
長

等
其
最
を
為
す
。
正
則
密
か
に
池
田
輝
政
に
謂
ひ
て
曰
は
く
「
頻
年
江
府
・
駿
府
の
城
郭
を
修

造
す
。
工
役
並
び
興
す
。
是
れ
皆
天
下
の
重
鎮
た
り
。
人
敢
て
以
て
労
と
為
さ
ず
。
今
庶
子
の

為
に
城
を
築
く
。
宜
し
く
吾
曹
を
役
使
す
べ
か
ら
ず
。
子 し

大
御
所
の
愛
壻
た
り
。
蓋 な

ん

ぞ
吾
曹
の

為
に
之
を
言
は
ざ
る
」
と
。
輝
政
応
へ
ず
。
清
正
髯
を
奮
ひ
て
曰
は
く
「
子
何
ぞ
発
言
の
軽
遽
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た
る
や
。
子
築
城
を
以
て
労
と
為
さ
ば
則
ち
何
ぞ
速
や
か
に
謀
反
せ
ざ
る
。
若
し
反
す
る
能
は

ざ
ら
ば
此
言
を
発
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
正
則
語
塞
し
輝
政
笑
ひ
以
て
戯
と
為
す
。
其
後
神
祖
之

を
聞
き
輝
政
を
召
し
諸
将
に
謂
は
し
め
て
曰
は
く
「
聞
く
に
、
卿
等
土
木
に
疲
る
と
。
宜
し
く

各
罷
り
去
る
べ
し
。
溝
を
深
く
し
塁
を
高
く
し
城
に
拠
り
以
て
吾
の
至
る
を
待
て
」
と
。
諸
将

大
い
に
懼 お

そ

る
。
急
ぎ
工
役
を
董 た

だ

し
（

監

督

す

る

）

土
地
を
闢 ひ

ら

き
塹
隍
を
穿
つ
。
伊
勢
・
参
河
の
大
船

を
以
て
西
州
南
海
の
巨
石
を
運
び
畳 か

さ

ね
塁
壁
を
為
す
。
凡
そ
役
二
十
万
人
。
名
護
屋
城
不
日
に

し
て
成
る
。
松

栄

紀

事

三
月
五
日
、
大
将
軍
江
府
に
還
る
。

十
一
日
、
勅
使
勧
修
寺
大
納
言
藤
原
光
豊
・
廣
橋
大
納
言
藤
原
兼
勝
駿
府
に
来
、
密
か
に
詔
し

明
年
位
を
皇
太
子
に
伝
え
ん
と
す
る
を
告
ぐ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
二
日
、
井
上
康
名
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
淡
路
守
と
為
る
。
家

忠

日

記

作

康

名

、

松

栄

紀

事

作

庸

名

。

不

知

孰

是
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是
春
、
土
井
利
勝
の
下
總
小
美
川
の
采
地
に
更 か

へ
因
州
佐
倉
城
を
賜
ふ
。
食
三
万
二
千
石
。
浅

野
長
政
を
優

営
（
労
）

し
前
年
収
む
る
所
の
木
下
家
定
の
備
中
采
地
二
万
四
千
石
を
賜
ふ
。
往
年
長
政
、

常
陸
・
近
江
数
県
を
賜
ふ
。
松

栄

紀

事

常

陸

作

下

總

。

按

ず

る

に

長

政

眞

壁

五

万

石

・

江

州

愛

智

川

五

千

石

を

領

す

。

眞

壁

常

陸

に

在

り

。

今

之

に

従

ふ

今
其
子
幸
長
の
女
を
以
て
右
〔
兵
カ

〕
衛
督
義
直
に
妻 と

つ

が
し
め
ん
と
欲
す
。

故
に
厚
遇
す
。
長
政
新
授
の
采
邑
を
以
て
次
子
右
衛
門
佐
長
晟
に
伝
へ
し
む
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

按

ず

る

に

、

長

晟

の

兄

紀

伊

守

幸

長

十

八

年

卒

す

。

庶

子

故

に

長

晟

封

を

紹

ぐ

。

但

馬

守

と

更

ふ

。

従

四

位

下

に

叙

せ

ら

れ

侍

従

に

任

ず

四
月
二
日
、
執
政
本
多
正
信
・
酒
井
忠
世
・
安
藤
重
信
、
高
野
山
・
吉
野
山
の
僧
徒
に
牒
す
。

関
東
の
士
の
、
神
祖
・
大
将
軍
の
命
に

忤
さ
か
ら

ふ
者
、
之
を
し
て
高
野
・
吉
野
・
多
武
峯
・
勢
州
朝

熊
に
在
ら
し
む
と
。
日
光
山
坐
禅
院
・
房
州
清
澄
寺
・
筑
波
山
知
足
院
・
足
利
鑁
阿
寺
に
牒
す
。

関
西
の
士
の
、
両
公
の
命
に
忤
ふ
者
、
之
を
し
て
日
光
・
房
州
・
筑
波
・
足
利
に
在
ら
し
む
と
。

按
験
（

取

調

べ

）

録
し
其
実
数
を
送
る
。
松

栄

紀

事

云

、

使

諸

山

不

得

蔵

置

逃

亡

之

士

。

家

忠

日

記

蔵

牒

詞

。

今

拠

之
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七
日
、
眞
壁
城
主
浅
野
弾
正
少
弼
長
政
卒
す
。
浅

野

家

譜

本

書

曰

、

神

祖

好

興

長

政

囲

碁

。

長

政

争

道

頗

失

君

臣

之

礼

。

神

祖

毎

優

容

之

。

及

卒

神

祖

不

復

囲

碁

。

世

人

比

之

伯

牙

絶

絃

云

是
月
、
神
祖
の
外
孫
松
平
忠
雄
を
淡
路
に
封
ず
。
駿
府
・
江
府
に
抵
り
之
を
謝
す
。
神
祖
短
刀

を
賜
ふ
。
大
将
軍
腰
刀
及
び
馬
を
賜
ふ
。
松

栄

紀

事

正

文

曰

、

増

封

淡

路

于

池

田

輝

政

。

統

領

播

磨

備

前

三

州

通

一

百

万

石

余

。
紀

事

一

説

与

家

忠

日

記

合

。
今

拠

之

往
年
高
野
山
遍
照
光
院
、
衆
僧
に
与 く

み

し
僧
庵
室
を
罪
有
り
と
誣 ふ

し
、
之
を
禁
錮
す
。
庵
室
逃
げ
駿
府
に
至
り
其
無
罪
を
訴
ふ
。
神
祖
、
遍
照
光
院
及
び
衆
僧
を

召
し
之
を
按
問
す
。
庵
室
冤 え

ん

を
雪 す

す

く
。
故
に
遍
照
光
院
を
山
上
に
誅
す
。
衆
僧
を
流
す
に
於
い

て
庵
室
を
以
て
遍
照
光
院
を
住
持
せ
し
む
。
教
書
を
賜
ひ
山
中
の
庶
務
を
裁
決
せ
し
む
。
久
し

く
し
て
庵
室
放
横
た
り
。
私
に
法
制
を
立
て
無
過
の
者
を
逐
ふ
。

是
月
、
高
野
山
宝
性
院
駿
府
に
抵 い

た

り
之
を
訴
ふ
。
神
祖
之
を
鞫
問
す
。
庵
室
辜 つ

み

に
伏
す
。
往
年

賜
ふ
所
の
教
書
を
収
め
、
法
制
五
条
を
高
野
山
に
下
す
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

五
月
十
一
日
、
水
野
勝
成
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
日
向
守
と
為
る
。
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十
六
日
、
島
津
家
久
、
中
山
王
尚
寧
を
将
ゐ
薩
摩
を
出
で
駿
府
に
赴
く
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

七
月
朔
、
神
祖
瀬
名
川
に
漁
し
て
水
底
を
遊
泳
す
。
年

譜

・

家

忠

日

記

十
三
日
、
高
木
主
水
正
清
秀
卒
す
。
年
八
十
五
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

亀
山
城
修
築
成
る
。
藤
堂
高

虎
工
を
鳩 あ

つ

め
殿
守
を
造
る
。
駿
府
・
江
府
に
白 も

う

し
之
を
献
ず
。
即
ち
用
ゐ
亀
山
城
殿
守
と
為
す
。

創

業

記

・

松

栄

紀

事

十
九
日
、
伯
耆
を
割
り
黒
野
領
主
加
藤
泰
景
・
今
尾
領
主
市
橋
下
總
守
長
政

松

栄

紀

事

作

正

綱

。

寛

永

系

図

長

勝

子

有

長

政

而

無

正

綱

。

蓋

更

名

也

。

然

無

的

拠

。

今

従

系

図

書

長

政

・
亀
山
城
主
関
一
政
を
移
封
す
。
加
納

城
主
松
平
摂
津
守
忠
政
に
四
万
石
を
増
封
す
。
拠

創

業

記

・

松

栄

紀

事

、

飛

騨

守

忠

政

去

年

更

称

摂

津

守

二
十
七
日
、
忠
政
の
弟
忠
明
を
亀
山
城
に
封
ず
。
食
五
万
石
。
参
州
作
手
を
領
す
る
こ
と
故
の

如
し
。
忠
政
・
忠
明
、
皆
神
祖
の
外
孫
な
り
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

平

忠

明

行

状

・

松

栄

紀

事

是
に

先
ん
じ
、
丹
羽
長
重
・
立
花
宗
茂
帰
降
し
江
府
に
流
寓
す
。

是
月
、
二
人

人
（
衍
字
）

各
采
邑
一
万
石
を
賜
ふ
。
松

栄

紀

事

○

本

書

八

年

。

本

書

曰

、

丹

羽

長

重

屛

居

江

戸

城

外

。

諸

赦

其
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罪

。

世

子

以

其

有

旧

請

神

祖

釈

之

。

賜

常

陸

古

渡

郷

一

万

石

。

按

ず

る

に

、

古

渡

一

万

石

、

八

年

山

岡

景

本

に

賜

ふ

。

而

し

て

長

重

に

賜

ふ

と

為

す

は

誤

り

。

是

月

、

宗

茂

と

同

じ

く

采

邑

を

賜

ふ

を

以

て

是

と

為

す

。

故

に

取

ら

ず

。

創

業

記

曰

、

宗

茂

賜

関

東

地

二

万

石

。

関

原

大

全

曰

、

賜

奥

州

棚

倉

一

万

石

。

其

後

増

一

万

五

千

石

。

今

従

之

井
伊
直
政
の
第
二
子
掃
部
頭
直
孝
・
細
川
興
元

各
采
邑
一
万
石
を
賜
ふ
。
安
藤
重
信
に
上
野
古
井
邑
、
阿
部
正
次
に
下
野
鹿
沼
邑
各
五
千
石
を
、

武
蔵
深
谷
邑
八
千
石
を
松
平
大
膳
忠
重
に
賜
ふ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

忠

重

、

左

馬

允

忠

頼

子

八
月
二
日
、
大
田
新
六
郎
重
政
卒
す
。
家

忠

日

記

・

寛

永

系

図

三
日
、
大
将
軍
、
土
井
利
勝
を
駿
府
に
遣
は
し
政
事
の
得
失
を
諮 は

か

る
。
神
祖
採
茶
の
小
壷
を
利

勝
に
賜
ひ
命
じ
て
曰
く
「
汝
江
戸
に
帰
り
須
ら
く
此
の
小
壷
を
以
て
茶
会
を
作 な

し
大
将
軍
に
饗

す
べ
し
」
と
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

。

二

書

並

云

、

小

壷

号

紹

鴎

。

円

座

肩

衝

六
日
、
島
津
家
久
、
中
山
王
尚
寧
を
将
ゐ
駿
府
に
至
る
。

八
日
、
神
祖
直
衣
烏
帽
を
著
し
正
殿
の
上
壇
に
坐
す
。
尚
寧
緞
子
一
百
匹
・
羅
紗
一
百
二
十
尋 ひ

ろ

・

芭
蕉
布
一
百
匹
・
太
平
布
二
百
匹
を
献
ず
。
家
久
腰
刀
一
双
・
白
金
一
万
両
を
献
ず
。
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十
八
日
、
家
久
・
尚
寧
を

饗
も
て
な

し
申
楽
の
大
宴
を
設
く
。
常
陸
介
頼
宣
及
び
頼

□
（
房
）

皆
舞
曲
を
作
す
。

貞
宗
太
刀
短
刀
を
家
久
に
賜
ふ
。
創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
日
、
細
川
玄
旨
京
師
に
卒
す
。
年
七
十
七
。
創

業

記

・

細

川

家

傳

録

・

松

栄

紀

事

二
十
五
日
、
家
久
、
尚
寧
を
将
ゐ
江
府
に
至
る
。
大
将
軍
使
を
遣
は
し
之
を

労
ね
ぎ
ら

ふ
。

二
十
七
日
、
又
使
を
遣
は
し
米
一
千
俵
を
家
久
に
賜
ふ
。

二
十
八
日
、
尚
寧
登
城
し
大
将
軍
に
謁
し
緞
子
・
芭
蕉
布
各
一
百
匹
・
太
平
布
二
百
匹
を
献
ず
。

家
久
、
長
光
刀
・
緞
子
一
百
匹
・
虎
皮
十
張
・
白
金
一
万
両
を
大
将
軍
に
、
腰
刀
・
良
馬
各
一
・

紅
絲
一
百
斤
を
世
子
に
献
ず
。
大
将
軍
、
尚
寧
に
命
じ
て
曰
は
く
「
琉
球
国
は
中
山
王
の
世 よ

よ

居

す
る
所
な
り
。
他
姓
を
立
て
王
と
為
す
べ
か
ら
ず
。
須
ら
く
亟
や
か
に
国
に
還
り
以
て
祖
先
の

祀
を
奉
ず
べ
し
」
と
。
琉
球
の
賦
税
を
家
久
に
賜
ふ
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
神
祖
奏
請
し
増
上
寺
の
住
持
僧
源
譽
存
翁
を
以
て
国
師
と
為
す
。
近
世
大
徳
寺
の
僧
国

師
号
を
賜
ふ
。
国
師
二
有
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
大
徳
寺
の
国
師
を
輟 や

め
存
翁
に
観
智
国
師
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の
号
を
賜
ふ
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

九
月
十
六
日
、
大
将
軍
、
家
久
・
尚
寧
を
大
城
に
於
い
て
享
す
。

二
十
日
、
家
久
、
尚
寧
を
将
ゐ
木
曽
路
に
由
り
薩
摩
に
赴
く
。
既
に
し
て
帰
藩
し
中
山
王
及
び

俘
囚
を
送
還
す
。
監
吏
を
置
き
法
制
を
定
む
。
毎
歳
租
税
六
万
石
を
収
む
。
年

譜
・
創

業

記
・
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
月
、
安
南
国
王
、
使
を
遣
は
し
通
信
す
。
使
舶
薩
摩
に
泊
る
。
沈
香
柱
十
二
・
沈
香
抹
を
以

て
製
す
る
所
の
柱
一
・
糖
水
十
壷
・
水
沈
十
斤
・
象
牙
二
・
鸚
鵡
孔
雀
利

年
（
牟
）

雞
各
一
隻
・
花

□
（
絹
）

二

匹
を
献
ず
。
庚
子
の
乱
に
稲
留
一
夢
、
細
川
忠
興
の
妻
の
難
に
死
す
る
能
は
ず
。
時
の
人
之
を
鄙 い

や

し
む
。
然
れ
ど
も
其
の
鳥
銃
に
精 く

わ

し
き
こ
と
当
世
無
双
。
故
薩
摩
守
忠
吉
に
事 つ

か

へ
清
洲
城
に
在

り
。
神
祖
之
を
召
し
其
術
を
習
ふ
。
大
将
軍
も
亦
江
府
に
召
し
之
を
習
ふ
。
古
田
重
勝
茶
事
に

精
し
き
を
以
て
世
に
名
あ
り
。
大
将
軍
之
を
召
し
茶
事
を
諮
訪
す
。

十
月
六
日
、
大
将
軍
、
大
久
保
忠
鄰
の
第
に
臨
み
茶
会
を
作
す
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事
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九
日
、
駿
府
城
庖
厨

ほ
う
ち
ゅ
う

火
く
。

十
四
日
、
神
祖
江
戸
に
如
く
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
日
、
松
平
右
衛
門
佐
正
久
に
采
邑
一
千
石
を
増
す
。
家

忠

日

記

十
五
日
、
神
祖
善
徳
寺
に
至
り
放
鷹
す
。
留
す
る
こ
と
三
日
。

十
六
日
、
大
将
軍
、
松
平
政
宗
の
第
に
臨
茶
会
を
作
す
。
是
よ
り

数
し
ば
し
ば

列
侯
執
政
の
第
に
臨
み
茶

会
有
り
。
創

業

記

・

松

栄

紀

事

十
八
日
、
桑
名
城
主
本
多
中
務
太
輔
忠
勝
卒
す
。
年
六
十
三
。
長
子
美
濃
守
忠
政
封
を
紹 つ

ぐ
。

二
十
一
日
、
神
祖
武
州
に
至
り
処
所

し
ょ
し
ょ

に
放
鷹
す
。
大
将
軍
来
謁
す
。
経
日
、
神
祖
江
戸
城
に
入

る
。

十
一
月
二
十
七
日
、
神
祖
駿
府
に
還
る
。
中
途
に
放
鷹
し
淹
留
す
る
こ
と
数
日
。

十
二
月
十
日
、
駿
府
城
に
入
る
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

二
十
一
日
、
吉
田
城
主
松
平
玄
蕃
頭
家
清
卒
す
。
年
四
十
三
。
長
子
民
部
大
輔
忠
清
封
を
紹
ぐ
。
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家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

是
歳
、
前
右
大
臣
秀
頼
大
仏
殿
を
営
す
。
年

譜

・

創

業

記

・

家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

○

羅

山

文

集

・

雑

箸

（

著

）

記

大

仏

殿

曰

、
天

正

文

禄

之

際

豊

臣

氏

相

洛

東

之

地

。
塁

大

盤

、
累

巨

石

堆

其

基

址

。
創

大

殿

置

大

像

。
大

像

壊

于

地

震

。
大

殿

燼

於

鬱

攸
（

う

つ

ゆ

う

＝

火

気

）
。
戊

甲

己

酉

之

年

肯

堂

之

事

復

始

焉

。
君

子

以

為

一

之

為

甚

。
其

可

再

乎

。
按

ず

る

に

、
十

三

年

、
十

四

年

、
既

に

営

構

を

命

ず

。

是

に

至

り

工

役

並

び

興

す

。

其

詳

十

七

年

に

有

り

浅
野
長
晟
に
備
中
の
地
采
邑
二
万
石
を
賜
ふ
。
家

忠

日

記

大
将
軍
、
山
内
対
馬
守
に
松
平
氏
及
び
諱
字
・
佩
刀
を
賜
ふ
。
名
忠
義
。
従
四
位
下
に
叙
せ

ら
れ
土
佐
守
と
為
る
。
大
澤
右
京
亮
基
重
侍
従
と
為
る
。
是
に
先
ん
じ
、
侍
従
吉
良
義
弥
衛
、

大
将
軍
の
命
に
禁
廷
に
使
し
、
基
重
、
神
祖
の
使
を
奉
ず
。
故
に
是
命
有
り
。
松
平
家
信
従
五

位
下
に
叙
せ
ら
れ
紀
伊
守
と
為
る
。
本
多
忠
政
の
女
を
以
て
有
馬
直
純
に
再

醮
し
ょ
う

（

嫁

ぐ

）

せ
し
む
。

神
祖
長
光
刀
を
直
純
に
賜
ふ
。
家

忠

日

記

・

松

栄

紀

事

神
祖
嘗
て
長
谷
川
藤
廣
に
謂
ひ
て
曰
は
く

「
曩
時

の

う

じ

（

以

前

）

日
本
、
明
と
勘
合
符
有
り
。
天
文
以
来
絶
え
て
其
事
無
し
。
今
須
ら
く
商
議
復
故

す
べ
し
」
と
。
是
に
至
り
明
の
商
舶
五
島
に
泊
る
。
吏
目
周
性
如
長
崎
に
来
た
り
。
藤
廣
之
を
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招
き
民
室
の
事
を
問
ふ
。
自
ら

（
マ
マ
）

駿
府
に
之 ゆ

く
。
神
祖
、
林
道
春
を
し
て
本
多
正
純
及
び
藤
廣
の

書
を
作 な

さ
し
め
福
建
道
総
督
陳
子
貞
に
遣
は
す
。
吾
邦
、
明
と
通
信
す
る
故
事
を
挙
ぐ
。
当
時
（

現

在

）

皇
朝
治
平
に
及
び
朝
鮮
来
聘
し
琉
球
臣
服
す
。
安
南
・
交
趾

こ

う

し

（

ベ

ト

ナ

ム

北

部

）
・
古
城
・
暹
羅

せ

ん

ら

（

シ

ャ

ム

）

呂
宋

る

そ

ん

・
西
洋
（

中

国

の

西

南

ル

ソ

ン

辺

群

島

）
・
柬
埔
寨

か

ん

ぼ

じ

あ

等
諸
国
、
上
書
し
輸
賓
せ
ざ
る
は
莫
し
。
明

室
も
亦
宜
し
く
勘
合
符
を
以
て
通
信
結
好
す
べ
し
と
。
正
純
・
藤
廣
の
名
を
署
す
と
雖
へ
ど
も

其
実
は
之
を
明
主
に
達
す
。
故
に
神
祖
の
印
章
を
用
ゐ
る
。
藤
廣
二
書
を
性
如
に
授
け
之
を
総

督
に
致
す
。
而
る
に
子
貞
猶
ほ
狐
疑
を
懐
き
竟
に
復
書
せ
ず
。
勘
合
も
亦
成
ら
ず
。
然
れ
ど
も

南
京
・
福
建
の
商
舶
毎
歳
長
崎
に
来
る
こ
と
今
に
至
り
絶
え
ず
。
羅

山

文

集

・

松

栄

紀

事

烈
祖
成
績
巻
之
十
一

終


